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報告第　１号 

 

令和５年城里町告示第　号 

 

　　　城里町自治振興交付金交付要綱の一部を改正する告示 

　城里町自治振興交付金交付要綱（平成17年城里町告示第４号）の一部を次のように

改正する。 

　第２条第１項の表中「1,200円以内」を「2,000円」に改める。 

　　　附　則 

　この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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報告第 １号 説明資料

城里町自治振興交付金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条 （略） 第１条 （略）

（交付金の算定基準） （交付金の算定基準）

第２条 町長は，前条の目的を達成するために，交付金を次表の算定基

準により算出するものとする。

第２条 町長は，前条の目的を達成するために，交付金を次表の算定基

準により算出するものとする。

（以下略） （以下略）

附 則

この告示は、令和５年４月１日から施行する。

区等 区分 基準額 備考

１区当たり 年額 30,000円

１自治会当たり 年額 3,000円 均等割

2,000円 戸数割

区等 区分 基準額 備考

１区当たり 年額 30,000円

１自治会当たり 年額 3,000円 均等割

1,200円以内 戸数割

-
 
1
 
-



報告第 ２号

令和５年城里町告示第 号

城里町管理不全空家解体撤去補助金交付要綱の一部を改正する告示

城里町管理不全空家解体撤去補助金交付要綱（令和４年城里町告示第149号）の一部

を次のように改正する。

第１条の次に次の１条を加える。

（審査会の設置）

第２条の２ この告示の運用に関し，必要な事項を検討又は審査するため，城里町管

理不全空家解体撤去補助金審査会（以下「審査会」という。）を置く。

２ 審査会に関し必要な事項は，町長が別に定める。

第３条中「物件」の次に「（以下「補助対象物件」という。）」を加え、「のうち，主

に居住の用に供していたもの」を削る。

第７条第４項中「調査結果に基づき」を「第３項に規定する立入調査の結果」に、

「危険性など」を「危険性及び審査会の意見」に、「補助対象物件が補助に該当する

か否か」を「申請物件の補助対象物件として適否」に改める。

第８条第３項中「審査し」の次に「，審査会の意見を勘案したうえで」を加える。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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報告第 ２号 説明資料

城里町管理不全空家解体撤去補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（審査会の設置） （追加）

第２条の２ この告示の運用に関し，必要な事項を検討又は審査するた

め，城里町管理不全空家解体撤去補助金審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。

２ 審査会に関し必要な事項は，町長が別に定める。

（補助対象物件） （補助対象物件）

第３条 この補助金の交付の対象となる物件（以下「補助対象物件」と

いう。）は，町内にある管理不全状態空家等とする。

第３条 この補助金の交付の対象となる物件は，町内にある管理不全状

態空家等のうち，主に居住の用に供していたものとする。

第４条～第６条 （略） 第４条～第６条 （略）

（事前調査） （事前調査）

第７条 （略） 第７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 町長は，第３項に規定する立入調査の結果，周辺の影響，危険性及

び審査会の意見を勘案したうえで，当該申請物件の補助対象物件とし

ての適否を判定し，当該申請者に対し管理不全空家調査結果報告書（様

式第２号）により通知するものとする。

４ 町長は，調査結果に基づき，周辺の影響，危険性などを勘案したう

えで，当該補助対象物件が補助に該当するか否かを判定し，当該申請

者に対し管理不全空家調査結果報告書（様式第２号）により通知する

ものとする。

（補助申請及び交付決定の通知） （補助申請及び交付決定の通知）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 町長は，第１項の規定により申請書の提出があったときは，当該申

請の内容を審査し，審査会の意見を勘案したうえで，申請書を提出し

た者（以下「交付申請者」という。）に対し，管理不全空家解体撤去補

助金交付決定通知書（様式第４号）によりその結果を通知するものと

する。

３ 町長は，第１項の規定により申請書の提出があったときは，当該申

請の内容を審査し，申請書を提出した者（以下「交付申請者」という。）

に対し，管理不全空家解体撤去補助金交付決定通知書（様式第４号）

によりその結果を通知するものとする。

４ （略） ４ （略）

-
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（以下略） （以下略）

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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報告第　３号 

 

令和５年城里町告示第　号 

 

　　　城里町高等学校通学費助成金交付要綱の一部を改正する告示 

　城里町高等学校通学費助成金交付要綱（平成28年告示第50号）の一部を次のように改

正する。 

　題名を次のように改める。 

　　　城里町通学費助成金交付要綱 

　第１条中「路線バス又は鉄道（以下「公共交通機関」という。）の通学定期券（又は交

通機関が発行する最も安価な長期定期券）」を「通学定期券（路線バス又は鉄道事業者が

発行する通学用の定期券をいう。以下同じ。）」に、「高等学校に通学する生徒の保護者」

を「学校に通学する者（以下「通学者」という。）又はその保護者」に改め、「高等学校」

を削る。 

　第２条中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」を「次の第１号又は第２号に掲げる

要件のいずれかに該当し，かつ第３号及び第４号のいずれにも」に改め、同条第１号中

「住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき，町の住民基本台帳に記載されてい

る者で，かつ，」を削り、「生徒」を「通学者」に改め、同条第２号を次のように改める。 

　(2)　学校教育法に定める小学校及び中学校（それぞれ町外に限る），高等専門学校（４

年課程以上），大学（短期大学を含む）及び専修学校（専門課程に限る）に在学して

いる通学者（満18歳以上の者）又はその保護者で，城里町内にある停留所を起点と

する路線バスの通学定期券を購入した者 

　第２条第３号中「同一世帯」を「通学者及び通学者と同一世帯」に改め、同号を同条

第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

　(3)　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき，町の住民基本台帳に記載され

ている者 

　第３条を次のように改める。 

　（助成金の額） 

第３条　助成金の額は，次の各号に掲げるいずれかの金額とする。 

　(1)　路線バスの年間通学定期券又は鉄道の６か月通学定期券を購入した場合は，購

入に要した金額に10分の３を乗じて得た金額とする。ただし，その金額に100円未満

の端数がある場合には，100円未満を切り捨てた金額とする。 

　(2)　前号以外の通学定期券を購入した場合は，当該通学定期券の乗車区間の年間通

学定期券（鉄道にあっては６か月定期券）を購入した場合の金額に10分の３を乗じ

て得た金額を12（鉄道にあっては６）で除して，当該通学定期券の期間の月数を乗

じて得た金額とする。ただし，その金額に100円未満の端数がある場合には，100円

未満を切り捨てた金額とし，年間の助成金の上限額は，前号の規定により算出され

た額とする。 

　(3)　前２号の規定にかかわらず，助成金の上限額は８万円とする。 

　第４条及び第５条中「高等学校」を削る。 

　様式第１号及び第２号を次のように改める。 
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報告第　３号　説明資料 

城里町高等学校通学費助成金交付要綱の一部を改正する告示　新旧対照表 
 改　正　後 現　　　行

 　　　城里町通学費助成金交付要綱 　　　城里町高等学校通学費助成金交付要綱

 （趣旨） 　（趣旨）
 第１条　この告示は，通学定期券（路線バス又は鉄道事業者が発行する

通学用の定期券をいう。以下同じ。）を購入し，城里町内から学校に通

学する者（以下「通学者」という。）又はその保護者に対して，経済的

負担を軽減し城里町（以下「町」という。）における子育て環境の整備

を図るため，その費用の一部について予算の範囲内で城里町通学費助

成金（以下「助成金」という。）を交付することし，城里町補助金等交

付規則（平成17年城里町規則第42号。以下「規則」という。）に定める

もののほか，必要な事項を定めるものとする。

第１条　この告示は，路線バス又は鉄道（以下「公共交通機関」という。）

の通学定期券（又は交通機関が発行する最も安価な長期定期券）を購

入し，城里町内から高等学校に通学する生徒の保護者に対して，経済

的負担を軽減し城里町（以下「町」という。）における子育て環境の整

備を図るため，その費用の一部について予算の範囲内で城里町高等学

校通学費助成金（以下「助成金」という。）を交付することし，城里町

補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。

 （助成対象者） （助成対象者）

 第２条　この告示により助成金の交付を受けることができる者は，次の

第１号又は第２号に掲げる要件のいずれかに該当し，かつ第３号及び

第４号のいずれにも該当する者とする。

第２条　この告示により助成金の交付を受けることができる者は，次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 (1)　学校教育法（昭和22年法律第26号）に定める高等学校，高等専門

学校，中等教育学校，特別支援学校又は専修学校（以下「高等学校

等」という。）に修業年度（高等専門学校にあっては第３学年，中等

教育学校にあっては後期中等教育，特別支援学校にあっては高等部，

専修学校にあっては高等課程とする。）までに在学している通学者の

保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは，未

成年後見人）をいう。以下同じ。）で，通学定期券を購入したもの

(1)　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき，町の住民基本

台帳に記載されている者で，かつ，学校教育法（昭和22年法律第26

号）に定める高等学校，高等専門学校，中等教育学校，特別支援学

校又は専修学校（以下「高等学校等」という。）に修業年度（高等専

門学校にあっては第３学年，中等教育学校にあっては後期中等教育，

特別支援学校にあっては高等部，専修学校にあっては高等課程とす

る。）までに在学している生徒の保護者（子に対して親権を行う者（親

権を行う者のないときは，未成年後見人）をいう。以下同じ。）
 　(2)　学校教育法に定める小学校及び中学校（それぞれ町外に限る），

高等専門学校（４年課程以上），大学（短期大学を含む）及び専修学

校（専門課程に限る）に在学している通学者（満18歳以上の者）又

はその保護者で，城里町内にある停留所を起点とする路線バスの通

学定期券を購入した者

(2)　定期路線バス事業者が発行する，年間通学定期券を購入した保護

者又は鉄道会社が発行する，６箇月通学定期券を購入した保護者

 (3)　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき，町の住民基本 （追加）

-
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 台帳に記載されている者

 　(4)　通学者及び通学者と同一世帯の者が町税等（町民税，資産税，軽

自動車税，国民健康保険税，介護保険料，後期高齢者医療保険料，

その他使用料をいう。）を滞納していないこと

(3)　同一世帯の者が町税等（町民税，資産税，軽自動車税，国民健康

保険税，介護保険料，後期高齢者医療保険料，その他使用料をいう。）

を滞納していないこと
 　（助成金の額） 　（助成金の額）

 第３条　助成金の額は，次の各号に掲げるいずれかの金額とする。 第３条　前条に定める者に対して助成する対象経費は，次のどちらかと

する。

 (1)　路線バスの年間通学定期券又は鉄道の６か月通学定期券を購入

した場合は，購入に要した金額に10分の３を乗じて得た金額とする。

ただし，その金額に100円未満の端数がある場合には，100円未満を

切り捨てた金額とする。

　(1)　定期に運行される交通機関を利用して通学に要する通学年間（又

は６箇月）定期金額の３割に相当する経費。ただし，1,000円未満は

切り捨て

 (2)　前号以外の通学定期券を購入した場合は，当該通学定期券の乗車

区間の年間通学定期券（鉄道にあっては６か月定期券）を購入した

場合の金額に10分の３を乗じて得た金額を12（鉄道にあっては６）

で除して，当該通学定期券の期間の月数を乗じて得た金額とする。

ただし，その金額に100円未満の端数がある場合には，100円未満を

切り捨てた金額とし，年間の助成金の上限額は，前号の規定により

算出された額とする。

(2)　定期に運行される交通機関を利用して通学に要する通学年間定

期金額が，270,000円以上の者は80,000円とする。

 (3)　前２号の規定にかかわらず，助成金の上限額は８万円とする。

 （助成金の交付申請及び請求） （助成金の交付申請及び請求）

 第４条　助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，

城里町通学費助成金交付申請書兼請求書（様式第１号）を別に定める

期間に，町長に提出するものとする。

第４条　助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，

城里町高等学校通学費助成金交付申請書兼請求書（様式第１号）を別

に定める期間に，町長に提出するものとする。
 （助成金の交付決定） （助成金の交付決定）

 第５条　町長は，前条による申請書を受理したときは，当該申請に係る

書類を審査し，助成金額を決定し，城里町通学費助成金交付通知書（様

式第２号）をもって申請者に速やかに通知しなければならない。

第５条　町長は，前条による申請書を受理したときは，当該申請に係る

書類を審査し，助成金額を決定し，城里町高等学校通学費助成金交付

通知書（様式第２号）をもって申請者に速やかに通知しなければなら

ない。
 第６条～第９条　（略） 第６条～第９条　（略）

 　　　附　則　（略） 　　　附　則　（略）

 様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係）
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 【別記１　参照】 【別記１　参照】

 様式第２号（第５条関係） 様式第２号（第５条関係）

 【別記２　参照】 【別記２　参照】

 （以下略） （以下略）

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

 　（経過措置）

 ２　この告示の施行の日の前日までに、改正前の第２条に規定する助成

対象者が、令和５年度からの通学のために通学定期券を購入した場合

は、改正後の第２条に規定する助成対象者とみなすものとする。

-
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報告第　４号 

 

令和５年城里町告示第　号 

　　　 

城里町文化財保護事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

　城里町文化財保護事業費補助金交付要綱（平成17年城里町告示第31号）の一部を次の

ように改正する。 

　第１条中「補助金を交付する」を「予算の範囲内において，城里町文化財保護事業費

補助金（以下「補助金」という。）を交付する」に改める。 

　第２条の見出しを「（補助対象文化財及び補助金の額等）」に改め、同条中「及び茨

城県文化財保護条例（昭和51年茨城県条例第50号）並びに」を「，茨城県文化財保護条

例（昭和51年茨城県条例第50号）及び」に改め、同条各号を削り、同条に次の２項を加

える。 

２　補助金の交付の対象となる文化財の種類，事業，補助対象経費，補助率及び上限額

は，別表に定めるとおりとする。ただし，事業において補助対象経費が５万円以下の

場合を除く。 

３　前項の規定にかかわらず，国又は県が補助認定した事業については，補助対象経費

から国又は県の補助金の交付額を控除した額に，別表の補助率を乗じた額とし，その

上限額は同表の上限額とする。 

　第３条中「町指定文化財の所有者及び管理者」を「指定文化財の所有者，管理責任者，

管理団体，保持者又は保持団体（以下「補助事業者」という。）」に改める。 

　第４条中「これを審査の上交付決定を」を「城里町文化財保護審議会（城里町文化財

保護審議会条例（平成17年城里町条例第94号）の規定による審議会をいう。）の意見を

徴した上でこれを審査し，交付の適否について決定を」に改める。 

　第10条の次に次の１条を加える。 

　（補則） 

第11条　この告示に定めるもののほか，補助金の交付について必要な事項は，町長が教

育委員会と協議して，別に定めるものとする。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第２条関係） 
 文化財の種類 事業 補助対象経費 補助率 上限額

 １　有形文化財

及び有形民俗

文化財

(1)　修理 ア　解体，半解体修理又は部分修理 
イ　剥落又は腐食防除 
ウ　災害復旧

２分の１ 100万円

 (2)　管理 ア　防災設備の設置 
イ　収蔵庫の設置 
ウ　防蟻又は防虫 
エ　管理に必要な柵又は表示板等の

設置 
オ　環境整備

２分の１ 100万円

 (3)　公開 公開に要する経費 ２分の１ ５万円

 ２　無形文化財

及び無形民俗

文化財

(1)　記録又

は伝承

文書，写真又は採譜等による記録の作

成

２分の１ ５万円

 (2)　伝承者

育成

実技指導又は講習会等の開催 ２分の１ ５万円
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　　　附　則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。

 (3)　用具又

は施設の

補修等

ア　使用する用具等の補修又は購入 
イ　必要施設の修理又は改築等

２分の１ 30万円

 (4)　公開 公開に要する経費 ２分の１ ５万円

 ３　史跡，名勝

又は天然記念

物

(1)　復旧 保存上必要な復旧 ２分の１ 100万円

 (2)　管理又

は保存

ア　管理に必要な囲い柵等の設置 
イ　環境整備 
ウ　天然記念物の保護増殖

２分の１ 100万円

 ４　埋蔵文化財 (1)　発掘又

は保護

発掘は，自己用住宅建設に限る。 ２分の１ 30万円

-2-
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城里町文化財保護事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示　新旧対照表 
 改　　正　　後 現　　　　　行

 　（趣旨） 　（趣旨）

 第１条　この補助金は，文化財保護法（昭和25年法律第214号）の趣旨

にのっとり，文化財の適正な保存管理及びその活用を図り，もって文

化財の保護の充実に資することを目的とする経費について，予算の範

囲内において，城里町文化財保護事業費補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし，補助金の交付については城里町補助金等

交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるもののほか，この告

示に定めるところによる。

第１条　この補助金は，文化財保護法（昭和25年法律第214号）の趣旨に

のっとり，文化財の適正な保存管理及びその活用を図り，もって文化財

の保護の充実に資することを目的とする経費について，補助金を交付

するものとし，補助金の交付については城里町補助金等交付規則（平成

17年城里町規則第42号）に定めるもののほか，この告示に定めるところ

による。

 （補助対象文化財及び補助金の額等） （対象となる文化財の種類，補助率等）

 第２条　この補助金の交付の対象となる文化財（以下「補助対象文化財」

という。）は，文化財保護法（昭和25年法律第214号），茨城県文化財

保護条例（昭和51年茨城県条例第50号）及び城里町文化財保護条例（平

成17年城里町条例第93号）の規定により指定されたものとする。

第２条　この補助金の交付の対象となる文化財は，文化財保護法（昭和25

年法律第214号）及び茨城県文化財保護条例（昭和51年茨城県条例第50

号）並びに城里町文化財保護条例（平成17年城里町条例第93号）の規定

により指定されたものとする。
 （削除） 　(1)　国及び県が認定し補助した事業については，国県補助金交付額を

控除した額に補助率を乗じた額とする。
 （削除） (2)　補助率及び限度額は，次のとおりとする。

  事業名 補助率 限度額 備考
 芸術工芸品の補修 ２分の１以内 30万円
 建造物の修理 ２分の１以内 100万円
 無形文化財の衣装･楽

器等の修理又は購入

２分の１以内 30万円

 史跡･名勝･天然記念

物の保全

２分の１以内 20万円

 有形民俗文化財の保

全

２分の１以内 30万円

 埋蔵文化財の発掘･保

護

２分の１以内 30万円 ※発掘は個人

住宅建設に

限る。

報告第　４号　説明資料

-
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 ２　補助対象文化財の種類，事業，補助対象経費，補助率及び上限額は，

別表に定めるとおりとする。ただし，事業において補助対象経費が５

万円以下の場合を除く。

（追加）

 ３　前項の規定にかかわらず，国又は県が補助認定した事業について

は，補助対象経費から国又は県の補助金の交付額を控除した額に，別

表の補助率を乗じた額とし，その上限額は同表の上限額とする。

（追加）

 　（申請の手続） 　（申請の手続）

 第３条　この補助金の交付申請をしようとする指定文化財の所有者，管

理責任者，管理団体，保持者又は保持団体（以下「補助事業者」とい

う。）は，文化財保護事業費補助金交付申請書（様式第１号）を町長

に提出しなければならない。

第３条　この補助金の交付申請をしようとする町指定文化財の所有者及

び管理者は，文化財保護事業費補助金交付申請書（様式第１号）を町長

に提出しなければならない。

 　（交付決定の通知） （交付決定の通知）

 第４条　町長は，前条の規定による文化財保護事業費補助金交付申請書

の提出があったときは，城里町文化財保護審議会（城里町文化財保護

審議会条例（平成 17 年城里町条例第 94 号）の規定による審議会をい

う。）の意見を徴した上でこれを審査し，交付の適否について決定を

行い，文化財保護事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）を補助

事業者に送付するものとする。

第４条　町長は，前条の規定による文化財保護事業費補助金交付申請書の

提出があったときは，これを審査の上交付決定を行い，文化財保護事業

費補助金交付決定通知書（様式第２号）を補助事業者に送付するものと

する。

 第５条～第10条　（略） 第５条～第10条　（略）

 　（補則） （追加）

 第 11 条　この告示に定めるもののほか，補助金の交付について必要な

事項は，町長が教育委員会と協議して，別に定めるものとする。

 　　　附　則　（略） 　　　附　則　（略）

 別表（第２条関係） （追加）

  文化財の種類 事業 補助対象経費 補助率 上限額
 １　有形文化

財及び有形

民俗文化財

(1)　 修　

理

ア　解体，半解体修理又

は部分修理 
イ　剥落又は腐食防除 
ウ　災害復旧

２分の１ 100万円
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  (2)　 管

理

ア　防災設備の設置 
イ　収蔵庫の設置 
ウ　防蟻又は防虫 
エ　管理に必要な柵又は

表示板等の設置 
オ　環境整備

２分の１ 100万円

 (3)　 公

開

公開に要する経費 ２分の１ ５万円

 ２　無形文化

財及び無形

民俗文化財

(1）　記

録 又

は 伝

承

文書，写真又は採譜等に

よる記録の作成

２分の１ ５万円

 (2)　 伝

承 者

育成

実技指導又は講習会等の

開催

２分の１ ５万円

 (3)　 用

具 又

は 施

設 の

補 修

等

ア　使用する用具等の補

修又は購入 
イ　必要施設の修理又は

改築等 

２分の１ 30万円

 (4)　 公

開

公開に要する経費 ２分の１ ５万円

 ３　史跡，名勝

又は天然記

念物

(1)　 復

旧

保存上必要な復旧 ２分の１ 100万円

 (2)　 管

理 又

は 保

存

ア　管理に必要な囲い柵

等の設置 
イ　環境整備 
ウ　天然記念物の保護増　

殖

２分の１ 100万円

 ４　埋蔵文化

財

(1)　 発

掘 又

は 保

発掘は，自己用住宅建設

に限る。

２分の１ 30万円

-
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 （以下略） （以下略）

 　　　附　則

 　この告示は、令和５年４月１日から施行する。

 護

-
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報告第 ５号

令和５年城里町告示第 号

城里町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示

城里町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱（平成17年城里町告示第82号）の一

部を次のように改める。

第５条第２号中の「単独処理浄化槽又は」を「単独処理浄化槽の撤去については12万

円を，」に改める。

別表中「384,000円」を「360,000円」に改める。

附 則

この告示は、令和５年４月１日から施行する。
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報告第 ５号 説明資料

城里町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）

（補助金額） （補助金額）

第５条 補助金の額は，合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する

額とし，別表に定める額を限度とする。

第５条 補助金の額は，合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する

額とし，別表に定める額を限度とする。

２ 前項の規定にかかわらず，単独転換又はくみ取り槽転換に伴う宅内

配管工事又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去工事を行う場

合には，宅内配管工事については30万円を，単独処理浄化槽の撤去に

ついては12万円を，くみ取り槽の撤去については９万円を限度として，

前項に規定する額に加算した額を補助金の額とする。

２ 前項の規定にかかわらず，単独転換又はくみ取り槽転換に伴う宅内

配管工事又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去工事を行う場

合には，宅内配管工事については30万円を，単独処理浄化槽又はくみ

取り槽の撤去については９万円を限度として，前項に規定する額に加

算した額を補助金の額とする。

第６条～第 15条 （略） 第６条～第 15 条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）

（以下略） （以下略）

附 則

この告示は、令和５年４月１日から施行する。

地域 合併処理浄化槽の種類 人槽区分 限度額

一般地域 通常型浄化槽 ５人槽 332,000円

６～７人槽 414,000円

８～10人槽 548,000円

大字真端・大字

大網の一部

窒素又は燐除去能力を

有する高度処理型浄化

槽

５人槽 360,000円

６～７人槽 462,000円

８～10人槽 585,000円

地域 合併処理浄化槽の種類 人槽区分 限度額

一般地域 通常型浄化槽 ５人槽 332,000円

６～７人槽 414,000円

８～10人槽 548,000円

大字真端・大字

大網の一部

窒素又は燐除去能力を

有する高度処理型浄化

槽

５人槽 384,000円

６～７人槽 462,000円

８～10人槽 585,000円

-
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報告第 ６号

令和５年城里町規則第 号

城里町個人情報保護法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」

という。）、個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号。以下「令」

という。）及び城里町個人情報保護法施行条例（令和５年城里町条例第 号。以下「条

例」という。）を施行するために必要な事項を定めるものとする。

（費用負担の額）

第２条 条例第３条に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表に掲げるとお

りとする。

（写しの送付に要する費用の納付の方法）

第３条 令第28条第４項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第

６条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により

法第87条第３項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納

付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

附 則

（施行期日）

１ この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和

３年法律第37号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第51条の規定に限る。）の施

行の日から施行する。

（城里町個人情報保護条例施行規則の廃止）

２ 城里町個人情報保護条例施行規則（平成17年城里町規則第11号）は、廃止する。

別表（第２条関係）

備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、写し２枚として計算する。

区分 方法 費用 徴収時期

写しの作成 複写機による複写 白黒 用紙１枚につき 10円

カラー 用紙１枚につき 50円

写しの交付のとき

外部業者に発注す

る複写等

複写等に要した額

写しの送付 配達郵便 写しの郵送に要する実費
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報告第 ７号

令和５年城里町規則第 号

城里町個人情報保護審査会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、城里町個人情報保護審査会条例（令和５年城里町条例第 号。以

下「条例」という。）第６条の規定に基づき、城里町個人情報保護審査会（以下「審

査会」という。）の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

（会長及び副会長）

第２条 審査会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。

（会議）

第３条 審査会は、会長が招集する。

２ 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

４ 審査会の審査は、非公開とする。ただし、町の個人情報保護制度の重要事項につい

て審議するときは、原則公開とする。

（庶務）

第４条 審査会の庶務は、総務課において行う。

（補則）

第５条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査

会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、条例の施行の日から施行する。

（城里町個人情報保護審査会規則の廃止）

２ 城里町個人情報保護審査会規則（平成17年城里町規則第12号）は、廃止する。

- 1 -



報告第 ８号

令和５年城里町告示第 号

城里町地域公共交通活性化協議会設置要綱

（趣旨）

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法第59号。以下「公共

交通法」という。）第６条第１項、道路運送法（昭和26年法律第183号）第９条第４項

及び地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱（平成23年３月30日国総計第97号

ほか。以下「交付要綱」という。）第３条第１項の規定に基づき、地域における需要

に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図

り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため城里町

公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（事務所）

第２条 協議会は、事務所を城里町役場内に置く。

（協議事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域公共交通の運行に関すること。

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金に関すること。

(3) 公共交通法第５条第１項に規定にする地域公共交通計画（以下「交通計画」とい

う。）の策定及び変更に関すること。

(4) 公共交通法第27条の16に規定する地域公共交通利便増進実施計画（以下「実施計

画」という。）の策定及び変更に関すること。

(5) 交付要綱第２条第１号の規定に基づいた地域公共交通確保維持改善計画（以下

「改善計画」という。）の策定及び変更に関すること。

(6) 交通計画、実施計画及び改善計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(7) 交通計画、実施計画及び改善計画に位置づけられた事業に関すること。

(8) その他協議会が必要と認めること。

（組織）

第４条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する者

(2) 茨城県政策企画部交通政策課長又はその指名する者

(3) 茨城県警察笠間警察署交通課長又はその指名する者

(4) 水戸土木事務所長又はその指名する者

(5) 一般社団法人茨城県バス協会

(6) 城里町議会総務民生常任委員会委員長

(7) 城里町副町長

(8) 城里町区長会長

(9) 城里町民生委員・児童委員協議会長

(10) 城里町高年者クラブ連合会長

(11) 城里町身体障害者福祉協会長

(12) 町内の女性団体の代表

(13) 城里町商工会長又はその指名する者

(14) 茨城交通株式会社茨大前営業所長又はその指名する者

(15) 茨城交通労働組合執行委員長又はその指名する者
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(16) 城里町内タクシー事業者代表

(17) その他町長が必要と認める者

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

２ 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第６条 協議会に、会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。

（協議会の運営）

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が召集し、議長

となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができるこ

ととし、代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な議事

運営に支障が生じると認められるときは、非公開で行うものとする。

６ 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めること

ができる。

７ 会長は、会議の内容が軽微な場合や緊急その他やむを得ない事情により会議を開催

することが困難な場合は、書面協議により議決をすることができる。この場合におい

て、第２項及び第４項の規定を準用する。

（協議結果の取扱い）

第８条 関係者は、協議会において協議が整った事項を尊重し、当該事項を誠実に実施

するよう努めるものとする。

（事務局）

第９条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

２ 事務局は、まちづくり戦略課に置く。

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、事務局長はまちづくり戦略課長をもって充て

る。

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（経費）

第10条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入をも

って充てる。

（監査）

第11条 協議会に監査委員２名を置く。

２ 協議会の出納監査は、会長が指名する監査委員によって行う。

３ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

（財務に関する事項）

第12条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、別に定める。

（協議会が解散した場合の措置）
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第13条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会

長であった者がこれを決算する。

（委任）

第14条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。

（城里町地域公共交通会議設置要綱の廃止）

２ 城里町地域公共交通会議設置要綱（平成28年城里町告示第49号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の城里町地域公共交通会議設置要

綱第３条の規定により委嘱され、又は任命された城里町地域公共交通会議の委員であ

る者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の城里町地域公共交通活性化協議会

設置要綱第４条の規定により、城里町地域公共交通活性化協議会の委員として委嘱さ

れ、又は任命されたものとみなす。

（任期の特例）

４ この告示の施行の日以後、附則第３項の規定による委員の任期は、城里町地域公共

交通会議設置要綱（平成28年城里町告示第49号）の規定にかかわらず、令和７年３月

31日までとする。
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報告第 ９号

令和５年城里町告示第 号

城里町管理不全空家解体撤去補助金審査会設置要綱

（設置）

第１条 この告示は、城里町管理不全空家解体撤去補助金交付要綱（令和４年城里町告

示第149号。以下「交付要綱」という。）に基づく補助金について必要な審査をするた

め、城里町管理不全空家解体撤去補助金審査会（以下「審査会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 審査会は、次の事項を所掌する。

(1) 町長から、交付要綱第７条の規定による意見を求められたときは、その適否につ

いて審議すること。

(2)その他交付要綱の運用について審議すること。

（組織）

第３条 審査会は、副町長及び委員で組織し、委員は城里町空家等対策協議会設置要綱

（平成27年城里町告示181号）の規定による城里町空家等対策協議会の委員を充て、町

長が委嘱するものとする。

２ 委員長は、副町長とする。

３ 副委員長は、委員の互選により選任する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委

員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長等の職務）

第５条 委員長は、会務を総理し、審査会の議長となる。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故にあるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 審査会は、委員長が招集する。

２ 委員長は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説

明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第７条 審査会の庶務は、まちづくり戦略課において処理する。

（報告）

第８条 委員長は、第２条に規定する所掌事項について、町長に報告するものとする。

（補則）

第９条 審査会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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報告第１０号

令和５年城里町告示第 号

城里町立小学校遠距離通学助成金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、城里町立小学校（以下「小学校」という。）に遠距離から通学する

児童の円滑な通学の確保とその保護者の経済的負担の軽減を図るため、保護者に対し、

予算の範囲内において、城里町立小学校遠距離通学助成金（以下「助成金」という。）

を交付することについて、城里町補助金交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付対象者）

第２条 助成金を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当する者とする。

(1) 城里町児童生徒の就学に関する規則（平成27年教育委員会規則第３号）第４条に

規定する指定学校（以下「指定学校」という。）の小学校に通学する児童の保護者で、

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づき、城里町（以下「町」とい

う。）の住民基本台帳に記載されている者

(2) 自宅から通学する指定学校までの最短の通学距離（以下「通学距離」という。）

が概ね２キロメートルを超え、かつ、町が運行を委託するスクールバス（以下「ス

クールバス」という。）の利用が困難である児童の保護者

(3) 路線バス事業者が発行する通学用の定期券（以下「通学定期券」という。）を１

年分購入して通学する児童の保護者又は自宅から路線バス若しくはスクールバス

の停留所までの距離が概ね２キロメートルを超え、かつ、自家用車の送迎により通

学する児童の保護者

（助成金の額）

第３条 助成金の額は、次の各号に掲げる交付対象者に対し、当該各号に掲げる額のう

ち町長が必要と認めた額とする。

(1) 路線バスで通学する児童の交付対象者 年間通学定期券購入費の全額

(2) 自家用車で通学する児童の交付対象者 自宅から通学する指定学校までの通学

距離（キロメートル単位）に5,000円（片道だけ送迎する場合は2,500円とする。）を

乗じて得た金額とし、その上限額を２万円とする。ただし、放課後児童クラブの送

迎に係る距離は含めないものとする。

（助成金の交付申請及び請求）

第４条 助成金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、城里町立

小学校遠距離通学助成金交付申請書兼請求書（様式第１号。以下「申請書」という。）

を、別に定める期間に、町長に提出するものとする。

（助成金の交付決定）

第５条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審

査し、助成金の額を決定したうえで、城里町立小学校遠距離通学助成金交付決定通知

書（様式第２号）により、速やかに交付申請者に通知しなければならない。

（助成金の交付）

第６条 助成金は、交付決定後、速やかに口座振込により交付するものとする。

（調査）

第７条 町長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、第５条の規定による
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交付決定を受けた交付申請者に対し、報告を求め、関係者に質問するなどの調査をす

ることができる。また、この調査は証明書の提出をもって代えることができる。

（助成金の決定の取消し等）

第８条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付後、購入した通学定期券の払戻しをしたとき。

(2) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

２ 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消しをした場合において、当

該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、城

里町立小学校遠距離通学助成金交付決定取消通知書（様式第３号）により、当該交付

申請者に返還を命じるものとする。

（補則）

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。

（施行前の特例）

２ 交付対象者が、令和５年４月１日から令和６年３月31日までの年間通学定期券を令

和５年３月31日までに購入した場合は、施行日において購入したものとみなす。
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報告第１１号 

 

令和５年城里町告示第　号 

 

　　　城里町那珂川のほとり教育支援交付金交付要綱 

　（目的） 

第１条　この告示は、那珂川のほとり教育支援基金を活用し、那珂川のほとり教育支援

交付金（以下「交付金」という。）を交付することで、経済的に困窮している家庭の児

童又は生徒（以下「児童生徒」という。）を支援し、もって児童生徒への安定した教育

の提供を図ることを目的とする。 

　（交付対象者） 

第２条　交付金を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、毎年度１月

１日（以下「基準日」という。）現在、城里町要保護・準要保護児童生徒就学援助費交

付要綱（平成17年城里町告示第17号）に規定する要保護者又は準要保護者（以下「要

保護者等」という。）に認定されている者とする。 

　（交付金の額及び交付の時期） 

第３条　交付金の額は、児童生徒１人につき30,000円とする。 

２　町長は、毎年度２月末日までに口座振込により交付金を交付するものとする。 

　（交付金の返還） 

第４条　町長は、交付金の交付後に交付対象者が基準日において要保護者等でないこと

を知ったときには、交付金の返還を命ずることができる。 

　（補則） 

第５条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

　　　附　則 

　この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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報告第１２号 

 

令和５年城里町告示第　号 

 

　　　城里町スポーツ・文化参加奨励金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この告示は、城里町（以下「町」という。）のスポーツ及び文化の振興を図るた

め、スポーツ大会若しくはコンクールに出場した者に対し、予算の範囲内において、

城里町スポーツ・文化参加奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することについて、

城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条　交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、大会参加日において、

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき、町の住民基本台帳に記載されてい

る者又は町内に所在する団体で、予選会又は選考会の選抜の手続きを経て、別表第１

又は別表第２に掲げる大会に出場した者又は団体とする。ただし、当該奨励金以外の

奨励金その他これに類する大会参加に係る補助を町から受けている場合は、この限り

ではない。 

（奨励金の額等） 

第３条　奨励金の額は、次の各号に定める大会に応じ、当該各号に定める額とする。 

　(1)　スポーツ部門の大会　別表第１に定める額 

(2)　文化芸術部門の大会　別表第２に定める額 

（交付の申請） 

第４条　奨励金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、城里町ス

ポーツ・文化参加奨励金交付申請書兼請求書（様式第１号。以下「申請書」という。）

に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

　(1)　大会実施要項 

(2)　出場者名簿 

(3)　予選結果 

(4)　誓約書（様式第２号） 

(5)　前４号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２　交付申請者は、第２条に規定する個人（その者が児童又は生徒である場合には、そ

の保護者）又は団体の代表者とする。 

３　申請書は、大会終了日から30日以内に町長に提出しなければならない。 

（奨励金の交付） 

第５条　町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、城里町ス

ポーツ・文化参加奨励金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により、当該交付

申請者に通知するものとする。 

　（交付の特例） 

第６条　町長は、大会に参加するために必要と認めるときは、奨励金の交付の決定の後

に、交付申請者に対し、当該申請に係る大会に参加する前に奨励金を交付（以下「事

前交付」という。）することができる。 

２　前条の規定による交付決定を受けた交付申請者は、前項の規定による事前交付を受

けようとするときは、城里町スポーツ・文化参加奨励金事前交付請求書（様式第４号）

を、交付を受けようとする日の14日前までに、町長に提出しなければならない。 
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３　前項の規定による事前交付を受けた交付申請者は、大会等の終了後、速やかに城里

町スポーツ・文化参加奨励金実績報告書（様式第５号）に関係書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

　（奨励金の返還等） 

第７条　町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定

を取り消し、奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

　(1)　偽りその他不正の行為によって奨励金の交付を受け、又は受けようとしたこと

が判明したとき。 

　(2)　奨励金の交付申請に係る大会へ出場できなかったとき。 

２　町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、城里町スポー

ツ・文化参加奨励金交付決定取消通知書（様式第６号）により、当該交付決定を受け

た交付申請者に通知するものとする。 

（補則） 

第８条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

　　　附　則 

　この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条、第３条関係） 

スポーツ部門 

　備考 

　　(1)　国際大会とは、オリンピック大会、パラリンピック大会、アジア大会又は世界

選手権大会（ジュニア大会含む）の国際大会をいう。 

　　(2)　全国大会とは、国民体育大会、全国障害者スポーツ大会又は日本選手権大会の

全国大会をいう。 

　　(3)　関東大会とは、国、公益財団法人日本スポーツ協会又は当該協会に加盟する団

体が主催、共催若しくは後援する関東大会をいう。 

別表第２（第２条、第３条関係） 

文化芸術部門 

 
大会種類

奨励金額

 個人 団体

 (1)　国際大会 50,000円 個人の金額に交付対象となる申請者数を乗じて

得た額。ただし、１団体200,000円を上限とする。

 (2)　全国大会 10,000円 個人の金額に交付対象となる申請者数を乗じて得

た額。ただし、１団体100,000円を上限とする。

 (3)　関東大会又は県大

会を超える規模の大

会

5,000円 個人の金額に交付対象となる申請者数を乗じて得

た額。ただし、１団体50,000円を上限とする。

 
大会種類

奨励金額

 個人 団体

 (1)　国際大会 50,000円 個人の金額に交付対象となる申請者数を乗じて

得た額。ただし、１団体200,000円を上限とする。

 (2)　全国大会 10,000円 個人の金額に交付対象となる申請者数を乗じて得

た額。ただし、１団体100,000円を上限とする。
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　備考　　大会とは、国民文化祭、国、地方公共団体、公益法人又は報道機関その他の

団体が主催する大会、その他特に町長が認める大会をいう。 

 (3)　関東大会又は県大

会を超える規模の大

会

5,000円 個人の金額に交付対象となる申請者数を乗じて得

た額。ただし、１団体50,000円を上限とする。
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報告第１３号 

 

令和５年城里町告示第14号の２ 

 

　　　城里町出産・子育て応援給付金支給要綱 

　（趣旨） 

第１条　この告示は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び子育てができるよ

う、妊娠から出産までの期間及び子育て期間において、妊娠の届出及び出生の届出を

行った妊婦及び子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サー

ビスの利用負担軽減を図るため、城里町出産・子育て応援給付金（以下「給付金」と

いう。）を支給するにあたり、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的

事業実施要綱（厚生労働省子ども家庭局長令和４年12月26日付子発1226第１号）及び

城里町補助金交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

　（給付金の種類） 

第２条　給付金の種類は、次のとおりとする。 

　(1)　出産応援ギフト 

　(2)　子育て世帯応援ギフト 

　（支給対象者） 

第３条　この給付金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、次の各

号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に定める者とする。 

　(1)　出産応援ギフト　次に掲げるいずれかに該当する者のうち、出産応援ギフトの

申請時点で城里町（以下「町」という。）内に住所を有する者とする。なお、支給

対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する

者については「遡及支給妊婦」という。 

　　ア　令和５年２月１日（以下「事業開始日」という。）以降に妊娠の届出をした妊

婦。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠してい

ることが明らかである者に限る。 

　　イ　令和４年４月１日以降、事業開始日より前に出生した児童の母。ただし、妊娠

中に日本国内に住所を有していた者に限る。 

　　ウ　令和４年４月１日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦。ただし、

妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。 

　(2)　子育て応援ギフト　次に掲げる対象児童（子育て応援ギフトの支給相当額の算

定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）を養育する者であって、子育て応援ギフ

トの申請時点で町内に住所を有する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給

対象者が２人以上いる場合において、そのうち１人に対して子育て応援ギフトが支

給された場合は、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフト

は支給しない。なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支

給養育者」といい、イに掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」と

いう。 

　　ア　事業開始日以降に出生した対象児童であって、町に住所を有する者 

　　イ　令和４年４月１日以降、事業開始日より前に出生した対象児童であって、町に

住所を有する者 

２　前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給

しない。 
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　(1)　児童手当法（昭和46年法律第73号）第４条第１項第４号に規定する小規模住居型

児童養育事業を行う者 

　(2)　同号に規定する障害児入所施設等の設置者 

　(3)　法人 

　（給付金の額） 

第４条　給付金の額は、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に定める額と

する。 

　(1)　出産応援ギフト　支給妊婦又は遡及支給妊婦一人につき５万円 

　(2)　子育て応援ギフト　対象児童一人につき５万円 

　（支給申請及び請求） 

第５条　給付金の支給を受けようとする者（以下「申請予定者」という。）は、次に掲

げる方法により申請するものとする。 

　(1)　出産応援ギフトの申請予定者のうち支給妊婦の場合は、妊娠の届出をし、妊娠届

出時の面談を受けた後、妊娠期間中に、他の市区町村で出産応援ギフトの支給を受

けていない旨の申告及び給付金の支給のため関係医療機関等に必要な情報を確認

及び共有することについて同意した上で、出産応援ギフト申請書兼請求書（様式第

１号）に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、災害その

他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠

中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が

なくなった後３か月以内に支給の申請ができるものとする。 

　(2)　出産応援ギフトの申請予定者のうち遡及支給妊婦の場合は、出産後にアンケー

トを町に提出した後、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後４

か月頃までに、他の市区町村で同一の児童に係る出産応援ギフトの支給を受けてい

ない旨の申告及び給付金の支給のため関係医療機関等に必要な情報を確認及び共

有することについて同意した上で、出産応援ギフト申請書兼請求書（様式第１号）

に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請前に流産又

は死産した申請予定者については、アンケートを提出せずに支給の申請ができるも

のとし、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、出生後の

面談又はアンケートの提出をもって、出産応援ギフトの申請を行うことができるも

のとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事

情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、

当該やむを得ない特別な事情がなくなった後３か月以内に支給の申請ができるも

のとする。この場合であっても、令和６年３月１日以降の支給の申請はできないも

のとする。 

　(3)　子育て世帯応援ギフトの申請予定者のうち支給養育者の場合は、アンケートの

提出した後、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後４か月頃ま

でに、他の市区町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていな

い旨の申告及び給付金支給のため関係医療機関等に必要な情報を確認及び共有す

ることについて同意した上で、子育て応援ギフト申請書兼請求書（様式第２号）に

必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、災害その他申請予

定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後４か月頃までに支給の

申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後３

か月以内に支給の申請ができるものとする。この場合であっても、対象児童が３歳

に達する日以降は支給の申請はできないものとする。 
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　(4)　子育て世帯応援ギフトの申請予定者のうち遡及支給養育者の場合は、アンケー

トを事業開始日以降に提出した後、原則として、事業開始日から３か月以内に、他

の市区町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の

申告及び給付金の支給のため関係医療機関等に必要な情報を確認及び共有するこ

とについて同意した上で、子育て応援ギフト申請書兼請求書（様式第２号）に必要

な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死

亡し、かつ対象児童の死亡日において町に住所を有していた申請予定者については、

アンケートの提出せずに、支給の申請ができるものとする。なお、災害その他申請

予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請

を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がなくなった後３

か月以内に支給の申請ができるものとする。この場合であっても、令和６年３月１

日以降の支給の申請はできないものとする。 

　（給付金の支給決定及び通知） 

第６条　町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、審査の上、給付金の支給

の可否を決定し、出産・子育て応援給付金支給決定通知書（様式第３号）又は出産・

子育て応援給付金不支給決定通知書（様式第４号）により、申請予定者に通知しなけ

ればならない。 

　（給付金の支給） 

第７条　給付金は、前項の規定による支給の決定後、速やかに口座振込により支給する。 

　（給付金の支給の取消し及び返還） 

第８条　町長は、支給決定の通知を受けた申請予定者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、支給の決定を取消し、申請予定者に通知し、給付金の返還を命ずるものとす

る。 

　(1)　偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。 

　(2)　その他町長が返還が相当であると認める事由があったとき。 

　（留意事項） 

第９条　出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者が里帰りをしている場合

において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談又は出生後の面談を里帰り先

の市区町村において実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフト

は、支給対象者が申請時点で、町に住所を有している場合は、町が支給する。この場

合において、町は里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談の実施状況などを確

認することとする。 

　（補則） 

第10条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

　　　附　則 

　この告示は、令和５年２月１日から施行する。 
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報告第１４号

令和５年城里町告示第 号

城里町補聴器購入費助成金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、町内に住所を有する65歳以上の者が必要とする補聴器（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

に基づく管理医療機器としての認証を受けたものをいう。以下同じ。）購入に係る費用

の一部を助成することにより、高齢者の経済的負担を軽減し、高齢者福祉の増進を図

ることを目的とし、補聴器を購入した高齢者に対し、予算の範囲内において、城里町

補聴器購入費助成金（以下「助成金」という。）を交付することについて、城里町補助

金交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。

（助成対象者）

第２条 この告示により助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」と

いう。）は、補聴器を必要とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

ただし、助成金の交付を受けて５年経過していない者は交付を受けることができない

ものとする。

(1) 補聴器を購入した日及び申請日において、町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 聴覚障害による身体障害者手帳（身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）の

規定による身体障害者手帳をいう。以下同じ。）の交付を受けていない者

（助成金）

第３条 助成金の額は、１回の申請につき補聴器本体１台までとし、その購入費用の２

分の１（100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）の額（以

下この条において「助成額」という。）とする。ただし、助成額が１万円を超える場合

には、助成額を１万円とする。

（交付申請）

第４条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補聴器の費用

を支払った日の翌日から起算して１年以内に、補聴器購入費助成金交付申請書（様式

第１号）に領収書（申請者に対して発行された品目が明示されている、補聴器の購入

に要した費用を証する書類をいう。以下同じ。）及び保証書（以下「領収書等」という。）

の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

（交付の決定等）

第５条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否

を決定し、交付することを決定した場合には、補聴器購入費助成金交付決定通知書（様

式第２号）により、交付しないことを決定した場合には、補聴器購入費助成金不交付

決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。

２ 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を交

付するものとする。

（交付決定の取消し）

第６条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交

付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が返還が相当であると認める事由があったとき。
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２ 町長は、前項の取消しを行ったときは、補聴器購入費助成金交付決定取消通知書（様

式第４号）により、当該申請者に通知するものとする。

（助成金の返還）

第７条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、補聴器購入費助成金

返還命令書（様式第５号）により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

（台帳の整備）

第８条 町長は、助成金の処理に関し、補聴器購入費助成金交付台帳（様式第６号）を

整備するものとする。

（補則）

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和５年４月１日から施行する。
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報告第１５号 

 

令和５年城里町告示第　号 

 

　　　令和５年度城里町小規模水田農家等応援給付金交付要綱 

　（趣旨） 

第１条　この告示は、農業用資材等の価格高騰の影響を受けている水稲作付農家に対し、

生産体制の維持等を図る目的で、予算の範囲内において、令和５年度城里町小規模水

田農家等応援給付金（以下「給付金」という。）を交付するため、城里町補助金等交付

規則（平成17年城里町規則第42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

　（交付対象者） 

第２条　給付金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号のい

ずれもに該当する個人とする。 

　(1)　令和５年４月１日時点において町内に住所を有する個人で、交付の申請時にお

いても町内に住所を有し、令和５年産水稲作付を行っている者 

　(2)　令和４年度城里町農業資材高騰対応応援給付金交付要綱（令和４年城里町告示

第225号）の規定による給付金の交付を受けた世帯の世帯員でない者 

　(3)　令和４年度城里町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱（令和４年城

里町告示第244号）の規定による支援金の交付を受けた世帯の世帯員でない者 

　(4)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に暴力団員又は暴力団の統制の下に

ない者 

　（交付額等） 

第３条　給付金の交付額は１交付対象者あたり３万円とし、給付金の交付は１回限りと

する。 

　（交付の申請及び請求） 

第４条　給付金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」という。）は、城里

町小規模水田農家等応援給付金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、令和５年７月 31 日までに町長に提出しなければならない。 

　(1)　申請者が令和５年度において農業を行っていることがわかる次に掲げるいずれ

かの書類。 

　　ア　令和５年産水稲苗又は種子を購入している方はその購入がわかる書類の写し 

　　イ　令和５年産水稲苗を他者に依頼している方は証明書（様式第３号） 

　　ウ　令和５年産水稲苗を自ら準備している方は、水稲作付後の写真と、次に掲げる

いずれかの書類 

　　　(ア)　令和５年産水稲作付に必要な肥料（肥料の品質の確保等に関する法律（昭

和25年法律第127号）第２条に規定する肥料をいう。以下同じ。）を購入したこ

とのわかる書類の写し 

　　　(イ)　耕作地届（様式第４号） 

　(2)　誓約書（様式第２号） 

　(3)　振込口座の内容が分かる通帳等の写し 

　(4)　その他町長が必要と認める書類 

　（交付の決定） 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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第５条　町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定

し、城里町小規模水田農家等応援給付金交付（不交付）決定通知書（様式第５号）に

より、当該申請者に通知するものとするとともに、当該申請に係る交付を決定したと

きは、速やかに給付金を交付するものとする。 

２　町長は、前項の規定による審査の結果、給付金の交付を不交付と決定したときは、

理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。 

　（実績報告に関する特例） 

第６条　規則第14条の規定にかかわらず、給付金の交付に係る実績報告は省略するもの

とする。 

　（交付決定の取消し及び返還） 

第７条　町長は、申請者が第５条の規定により給付金の交付の決定を受けた場合におい

て、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付の決定を取り消し、既に給

付金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。 

　(1)　偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

　(2)　第２条に規定する要件に違反したとき。 

　(3)　前２号に掲げるもののほか、給付金を交付することが不適当であると町長が認

めるとき。 

２　前項の規定による補助金の取り消しの通知は、規則様式第８号により、同項の規定

による返還の通知は、規則様式第８号の２により行うものとする。 

　（補則） 

第８条　この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 
１　この告示は、公布の日から施行する。 
　（この告示の失効） 
２　この告示は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 
　（失効後の経過措置） 
３　この告示の失効の日以前に給付金の交付の決定を受けた者に係る第７条の規定は、

同日後も、なおその効力を有する。 



報告第１６号

令和５年城里町告示第 号

城里町企業版ふるさと納税実施要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、地域再生法（平成17年法律第24号。以下「法」という。）第５条

第４項第２号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について必

要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。

(1) 寄附対象事業 法第５条第15項の規定により認定を受けた、地域再生計画に記

載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、

かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附者が行う10万円以上の寄

附金をいう。

（寄附金の申出）

第３条 寄附金の申出をしようとする寄附対象法人は、城里町企業版ふるさと納税寄附

申出書（様式第１号）を町長に提出するものとする。

（寄附の受領等）

第４条 町長は、前条の申出があった場合は、当該申出日が属する年度の寄附対象事業

に寄附金を充当するものとする。この場合において、寄附金の額は、当該寄附対象事

業に要する費用の範囲内とする。

２ 町長は、寄附対象法人から寄附金を受領したときは、当該寄附対象法人に受領証

（様式第２号）を交付するものとする。

３ 町長は、寄附対象事業の事業費が確定した後に寄附金を受領した場合は、当該寄附

対象法人に対して、速やかに事業費確定通知書（様式第３号）により通知するものと

する。ただし、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該

事業費が確定した後、速やかに通知するものとする。

４ 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受領を拒否し、又は受領

した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

（寄附金台帳の作成）

第５条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税寄附金台帳（様

式第４号）又は城里町企業版ふるさと納税寄附物品台帳（様式第５号）を作成するも

のとする。

（公表）

第６条 町長は、寄附を行った法人の名称及び寄附金額等について、町のホームページ

等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないと

きは、この限りではない。

（補則）

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
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附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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報告第１７号

令和５年城里町告示第 号

城里町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止する

ため、予算の範囲内において、木造住宅耐震改修事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、社会資本整備総合交付金要綱（平成22年３月26日付け国官

会第2317号）、住宅・建築物安全ストック形成事業対象要綱（平成21年３月27日付け国

住備第159号）及び城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅（店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅

（以下「兼用住宅」という。）にあっては、居住の用の供する部分の床面積が延べ床

面積の２分の１以上であるものに限る。）をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と

補強方法(改訂版)」に基づき、建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評

価することをいう。

(3) 耐震改修計画 耐震診断士（茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱に基づき、茨城

県知事が木造住宅耐震診断士として認定した者をいう。）が行った耐震診断の結果

に基づき、一般財団法人日本建築防災協会の定める精密診断法（壁材の引きはがし

等の内部調査及び詳細な条件設定により、耐震性を評価する方法をいう。）により診

断した後、その耐震性を向上させるために作成する改修計画をいう。

(4) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって、

対象住宅の各階及び各方向について算出し、当該算出した数値のうち最も小さい数

値をいう。

（補助対象費目）

第３条 補助金の交付の対象となる費目（以下「補助対象費目」という。）は、耐震診断

及び耐震改修工事とする。

２ 前項の耐震改修工事は、耐震改修計画の作成を伴う耐震改修工事とし、その実施に

より対象住宅の上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以

上となるものでなければならない。

（補助対象建築物）

第４条 補助金の交付対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、町内に

存する自己の居住の用に供する戸建住宅で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当

するものとする。

(1) 昭和56年５月31日以前に着工されたもの

(2) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項に規定する建築確認を受けて

建築されたもの（建築時において同項各号に該当しなかった場合は、この限りでな

い。）

(3) 地上階数が２以下のもの

(4) 延べ床面積が30平方メートル以上のもの
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(5) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法により建築されたもの

(6) 耐震診断における上部構造評点が1.0未満であるもの

（補助対象者）

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲

げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象建築物を所有していること。

(2) 自己又は２親等以内の親族の居住の用に供するために、第３条に規定する補助

対象費目を行う者であること。

(3) 補助金の交付の申請日において町税（城里町税条例（平成17年城里町条例第49号）

第３条の規定による町税をいう。以下同じ。）を滞納していないこと。

(4) 耐震改修工事にあっては、茨城県木造住宅耐震診断士養成講習会受講者名簿に

記載されている事業者又は建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項に規定す

る建設業者（町内に本店、支店又は営業所を有する者に限る。）に請け負わせて実施

するものであること。

（補助金の額等）

第６条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象経費に応じ、同表の中欄に掲げ

る補助率を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てた額）とし、その限度額は同表の右欄に掲げる額とする。

２ 兼用住宅に係る前項の表の左欄に掲げる補助対象経費（耐震診断に要する経費を除

く。）は、住居の用に供する部分の床面積を兼用住宅の床面積で除した数に、当該補助

対象経費の額を乗じて得た額とする。

３ 補助金の交付は、第１項の表の左欄に掲げる補助対象経費ごとに、補助対象建築物

１棟につき１回とする。

４ 耐震改修工事に要する経費は、次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 耐震改修設計に要する経費

(2) 工事監理に要する経費

(3) 耐震改修工事に要する経費

５ 耐震改修工事に要する経費に係る補助金の交付の申請は、補助金の交付の申請をし

ようとする年度より前の年度において、前項の各号のいずれかの経費に係る補助金の

交付を受けている場合には、補助金の交付の申請をすることができないものとする。

（補助金の交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、木造住宅

耐震改修事業補助金交付申請書（様式第１号）に、木造住宅耐震化実施計画書（様式

第２号）その他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

（補助金の交付決定等）

第８条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金

の交付の可否を決定し、木造住宅耐震改修事業補助金交付（不交付）決定通知（様式

第３号）により、当該交付申請者に通知するものとする。

（事業内容の変更又は中止）

第９条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補助金の交付決定後にその内容を変更し、又は中止するときは、木造住宅耐震改修事

業補助金変更・中止申請書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。

補助対象経費 補助率 補助限度額

耐震診断に要する経費（消費税及び地方消費税を除く。） 15／16 30,000円

耐震改修工事に要する経費（消費税及び地方消費税を除く。） 4／5 1,000,000円
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２ 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると

認めるときは、木造住宅耐震改修事業補助金変更・中止決定通知書（様式第５号）に

より、当該補助事業者に通知するものとする。

（耐震改修工事の着工）

第10条 補助事業者は、第８条の規定による通知を受けた後、耐震改修工事に着工する

ものとする。

（実績報告）

第11条 補助事業者は、補助対象費目が完了したときは、速やかに、木造住宅耐震改修

事業補助金完了実績報告書（様式第６号）により町長に報告しなければならない。

（補助金交付額の確定）

第 12 条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金

の額を確定し、木造住宅耐震改修事業補助金交付額確定通知書（様式第７号）により

補助事業者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、木造住宅耐震改修事業

補助金交付請求書（様式第８号）により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

（交付決定の取消し）

第 14 条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が取消し相当であると認める事由があったとき。

（補助金の返還等）

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に

補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができ

る。

２ 前項の規定による補助金の返還は、木造住宅耐震改修事業補助金返還決定通知書

（様式第９号）により、当該補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

（補則）

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行する。

（告示の廃止）

２ 城里町耐震改修事業助成金交付要綱（平成25年城里町告示第47号）は、廃止する。
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報告第１８号 

 

第２次城里町空家等対策計画 

（計画期間　令和４年度～令和８年度） 
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根拠

根拠
適合

整合

連携・整合

１　計画の趣旨 
 
（１）計画策定の背景と目的 
　近年、地域における人口減少や既存の住宅の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の

変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない空家等が年々増加しています。 
　これらの中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、

景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼして

いるものがあり、今後、空家等の数が増加すれば、それらがもたらす問題が一層深刻化する

ことが懸念されています。 
　このような中、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための施策の更なる充実を図

るため、平成２６年１１月には空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１

２７号）（以下「法」という。）が公布され、平成２７年５月２６日に全面施行されました。 
　これらの背景を踏まえ、城里町として空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、

地域住民の生命、身体又は財産を保護することにより、生活環境の保全を図るとともに、空

家等の活用を促進することにより、地域の活性化に資することを目的に、平成２９年度から

５年間を計画年度とした「城里町空家等対策計画（以下「計画」という。）を策定いたしま

した。 
　今回、本計画の計画期間が満了したことから、現在までの空家等への対策を総括し、新た

な施策等への実施のため、本計画を改定するものです。 
 
（２）計画の位置付け 
　本計画は、法第６条の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ため法第５条に規定する基本的指針に即した計画として策定するものです。 
　また、城里町第２次総合計画との整合性を図り定めるものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空家等対策の推進に

関する特別措置法 
空家等対策計画 
（本計画）

国指針 

第２次城里町総合計画 
（後期基本計画）

城里町住生活基本計画 
城里町空家等対策協議会

　茨城県住生活基本計画　

連携・整合
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（３）定義 
　この計画において、用語の定義は以下のとおりとする。 
ア　空家等　法第２条第１項に規定する「空家等」をいう。 
 
 
 
 
　　　　　　 

  

イ　特定空家等　　法第２条第２項に規定する「特定空家等」をいう。 
　　　　　　　　 
 
 
 
 
 
 
 
ウ　管理不全な空家等　「空家等」のうち、適切な管理がなされていない状態の空家をい

う。なお、３－（３）「対象とする空家等の種類」の表中、適切

な管理がなされていない空家のこと。 
 
２　空家等の現状と課題 
（１）人口の推移 
　国勢調査をもとに１９８０年以降の５年ごとの総人口の推移をみると、２０００年の 
２３，００７人をピークに減少し続けており、令和２年１０月１日基準では、１８，０９７

人となっております。社会情勢等により、今後も減少傾向が続くことが予想されます。 
 
（２）住宅総数と空家等の現状 
　平成３０年度住宅・土地統計調査によると、城里町の住宅総数と空家数、空家率は、 
総数が８，４５０戸、空家数は１，０７０戸、空家率が１２．６６％となっています。 
 

 平成 30 年度 城里町 茨城町 大洗町 大子町 水戸市 笠間市

 住宅総数(戸) 8,450 11,810 7,850 7,900 142,570 35,330
 空家数(戸) 1,070 1,120 1,360 1,440 22,130 4,650
 空家率 12.66％ 9.48% 17.32% 18.22% 15.52% 13.16%

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物

を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するも

のを除く。

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を

図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を

いう。
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　同統計調査は抽出・標本統計であり、かつ、空家特措法に定義される空家とは対象定義が

違うため、正確に具体的空家件数を示したものではありませんが、町内の空家件数は、茨城

県内の近隣・同規模自治体と比較しても、高い数値ではありません。 
しかし、看過できるものでなく、必要な対策が求められます。 

 
（３）空家等の実態調査について 
ア　目的 
　地域の空家等の実態を把握するため、平成 27 年度に自治会長を対象にアンケート調査

（以下「自治会調査」という。）を行いました。 
　その自治会調査の結果に基づき、更なる実態の調査・把握を行うため、平成 28 年度空

家実態調査（以下「実態調査」という。）を実施しました。 
 

イ　対象件数 

　２２６件 

 

ウ　実施期間 

平成 28年 9月 13 日 ～平成 28 年 9 月 27 日 

 

エ　空家判定結果について 

調査対象 226 件について現地調査を行った結果、5 件が既に更地(空き地)となっており、

29 件が空家ではないことを確認し、192 件を空家と判定しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区
調査対象
件数

空き地件数
空き家ではな
かった件数

常北 106 4 19 83 (43%)

桂 84 1 5 78 (41%)

七会 36 0 5 31 (16%)

合計 226 5 29 192 (100%)

空き家判定
件数
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空家として判定した 192 件について危険度及び再生等の判断を行いました。結果は下表

のとおりです。 

 

【危険度及び再生等判断件数】 

 

 

 

 

 

 

　 

現地調査の過程で、調査対象地に辿り着けない、または、建物に近づけても建物や敷地の

状況が確認できない物件もありました。そのような危険度及び再生判断に関わる状況が確

認できない物件については、「空家」と判定したうえで、「立ち入り困難」として処理しまし

た。 

 

【立ち入り困難件数】 

 
 
 
 
 
 
 
 
　　危険度及び再生判断件数に判定された物件を、外観による判断により、危険度について

A～D の４段階に分類し、立ち入り困難物件を E としました。その結果は下表のとおりで

す。 
　【地区別危険度・外観判断】 
 
 
 
 
 
 
 

地区

常北 83 (43%) 11 (44%) 72 (43%)

桂 78 (41%) 12 (48%) 66 (40%)

七会 31 (16%) 2 (8%) 29 (17%)

合計 192 (100%) 25 (100%) 167 (100%)

空き家判定
件数

危険度及び再生判断
件数

立ち入り困難
件数

常北 桂 七会

Ａ 建物がない可能性あり(辿り着けない) 0 0 0 0

Ｂ 建物の一部は確認できるが近づけない 4 9 1 14

Ｃ
塀・門扉閉鎖(チェーン)・敷地内外雑木等
繁茂等により一部確認できない

7 3 1 11

11 12 2 25合　計

地区毎の件数
内　　　容 合計

常北 桂 七会

Ａ 危険なので、早期の対応が必要 6 5 0 11

Ｂ 危険 13 15 11 39

Ｃ 管理されていないが、状態としては問題ない 23 36 8 67

Ｄ 管理されていて問題ない 30 10 10 50

Ｅ 立入困難のため確認できず 11 12 2 25

83 78 31 192合　計

地区毎の件数
合計危険度･外観判断
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7.2%

15.7%

27.7%36.1%

13.3% 地区別危険度割合（常北地区：83件）

危険なので、早期の対応が必要（6件）

危険（13件）

管理されていないが、状態としては問題ない（23件）

管理されていて問題ない（30件）

立入困難のため確認できず（11件）

6.4%

19.2%

46.2%

12.8%

15.4% 地区別危険度割合（桂地区：78件）

危険なので、早期の対応が必要（5件）

危険（15件）

管理されていないが、状態としては問題ない（36件）

管理されていて問題ない（10件）

立入困難のため確認できず（12件）

35.5%

25.8%

32.3%

6.5% 地区別危険度割合（七会地区：31件）

危険なので、早期の対応が必要（0件）

危険（11件）

管理されていないが、状態としては問題ない（8件）

管理されていて問題ない（10件）

立入困難のため確認できず（2件）

5.7%

20.3%

34.9%

26.0%

13.0% 危険度･外観判断（城里町全地区）

危険なので、早期の対応が必要（11件）

危険（39件）

管理されていないが、状態としては問題ない（67件）

管理されていて問題ない（50件）

立入困難のため確認できず（25件）
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危険度及び再生判断件数に判定された物件のうち、外観による判断により、再生の可能性

についてＡ’～Ｃ’の３段階に分類しました。その判断基準及び結果は下表のとおりです。 

 
【地区別空き家再生等判断】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空き家再生等 内　　　容

 
Ａ’　利用不能

空き家住宅・空き建築物を修繕する事が不可能、防災上や

防犯上問題があると思われる。

 
Ｂ’　要修繕

空き家住宅・空き建築物を修繕・活用することにより地域

の活性化や地域コミュニティの維持・再生が図れる。

 Ｃ’　良好 修繕等を行わずとも維持・再生が可能。

 
空き家再生等

地区毎の件数
合計

 常北 桂 七会

 A’利用不能 ９ ９ ４ ２２

 B’要修繕　 ４３ ３４ １３ ９０

 C’良好 ２０ ２３ １２ ５５

 E　立入困難のため確認できず １１ １２ ２ ２５

 合　計 ８３ ７８ ３１ １９２

10.8%

51.8%

24.1%

13.3%

地区別空き家再生等割合（常北地区：83件）

利用不能（9件）

要修繕（43件）

良好（20件）

立入困難のため確認できず（11件）

11.5%

43.6%
29.5%

15.4%

地区別空き家再生等割合（桂地区：78件）

利用不能（9件）

要修繕（34件）

良好（23件）

立入困難のため確認できず（12件）
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（４）対応の状況 

　町では、実態調査において「危険なので、早期の対応が必要」とされた１１件について、

改めて現地調査を実施しました。 

　すでに滅失がされていたものを除き、地域状況から想定される危険性を加味しながら、所

有者等への改善通知の送付や必要な指導等を行いました。 

　その結果、自己除却・改善に至ったものもありますが、改善されないものには、特定空家

等に認定された空家もあります。 

 

 

　同様に「危険なので早期の対応が必要」とされた以外の空家について、令和４年２月に現

存状況等の確認を行いました。 

 

 

 危険なので早期の対応が必要とされた空家に対する対応状況（１１件）

 特定空家等認定　　　　１件 通知等により改善等　　　　　　３件

 現地確認時に滅失確認　２件 周辺地域に危険性はないと判断　３件

 指導通知等により滅失　１件 相続人不明につき所有者不明　　１件

12.9%

41.9%
38.7%

6.5%
地区別空き家再生等割合（七会地区：31件）

利用不能（4件）

要修繕（13件）

良好（12件）

立入困難のため確認できず（2件）

11.5%

46.9%28.6%

13.0%

地区別空き家再生等割合（城里町全地区）

利用不能（22件）

要修繕（90件）

良好（55件）

立入困難のため確認できず（25件）
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このような空家等は、現場状況等により必要な指導等を行っていますが、空家等の損傷が

あっても周辺地域に危険性がないと判断したものより、現実的に地域住民等から改善等を

求められている経過があるものを優先的に対応しております。 

　また、実態調査で把握されなかった空家であっても、近隣住民・地域から改善等を求めら

れているものについては、速やかな現地調査等を行ない現状を把握、要望に対する解決のた

め庁内で横断的な連携を図りつつ、必要な助言・指導等を行っております。 

　 

 

あわせて利活用の推進のため、平成２９年度より「城里町空家バンク制度」（以下「空家

バンク」という。）を設置し、流通が図られた空家等もあります。 

平成２９年度には、空家実態調査により空家と判定された１９２件のうち、郵送ができた

１１３件に対し、空家の管理状況、利活用などの考えに対するアンケート調査を実施しまし

た。 

平成３０年度には、上記のアンケート調査において、空家バンクの利用を希望すると回答

した１７名に対し、空家バンク利用を促す通知を送付したところ、４件の登録がありました。 

 

（５）今後の課題 
　前述のとおり、実態調査の結果、空家数は１９２戸となっており、住宅土地統計調査より

大幅に少ない数字となっています。住宅土地統計調査は標本調査であり、空家の定義が違う

こと、自治会長向け調査は、自治会内だけを対象としていること等から実態より少ない数字

となっている可能性もありますが、統計調査の結果からも、当町が極端に空家件数が多いも

のではありません。 

 「危険なので早期の対応が必要」とされた以外の空家状況（１８１件） 
（令和４年２月調査）

 地　区 総　数 現在も空家 空　地 空家ではない

 常北地区 ７７ ６３ ５ ９

 桂地区 ７３ ５７ ９ ７

 七会地区 ３１ ２９ １ １

 合　計 １８１ １４９ １５ １７

 実態調査で把握されなかったが、近隣住民等からの相談

等により把握され、助言・指導等の対応をした空家数
１１件

 城里町空家バンク制度運用状況（令和４年１月現在）

 物件登録数（累計） 利用者登録数（累計） 契約成立数

 １３件 ６７人 ５件
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　しかし、人口減少が全国的な傾向であること、今後も高齢化率の増加が想定されること等

から空家の増加が想定されるため、空家発生の抑制・予防、管理不全な状態への抑制策に引

き続き力を入れる必要性があります。 
　実態調査、近隣住民等からの相談、行政内部における情報提供等により把握された空家の

積極的な問題解決に努め、また、過去の実態調査から時間が経過しているため、現在の状況

や新たな空家等の把握の必要があります。 
 
３　空家等対策に係る基本的な方針 
 
（１）基本的な方針 
　本町では、適正に管理がなされていない空家等を原因としたさまざまな問題が発生して

おり、この状況はさらなる人口減少と相まって事案の増加が予想されます。 
　このような本町の地域性を鑑み、町民が安心して暮らせるまちづくりのために効果的な

対策を講じていくため、次の 3 つの対策を空家等対策の基本方針として計画を運用します。 
 

 
空家等対策の 3 つの方針 

 
①「空家化の抑制」 
地域と連携し、空家の実態把握に努めるとともに、所有者やその家族に対し、適正管理

の基本的な考え方や、管理不全による諸問題、相続等による不動産の円滑な承継等に係る

周知を徹底していく中で責任意識の醸成を図りながら、町として相談窓口を一本化するこ

とで空家化の抑制に努めます。 
 
②「空家等を活用した定住促進」 
　適正な管理等が行われていれば、空家等は有効な地域資源と考えます。 
　よって、その利活用・流通を促進するため空家バンク制度を設置いたしましたが、今後

も空家バンク制度を中心とした空家等の活用により定住促進を推進します。 
また、空家等を活用し定住を促進するため、建築、不動産、法律等の幅広い分野の専門

家との連携のもと総合的な窓口として対応できる相談体制を整備します。 
あわせて、町が市場流通・活用促進対策に取り組み、行政が支援する仕組みを検討しま

す。 
 
③「安全で安心なまちづくりの推進」 
管理不全にある空家等については、所有者等の意識の涵養や理解増進のための取り組み

を進め、空家管理を代行する手法の検討も行い、適切な管理を促進します。また、空家等
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対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等への認定、助言、指導、勧告、命令な

どの必要な措置を講じる等関係部署、関係機関と連携しながら、管理不全対策を講じま

す。 
 
（２）対象地区 
　空家等に関する対策の対象とする地区は、城里町内全域とします。 
　ただし、今後行う空家等に関する調査等の結果、ほかの地区と比べ、著しく空家率が高

い等の理由により、空家等に関する対策を重点的に推し進める必要がある地区がある場合

は、重点地区を定めることとします。 
 
（３）対象とする空家等の種類 
　空家等は、その状態、管理の有無、所有者又は占有者（以下「所有者等」という。）の

意向等により下表（管理状況、空家の状態、所有者等の意向による分類表）のとおり分類

され、その対策の必要性や内容も異なることから、全ての空家等を対象とするのではな

く、次に掲げる空家等を対象とする。 
（イ）空家等の除却及び利活用について、所有者等から相談があったもの 
（ロ）管理が不適切な空家等について、地域住民から相談若しくは苦情のあったもの 
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管理状況・空家の状態、所有者等の意向による分類表 

 
（４）計画期間 
　本計画の期間は、５年間とします。 
　なお、本計画は継続して適正な進行管理を行うとともに、各種施策の実施による効果や社

会状況の変化等により、必要に応じて見直しを図るものとします。 
 

　計画期間：令和４年度から令和８年度まで 

 
 
（５）空家等の調査に関する事項 
　空家等の調査は、「平成２８年度空家実態調査」の情報をベースとしたデータベースを作

成し、随時調査を行い更新をしています。 
　空家等の調査の方法は、町民からの通報、相談や自治会等からの情報提供、行政内部にお

ける情報提供等により、必要に応じて現地調査を行います。 

 管理状況 空家の状態 所有者の意向 区分 対策の内容

 

適切に管理

されている

空家

そのままで

利活用でき

る状態

利活用等の計画がある ― 対策の必要なし

 利活用等の計画は無く対応に

苦慮している。
（イ）

利活用の助言及び支

援

 そのままで

は利活用で

きない状態

利活用等の計画がある。 ― 対策の必要なし

 利活用等の計画はなく、対応

に苦慮している。
（イ）

利活用の助言及び支

援

 

適切な管理

がなされて

いない空家

地域の生活

環境に影響

を与えてい

ない状態

利活用等の計画がある。 （イ） 管理指導

 利活用等の計画はなく、対応

に苦慮している。
（イ）

管理指導、利活用等

の助言及び支援

 
所有者等の特定が困難な状態 （ロ）

所有者等の調査、管

理指導

 

地域の生活

環境に影響

を与えてい

る状態

利活用等の計画がある （ロ）
除却等の助言及び指

導

 利活用等の計画はなく、対応

に苦慮している。
（ロ）

除却及び利活用等の

助言及び指導

 

所有者等の特定が困難な状態 （ロ）

所有者等の調査、除

却等の助言及び指

導、勧告、命令、代執

行
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　空家等の所有者等については、法に従った調査権限により個人情報保護法の規定を遵守

しながら、不動産登記情報、住民票情報、戸籍情報、固定資産税課税情報等を活用し、調査

を行っていきます。 
　また、過去の実態調査から時間が経過しているため、現在の状況や新たな空家等の把握の

ため、再度の全域的な調査の実施検討や、状況補完のため他行政情報の活用等を行ないます。 
 
（６）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
①空家等は、所有者等の財産であることから、所有者等において適正な管理に努める義務

があります。 
　　ただし、所有者等が死亡又は不明な場合もあることから、こうした場合には、法及び条

例等に基づき、町において調査を尽くして、相続人などの空家等の適正管理を行う義務者

を特定し、的確な指導・助言を行うなど、空家等の適正管理を促します。 
　　なお、所有者等やその相続人など、空家を適切に管理する義務がある者が不在である場

合には、法に基づく行政代執行を含めて町が所有者等に代わり、危険性を除去することも

検討します。 
　②空家化の抑制策として、現在、居住又は使用している住宅・建築物、あるいは、空家等

となって間もない住宅・建築物が、相続等により次世代へ円滑に継承されるように町民に

周知・啓発し、新たな空家等の発生抑制に努めます。 
　　また、適正な管理について町民等に周知・啓発し、住宅・建築物が管理不全状態に陥る

ことを予防するとともに、空家に関する総合的な相談体制を整備します。 
 
（７）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 
　空家等及び除却した空家等に係る跡地は、所有者等の財産であることはもちろん、地域に

おいても活性化につながる有効な資産です。 
　所有者等に対し、有効活用や市場流通を促すことにより地域社会の活性化及び都市機能

の向上にもつながります。 
　このため、町において、空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用につながる施策の実

施を検討いたします。 
　また、空家等の除却及び空家等に係る跡地の活用を促進するため、以下のとおり、空家対

策に関連した国庫補助金等の活用及び町としての助成制度の導入を目指します。 
　①国の補助金等の活用 
　特定空家等が存在する地域に、公共駐車場など公共施設が不足している場合は、社会資本

整備総合交付金等を活用し、駐車場を整備するなどの検討を進めます。 
　②町独自の助成制度の導入 
　町として住宅の建築を推進する地域においては、空家や瓦礫を解体し、住宅地として再生

する者に対して解体工事費の補助を行う制度等の導入をします。 
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（８）特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 
　空家等のうち、特定空家等に該当するおそれがあるものについては、速やかな改善が求め

られることから、早期に助言又は指導を行うことが必要です。 
　このため、特定空家等に該当するか否かにの判断に関わらず、町は、空家等の所有者に対

し、除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよ

う助言又は指導を行い、早期に解決が図れるよう努めます。 
① 特定空家の判断 

　空家等が特定空家等に該当した場合には、法に基づく措置を行うこととなりますが、認定

にあたっては、関係課局で判定を行う組織を構成し、判断を行います。 
　空家等が特定空家等に該当するか否かを判定する基準は、国土交通省の「『特定空家等に

対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」に定める内容

を基本としつつ、より具体的な判断基準を別途策定しました。 
② 特定空家等に対する措置の流れ 

　ア　助言、指導 
　　　除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を 

とるよう助言・指導　 
　イ　勧告 
　　　助言・指導で解決しない場合、相当の猶予期限を設け、周辺の生活環境の保全を図る 

ために必要な措置をとるよう勧告 
　ウ　命令 
　　　勧告に係る措置をとらなかった場合は、相当の猶予期限を設け、勧告に係る措置を 

とるよう命令 
　エ　代執行 
　　　命令による措置を履行しなかった場合又は履行が不十分であった場合は、行政代 

執行の手続きをとる。 
　※なお、法に基づく「勧告」を行うことにより固定資産税の住宅用地の特例が解除され 
ます。 

 
（９）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
窓口の一元化 

　地域住民からの相談や通報については、地域住民にとってわかりやすい形とし、情報の一

元化を図る必要性もあることから、城里町まちづくり戦略課を対応に関する総合窓口とし

ます。 
　また、空家等対策は行政内部で横断的な対応が必要なことも生じるので、必要に応じた庁

内連携を行ないます。 
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（１０）空家等に関する政策の実施体制に関する事項 
　庁内推進体制の整備 
　空家対策は課題が多岐に渡るため、関係部署が連携して対策を推進することが必要です。 
　このため、庁内関係課局で構成する組織を立ち上げ取り組みを進めています。 
なお、特定空家等の措置についても庁内組織を活用し、環境や防犯・防災窓口、建築窓口、

税務担当窓口と最新情報について共有を図り対応していきます。 
 
（１１）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
　関係団体との連携 
　　ア  不動産関係団体との連携  
     　宅地建物等取引業協会と相互に連携・協力をして、空家等の流通促進策の取り組み 
　　　を検討します。  
    イ  警察との連携  
       管理不全な空家等が犯罪の温床となったり、犯罪を誘発する危険性を秘めている 
　　　ことから、防犯的な観点からも、警察と空家等に関する情報を共有するなど、相互に 

協力するものとします  
    ウ  消防との連携  
        防災的な観点から、消防と空家等に関する情報を共有するなど、相互に協力する 
　　　ものとします。  
    エ  自治会との連携  
        地元を良く知る自治会の協力なしでは、空家等の問題は解決しません。  
        町は、自治会から寄せられた空家等に関する情報などに注意を払い、問題の 

早期解決に努めます。また、空家等に関する情報を自治会から提供を受けることに 
より、迅速な対応を図るものとします。  

     
４　計画の目標と検証 
　本計画を計画的・効果的に進めていくため、次のとおり目標を設定し進捗度を測ります。 
　現在の社会状況を踏まえると、今後も空家等の増加は避けられない見通しです。また、計

画の趣旨を踏まえると今後、住民生活に大きな影響を与える管理不全による危険な空家等

を減少させるとともに、増加を抑えること及び有効利用の促進を図ることがこの計画の目

標となります。そのため、以下のとおり当面の目標を定めます。 
　　 
　　・地域環境に悪影響を与える管理不全の空家を解消する。 
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５　目標を達成するために実施する施策等 
（１） 空家化の抑制対策として、以下の施策に取り組みます。 
ア　空家適正管理や情報提供に関する情報発信 
イ　空家相談会の実施 

（２） 空家等の市場流通・活用促進対策 
　ア　空家バンクの整備と充実 
　イ　農地付き空家の流通促進等の検討 
（３）　管理不全な空家等の抑制・解消対策 
ア　空家の適正管理や情報提供に関する情報発信 
イ　法に基づく措置（助言、指導、勧告、命令、代執行） 
ウ　地域の人材を活用した維持管理の仕組みの検討 

（４）　空家等に係る跡地の利活用対策 
　ア　空家バンク制度による情報提供 
　イ　除却や跡地の利活用を支援する国の事業の活用 
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第１章 連携中枢都市圏の形成

我が国の人口は，過去に類を見ない勢いで急激に減少すると見込まれており，その結

果，コミュニティ機能が低下し，生活基盤の維持や行政サービスの供給が困難になるな

ど，様々な問題が深刻化することが懸念されています。 

そこで，国は，地域において，相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の

市町村と連携し，コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」，「高次の

都市機能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」に取り組み，人口減少・

少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠

点を形成する制度，連携中枢都市圏構想を定めました。 

水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町及び東

海村から成る県央地域９市町村においては，2008（平成 20）年１月に「県央地域首長懇

話会」を設置し，相互に連携して地域全体の活性化に取り組んでいるほか，2016（平成

28）年度には，茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定を締結し，医療，福祉，観

光，地域公共交通など，様々な分野における広域連携事業を推進し，着実に成果を上げ

てきました。 

そのような中，水戸市は，2020（令和２）年４月１日に，茨城県内初の中核市へ移行

し，連携中枢都市圏の連携中枢都市となる要件を満たすこととなりました。そして，こ

れまでの広域連携の取組を一層深化させ，広い視野に立った効果的な施策を展開してい

くため，2021（令和３）年 11 月 15 日に連携中枢都市宣言を行い，県央地域の市町村と

ともに連携中枢都市圏を形成していく決意を表明しました。 

この連携中枢都市圏ビジョンは，連携中枢都市圏構想に基づき，いばらき県央地域連

携中枢都市圏の中長期的な将来像を示すとともに，その実現に向けて相互の役割分担の

下に連携して推進していく具体的取組などを定めるものです。 

１　ビジョン策定の趣旨

第１章　連携中枢都市圏の形成

 
 

 

第４章 将来像の実現に向けた具体的な取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

 １ 施策の体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

 ２ 具体的な取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

（１）地域経済の活性化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

ａ 企業や産業の育成・支援 

ｂ 地域資源を活用した産業振興 

ｃ 戦略的な観光施策 

（２）都市機能の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 

ａ 高度な医療サービスの提供 

ｂ 広域的公共交通ネットワークの構築 

ｃ 高等教育の環境整備 

ｄ 高度なＩＣＴ環境の整備 

（３）生活環境の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 

Ａ 生活機能の強化に係る政策分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 

ａ 地域医療 

ｂ 福祉 

ｃ 教育・文化・スポーツ 

ｄ 地域振興 

ｅ 災害対策 

ｆ 環境 

Ｂ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 ・・・・・・・・・・・・71 

ａ 地域公共交通 

ｂ 移住・定住促進 

Ｃ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 ・・・・・・・・・・・・・74 

ａ 人材の育成 

 

第５章 推進体制と進行管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

 

参考資料 

資料１ いばらき県央地域連携中枢都市圏に係る主な経過・・・・・・・・・・・・79 

資料２ いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会要項・・・・・・・・・・81 

資料３ いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会 委員名簿・・・・・・・82 

 

凡     例 

 

本書で用いる各種数値  市町村合併を行った市町村は，合併前の旧市町村の数値の合計 

△ マイナスの数（負の数）を表す 
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いばらき県央地域連携中枢都市圏 

連携中枢都市  水戸市 

連携市町村   笠間市 

ひたちなか市 

那珂市 

小美玉市 

茨城町 

大洗町 

城里町 

東海村 

（計５市３町１村，９市町村） 

本ビジョンの計画期間は，2022（令和４）年度から 2026（令和８）年度までの５年

間とします。

２　連携中枢都市圏の名称

３　連携中枢都市圏を構成する市町村

４　計画期間

面積 217.32 240.40 99.97 97.82 144.74 121.58 23.89 161.80 38.00 1,145.52 6,097.39 

割合 19.0% 21.0% 8.7% 8.6% 12.6% 10.6% 2.1% 14.1% 3.3% 100.0% 18.8%

水戸市 笠間市 那珂市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 圏域 茨城県 

※

ひたち
なか市 

（１）位置・地勢

県都水戸市を含む５市３町１村からなる本圏域は，茨城県のほぼ中央部に位置し，

総面積が約 1,146 平方キロメートルに及び，県土全体の約 19 パーセントを占めてい

ます。 

圏域は地勢的に三つに分けられ，西部の山地には森林地帯が広がる一方，中央部は

那珂川をはじめ，久慈川，涸沼川の流域に比較的まとまった平野が形成されています。

また，東部は太平洋に面し，平坦な海岸線が続くなど，変化に富んだ自然に恵まれた

地域です。 

気候は比較的温和ですが，内陸性気候の山地と海洋性気候の海岸部では，気温や降

水量等に違いが見受けられます。 

図１ 構成市町村の位置 

表１ 各市町村の面積 （単位：㎢）

※ 茨城県の割合の欄の数値（18.8％）は，茨城県に占める圏域の割合 

出典：国土地理院「令和３年全国都道府県市区町村別面積調（４月１日時点）」 

１　連携中枢都市圏と構成市町村の概要

第２章　連携中枢都市圏の現状
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いばらき県央地域連携中枢都市圏 

連携中枢都市  水戸市 

連携市町村   笠間市 

ひたちなか市 

那珂市 

小美玉市 

茨城町 

大洗町 

城里町 

東海村 

（計５市３町１村，９市町村） 

本ビジョンの計画期間は，2022（令和４）年度から 2026（令和８）年度までの５年

間とします。

２　連携中枢都市圏の名称

３　連携中枢都市圏を構成する市町村

４　計画期間

面積 217.32 240.40 99.97 97.82 144.74 121.58 23.89 161.80 38.00 1,145.52 6,097.39

割合 19.0% 21.0% 8.7% 8.6% 12.6% 10.6% 2.1% 14.1% 3.3% 100.0% 18.8%

水戸市 笠間市 那珂市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 圏域 茨城県

※

ひたち
なか市

（１）位置・地勢

県都水戸市を含む５市３町１村からなる本圏域は，茨城県のほぼ中央部に位置し，

総面積が約 1,146 平方キロメートルに及び，県土全体の約 19 パーセントを占めてい

ます。

圏域は地勢的に三つに分けられ，西部の山地には森林地帯が広がる一方，中央部は

那珂川をはじめ，久慈川，涸沼川の流域に比較的まとまった平野が形成されています。

また，東部は太平洋に面し，平坦な海岸線が続くなど，変化に富んだ自然に恵まれた

地域です。

気候は比較的温和ですが，内陸性気候の山地と海洋性気候の海岸部では，気温や降

水量等に違いが見受けられます。

図１ 構成市町村の位置

表１ 各市町村の面積 （単位：㎢）

※ 茨城県の割合の欄の数値（18.8％）は，茨城県に占める圏域の割合

出典：国土地理院「令和３年全国都道府県市区町村別面積調（４月１日時点）」

１　連携中枢都市圏と構成市町村の概要

第２章　連携中枢都市圏の現状
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（２）構成市町村の概要

水戸市は，首都東京から約 100 キロメートルの距離にあ

り，茨城県のほぼ中央に位置する県庁所在地です。2020（令

和２）年４月に県内初の中核市となりました。

水戸徳川家の城下町として繁栄し，弘道館などの歴史文

化遺産や日本三名園の一つである偕楽園などの観光資源

が数多くあります。

また，水戸芸術館をはじめとする芸術・文化施設が数多くあり都市的な魅力も兼ね備え

ています。

歴史，芸術・文化，豊かな自然など，水戸ならではの個性と魅力を高めながら，あらゆ

る分野で安心を感じることのできる環境づくりとともに，経済的な発展によって明るい未

来を感じることのできる都市づくりを推進し，「笑顔あふれる安心快適空間 未来に躍動す

る 魁のまち・水戸」の実現を目指しています。

笠間市は，ＪＲ常磐線及び水戸線，常磐自動車道路及び

北関東自動車道路が交わる広域交通の要衝であり，急性期

から終末期までの安心を提供する三つの公立病院等が立

地する生活に適した都市です。また，日本一の栽培面積を

持つ栗をはじめとする農産物，日本遺産の要素でもある笠

間焼，稲田みかげ石，さらには歴史ある寺社・仏閣等の地

域資源により，年間370万人が訪れる産業と観光が一体となった都市の側面を持ちます。近

年では，スケートパークや道の駅など，新たな交流拠点のオープンにより都市機能の強化

を進めています。

これらの資源を生かし，市内外における交流と連携を促進し，心身とも健やかで，希望

を持ち続け豊かに暮らすことのできる「文化交流都市 笠間」の実現を目指しています。

水戸市

笠間市

ひたちなか市
ひたちなか市は，県中央の東部に位置し，平坦な台地が

広がっており，東は雄大な太平洋に面して海岸線が約13キ

ロメートル続いています。工業や水産業を中心として多様

な産業が根付いており，北関東の中核拠点としての役割が

期待されている「ひたちなか地区」には，多くの企業が立

地しています。このひたちなか地区では茨城港常陸那珂港

区の整備が着々と進められ，国際航路も開設されているほか，国営ひたち海浜公園には多

くの観光客が訪れており，世界にひらかれた交流拠点として発展を続けています。

ひたちなか市は，人々の働く場を確保し，安心して家庭を築くことができる環境づくり

を進めるとともに，人と人との絆や交流を創出してまちの活力を高めることにより，「世界

とふれあう自立協働都市～豊かな産業といきいきとした暮らしが広がる元気あふれるまち

～」の実現を目指しています。

那珂市 

小美玉市 

茨城町 
茨城町は，県のほぼ中央に位置し，涸沼をはじめとする

水と緑の豊かな自然環境と県都水戸市に隣接した立地条

件から生活環境に恵まれており，都市部と農村部が調和し

た町として発展を続けています。町の中央部を涸沼前川，

涸沼川，寛政川の３本の川が流れ，ラムサール条約に登録

された涸沼に注いでいます。

茨城町には，茨城工業団地，茨城中央工業団地の二つの

工業団地があり，これらの工業団地への企業誘致を積極的に進め，企業立地による経済の

発展と雇用の創出を図っております。また，高速道路の三つのインターチェンジが設置さ

れ，茨城空港や茨城港常陸那珂港区をはじめ，県内外の都市や拠点へ容易にアクセスでき

る環境を活かし，飛躍的な発展が期待されています。

那珂市は，久慈川と那珂川の沿岸に広がる田園地帯と市

中心部の住居地帯からなっています。市のほぼ中心部に常

磐自動車道那珂ＩＣがあり，ＪＲ水郡線も市内を走ってい

るため，都心へのアクセスも良好です。

春は静峰ふるさと公園の八重桜，夏はひまわり，晩秋か

ら冬には古徳沼や一の関ため池親水公園に多くの白鳥が

飛来するなど四季を通じて自然を満喫することができま

す。さらに，市内には，国際協力で進めているＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）計画の国

内拠点である国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂研究所があります。

豊かな自然環境と産業技術などをとおして，住みよさプラス活力あふれる那珂市の実現

を目指します。

小美玉市は，起伏の少ないほぼ平坦な地形であり，南部

は霞ケ浦に接しています。豊かな自然の恵みを受け営まれ

る農業は，市の基幹産業となっています。

広域交通ネットワークに恵まれた都市として発展し，西

部をＪＲ常磐線，国道６号，常磐自動車道が貫き，南部に

は国道355号が通るなど，市内には茨城県内の主要な交通

網が揃っています。さらに，常磐自動車道石岡小美玉スマートＩＣと茨城空港を結ぶ「茨

城空港アクセス道路」の開通により，周辺地域の産業・経済が活性化し，市内外の新たな

交流が生まれることで，市の飛躍的な発展が期待されています。
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（２）構成市町村の概要

水戸市は，首都東京から約 100 キロメートルの距離にあ

り，茨城県のほぼ中央に位置する県庁所在地です。2020（令

和２）年４月に県内初の中核市となりました。

水戸徳川家の城下町として繁栄し，弘道館などの歴史文

化遺産や日本三名園の一つである偕楽園などの観光資源

が数多くあります。

また，水戸芸術館をはじめとする芸術・文化施設が数多くあり都市的な魅力も兼ね備え

ています。

歴史，芸術・文化，豊かな自然など，水戸ならではの個性と魅力を高めながら，あらゆ

る分野で安心を感じることのできる環境づくりとともに，経済的な発展によって明るい未
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る 魁のまち・水戸」の実現を目指しています。

笠間市は，ＪＲ常磐線及び水戸線，常磐自動車道路及び

北関東自動車道路が交わる広域交通の要衝であり，急性期

から終末期までの安心を提供する三つの公立病院等が立

地する生活に適した都市です。また，日本一の栽培面積を

持つ栗をはじめとする農産物，日本遺産の要素でもある笠

間焼，稲田みかげ石，さらには歴史ある寺社・仏閣等の地

域資源により，年間370万人が訪れる産業と観光が一体となった都市の側面を持ちます。近

年では，スケートパークや道の駅など，新たな交流拠点のオープンにより都市機能の強化

を進めています。

これらの資源を生かし，市内外における交流と連携を促進し，心身とも健やかで，希望

を持ち続け豊かに暮らすことのできる「文化交流都市 笠間」の実現を目指しています。

水戸市

笠間市

ひたちなか市
ひたちなか市は，県中央の東部に位置し，平坦な台地が

広がっており，東は雄大な太平洋に面して海岸線が約13キ

ロメートル続いています。工業や水産業を中心として多様

な産業が根付いており，北関東の中核拠点としての役割が

期待されている「ひたちなか地区」には，多くの企業が立

地しています。このひたちなか地区では茨城港常陸那珂港
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城空港アクセス道路」の開通により，周辺地域の産業・経済が活性化し，市内外の新たな

交流が生まれることで，市の飛躍的な発展が期待されています。
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大洗町 

城里町 

東海村 
東海村は，原子力発祥の地として，最先端の原子力科学

を研究する機関や施設が集積しています。とりわけ，「大強

度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）」は，素粒子物理，物質

科学，生命科学など幅広い分野の最先端研究を行うための

世界最高クラスの施設であり，国内外を問わず，日々多く

の研究者が来村しています。

一方，和銅元年（708 年）創立という古い歴史を持ち，伊勢神宮の分霊を祀る「大神宮」

や，学問・智恵の仏様である虚空蔵菩薩を祀り，日本三体虚空蔵尊の一つである「村松山

虚空蔵堂」をはじめとした歴史・文化的財産のほか，四季折々の魅力を映す景勝地「東海

城里町は，那珂川や藤井川，皇都川といった清流，御前

山・鶏足山をはじめとする山々，美しい自然が残る心安ら

ぐまちです。

豊かな大地を利用した稲作や園芸作物の栽培が盛んで，

たくさんの農作物が採れます。特産品直売センター道の駅

かつらや物産センター山桜では，町内で採れた新鮮な野菜

等を販売し，好評を得ています。

また，町内には，山間地の大自然を活用したキャンプ場や，露天風呂・温水プールなど

が完備された健康増進施設「ホロルの湯」があり，県内外から多くの方にご利用いただい

ています。

大洗町は，太平洋，那珂川，涸沼に囲まれた地形で，水

と緑の台地が調和した自然豊かなまちです。

古くから観光・保養の地であり，「磯で名所は大洗さま

よ」と日本三大民謡のひとつ「磯節」でもうたわれた白砂

青松の景勝地であるとともに，ユニバーサルビーチであ

る大洗サンビーチや県内を代表するアクアワールド茨城

県大洗水族館などには，多くの来遊客が訪れます。

また，茨城港大洗港区は，県内有数の沿岸漁業基地であるとともに，フェリーが首都圏

と北海道を結び，人と物流の拠点としても発展してきました。近年では，邦船の寄港が定

着するなかで，今後は外国クルーズ船の寄港も予想されており，その重要度は年々高まっ

ています。

美しい自然を守りながら特色あるまちづくりに取り組んでいます。

十二景」なども有しており，東海村は，科学・歴史・文化・自然が融和した魅力あるまち

です。

（１）人口の推移

2020（令和２）年の本圏域の人口は 705,915 人となっており，2015（平成 27）年と

比較すると 9,803 人減少しています。市町村別の状況をみると，ひたちなか市，東海

村は人口が増加していますが，水戸市，笠間市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町

及び城里町においては，人口が減少しています。

また，圏域の年齢３区分別人口の推移をみると，０歳から 14 歳までの年少人口は，

2020（令和２）年には 85,222 人でしたが，2018（平成 30）年３月の国立社会保障・

人口問題研究所の推計によれば，2045（令和 27）年には 56,181 人まで減少すると見

込まれています。これに対し，65 歳以上の高齢人口は，198,993 人であったものが

229,562 人へと増加することが見込まれており，少子高齢化が一層進行していくこと

が想定されています。

表２ 人口の推移                       (単位：人)

市町村名 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年(A) 2020 年(B) (B)-(A)

水 戸 市 261,275 261,562 262,603 268,750 270,783 270,685 △98

笠 間 市 80,903 82,358 81,497 79,409 76,739 73,173 △3,566

ひ た ち な か 市 146,750 151,673 153,639 157,060 155,689 156,581 892

那 珂 市 54,178 55,069 54,705 54,240 54,276 53,502 △774

小 美 玉 市 52,041 53,406 53,265 52,279 50,911 48,870 △2,041

茨 城 町 35,741 35,296 35,008 34,513 32,921 31,401 △1,520

大 洗 町 20,446 19,957 19,205 18,328 16,886 15,715 △1,171

城 里 町 21,979 23,007 22,993 21,491 19,800 18,097 △1,703

東 海 村 32,727 34,333 35,450 37,438 37,713 37,891 178

圏 域 ( C ) 706,040 716,661 718,365 723,508 715,718 705,915 △9,803

茨 城 県 ( D ) 2,955,530 2,985,676 2,975,167 2,969,770 2,916,976 2,867,009 △49,967

( C ) ／ ( D ) 23.9% 24.0% 24.1% 24.4% 24.5% 24.6%

出典：国勢調査（平成７年～令和２年）

２　人口
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表３ 圏域の年齢３区分別人口の推移及び将来推計人口                   （単位：人） 

区分 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2020 年(A) 

年少人口 

(0～14 歳） 
120,857 112,423 105,634 101,357 92,838 85,222 

生産人口 

(15～64 歳) 
485,671 485,601 473,266 456,193 429,839 408,430 

高齢人口 

(65 歳以上) 
98,586 118,099 139,143 160,874 184,682 198,993 

圏域人口 706,040 716,661 718,365 723,508 715,718 705,915 

区分 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年(B) (B)－(A) 

年少人口 

(0～14 歳) 
77,316 71,068 65,283 60,750 56,181 △29,041 

生産人口 

(15～64 歳) 
395,235 373,726 347,219 312,652 285,505  △122,925 

高齢人口 

(65 歳以上) 
211,829 216,194 221,366 230,189 229,562 30,569 

圏域人口 684,380 660,988 633,868 603,591 571,248  △134,667 

※ 1995 年から 2020 年までの圏域人口には，年齢区分不詳分を含む。 

※ 2025 年以降は推計による。 

出典：国勢調査（平成７年～令和２年）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2018 年３月)」 

図２ 圏域の年齢３区分別将来推計人口 

出典：国勢調査（平成７年～令和２年）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2018 年３月)」 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1 9 9 5年 2 0 0 0年 2 0 0 5年 2 0 1 0年 2 0 1 5年 2 0 2 0年 2 0 2 5年 2 0 3 0年 2 0 3 5年 2 0 4 0年 2 0 4 5年

人
数
（
人
）

圏域人口 0～14歳 15～64歳 65歳以上

（２）人口動態

圏域内における 2014（平成 26）年から 2020（令和２）年までの自然動態は，水戸

市，笠間市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町では減少しており，ひたち

なか市が 2015（平成 27）年から，東海村が 2017（平成 29）年から減少に転じました。 

社会動態は，水戸市及び那珂市では特定の年を除いて増加しましたが，笠間市，小

美玉市，大洗町，城里町では毎年減少しています。 

自然動態と社会動態を併せた人口動態をみると，2014（平成 26）年以降，減少が続

いており，特に近年は減少幅が大きくなっています。 

また，2020（令和２）年の年齢別社会動態では，15 歳から 24 歳までの若者の転出

超過が目立っています。各市町村における都道府県別の転入元・転出先では，ともに

最も多いのが茨城県内であり，続いて東京都などとなっています。 

圏域外からの転入者数及び圏域外への転出者数について，新型コロナウイルス感染

症が流行する前後の 2019（令和元）年と 2020（令和２）年を比較すると，転入，転出

ともに減少しています。 

表４ 人口動態の推移 （単位：人） 

市町村名 区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 

自然動態 △95 △250 △240 △230 △581 △718 △961 

水 戸 市 社会動態 88 251 424 242 △177 145 429 

 人口動態 △7 1 184 12 △758 △573 △532 

自然動態 △335 △340 △351 △409 △524 △572 △624 

笠 間 市 社会動態 △26 △259 △154 △68 △95 △124 △36 

 人口動態 △361 △599 △505 △477 △619 △696 △660 

自然動態 52 △72 △29 △231 △265 △421 △365 

ひたちなか市 社会動態 13 △36 247 215 △50 △178 △280 

 人口動態 65 △108 218 △16 △315 △599 △645 

自然動態 △164 △216 △300 △237 △353 △298 △308 

那 珂 市 社会動態 △14 92 80 36 48 22 99 

 人口動態 △178 △124 △220 △201 △305 △276 △209 

自然動態 △253 △191 △238 △259 △296 △311 △337 

小 美 玉 市 社会動態 △299 △214 △79 △166 △188 △145 △220 

 人口動態 △552 △405 △317 △425 △484 △456 △557 

自然動態 △208 △223 △278 △192 △295 △299 △266 

茨 城 町 社会動態 △140 23 △39 △63 9 18 △150 

 人口動態 △348 △200 △317 △255 △286 △281 △416 

自然動態 △178 △135 △120 △176 △179 △185 △181 

大 洗 町 社会動態 △47 △181 △28 △26 △110 △16 △67 

 人口動態 △225 △316 △148 △202 △289 △201 △248 

自然動態 △205 △199 △211 △204 △239 △260 △239 

城 里 町 社会動態 △108 △139 △147 △128 △105 △93 △148 

 人口動態 △313 △338 △358 △332 △344 △353 △387 

自然動態 6 28 14 △48 △65 △10 △94 

東 海 村 社会動態 △55 △86 △60 90 33 16 91 

 人口動態 △49 △58 △46 42 △32 6 △3 

自然動態 △1,380 △1,598 △1,753 △1,986 △2,797 △3,074 △3,375 

合  計 社会動態 △588 △549 244 132 △635 △355 △282 

 人口動態 △1,968 △2,147 △1,509 △1,854 △3,432 △3,429 △3,657 

自然動態 △8,014 △9,149 △10,145 △11,412 △13,248 △14,997 △15,135 

茨 城 県 社会動態 △3,790 △2,394 391 2,043 △1,639 302 1,309 

 人口動態 △11,804 △11,543 △9,754 △9,369 △14,887 △14,695 △13,826 

※ 自然動態=出生者数-死亡者数，社会動態=転入者数-転出者数，人口動態=自然動態+社会動態 

出典：茨城県常住人口調査結果報告書（2014 年～2020 年） 
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表３ 圏域の年齢３区分別人口の推移及び将来推計人口                   （単位：人） 
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圏域人口 684,380 660,988 633,868 603,591 571,248  △134,667 

※ 1995 年から 2020 年までの圏域人口には，年齢区分不詳分を含む。 

※ 2025 年以降は推計による。 

出典：国勢調査（平成７年～令和２年）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2018 年３月)」 

図２ 圏域の年齢３区分別将来推計人口 

出典：国勢調査（平成７年～令和２年）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2018 年３月)」 
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圏域内における 2014（平成 26）年から 2020（令和２）年までの自然動態は，水戸

市，笠間市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町では減少しており，ひたち

なか市が 2015（平成 27）年から，東海村が 2017（平成 29）年から減少に転じました。

社会動態は，水戸市及び那珂市では特定の年を除いて増加しましたが，笠間市，小

美玉市，大洗町，城里町では毎年減少しています。

自然動態と社会動態を併せた人口動態をみると，2014（平成 26）年以降，減少が続

いており，特に近年は減少幅が大きくなっています。

また，2020（令和２）年の年齢別社会動態では，15 歳から 24 歳までの若者の転出

超過が目立っています。各市町村における都道府県別の転入元・転出先では，ともに

最も多いのが茨城県内であり，続いて東京都などとなっています。

圏域外からの転入者数及び圏域外への転出者数について，新型コロナウイルス感染

症が流行する前後の 2019（令和元）年と 2020（令和２）年を比較すると，転入，転出

ともに減少しています。

表４ 人口動態の推移 （単位：人）

市町村名 区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年

自然動態 △95 △250 △240 △230 △581 △718 △961

水 戸 市 社会動態 88 251 424 242 △177 145 429

人口動態 △7 1 184 12 △758 △573 △532

自然動態 △335 △340 △351 △409 △524 △572 △624

笠 間 市 社会動態 △26 △259 △154 △68 △95 △124 △36

人口動態 △361 △599 △505 △477 △619 △696 △660

自然動態 52 △72 △29 △231 △265 △421 △365

ひたちなか市 社会動態 13 △36 247 215 △50 △178 △280

人口動態 65 △108 218 △16 △315 △599 △645

自然動態 △164 △216 △300 △237 △353 △298 △308

那 珂 市 社会動態 △14 92 80 36 48 22 99

人口動態 △178 △124 △220 △201 △305 △276 △209

自然動態 △253 △191 △238 △259 △296 △311 △337

小 美 玉 市 社会動態 △299 △214 △79 △166 △188 △145 △220

人口動態 △552 △405 △317 △425 △484 △456 △557

自然動態 △208 △223 △278 △192 △295 △299 △266

茨 城 町 社会動態 △140 23 △39 △63 9 18 △150

人口動態 △348 △200 △317 △255 △286 △281 △416

自然動態 △178 △135 △120 △176 △179 △185 △181

大 洗 町 社会動態 △47 △181 △28 △26 △110 △16 △67

人口動態 △225 △316 △148 △202 △289 △201 △248

自然動態 △205 △199 △211 △204 △239 △260 △239

城 里 町 社会動態 △108 △139 △147 △128 △105 △93 △148

人口動態 △313 △338 △358 △332 △344 △353 △387

自然動態 6 28 14 △48 △65 △10 △94

東 海 村 社会動態 △55 △86 △60 90 33 16 91

人口動態 △49 △58 △46 42 △32 6 △3

自然動態 △1,380 △1,598 △1,753 △1,986 △2,797 △3,074 △3,375

合 計 社会動態 △588 △549 244 132 △635 △355 △282

人口動態 △1,968 △2,147 △1,509 △1,854 △3,432 △3,429 △3,657

自然動態 △8,014 △9,149 △10,145 △11,412 △13,248 △14,997 △15,135

茨 城 県 社会動態 △3,790 △2,394 391 2,043 △1,639 302 1,309

人口動態 △11,804 △11,543 △9,754 △9,369 △14,887 △14,695 △13,826

※ 自然動態=出生者数-死亡者数，社会動態=転入者数-転出者数，人口動態=自然動態+社会動態

出典：茨城県常住人口調査結果報告書（2014 年～2020 年）
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図３ 人口動態の推移 

※ 社会動態は，市町村別の社会動態の合計であり，圏域の社会動態とは異なる。 

出典：茨城県常住人口調査結果報告書(2014 年～2020 年) 

図４ 年齢別転出入の状況  

※ 社会動態は，市町村別の社会動態の合計であり，圏域の社会動態とは異なる。 

  出典：総務省住民基本台帳移動報告 2020 年 
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表５ 圏域外からの転入者数，圏域外への転出者数 

          （単位：人）

市町村名 市町村名 
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 

男 女 男 女 男 女 男 女 

水 戸 市 茨 城 町 

笠 間 市 大 洗 町 

ひたちなか市 城 里 町 

那 珂 市 東 海 村 

小美玉市 圏 域 計 

※ 社会動態＝転入－転出 

出典：総務省住民基本台帳人口移動報告（2019 年，2020 年）

表６ 転入元・転出先の割合が高い都道府県 

市町村名 
転入元 転出先 

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 

水 戸 市 
茨城県 
(51.7%) 

東京都 
(10.9%) 

千葉県 
(6.1%) 

茨城県 
(44.1%) 

東京都 
(13.7%) 

千葉県 
(8.8%) 

笠 間 市 
茨城県 
(63.8%) 

東京都 
(9.4%) 

千葉県 
(4.8%) 

茨城県 
(60.1%) 

東京都 
(10.7%) 

千葉県 
(5.4%) 

ひたちなか市
茨城県 
(51.4%) 

東京都 
(9.0%) 

千葉県 
(5.6%) 

茨城県 
(47.7%) 

東京都 
(11.3%) 

神奈川県 
(6.9%) 

那 珂 市 
茨城県 
(79.0%) 

東京都 
(4.7%) 

千葉県 
(3.7%) 

茨城県 
(71.0%) 

東京都 
(8.7%) 

千葉県 
(4.3%) 

小 美 玉 市 
茨城県 
(53.2%) 

青森県 
(7.6%) 

東京都 
(7.6%) 

茨城県 
(50.6%) 

東京都 
(8.0%) 

埼玉県 
(5.9%) 

茨 城 町 
茨城県 
(77.4%) 

千葉県 
(5.0%) 

東京都 
(3.8%) 

茨城県 
(76.2%) 

東京都 
(6.9%) 

千葉県 
(3.4%) 

大 洗 町 
茨城県 
(51.0%) 

埼玉県 
(10.9%) 

千葉県 
(6.3%) 

茨城県 
(54.4%) 

東京都 
(9.4%) 

埼玉県 
(9.0%) 

城 里 町 
茨城県
(68.2%) 

東京都 
(12.7%) 

栃木県 
(3.4%) 

茨城県 
(69.4%) 

東京都 
(7.1%) 

千葉県 
(6.5%) 

東 海 村 
茨城県 
(55.8%) 

東京都 
(8.6%) 

神奈川県 
(4.8%) 

茨城県 
(54.1%) 

東京都 
(9.2%) 

千葉県・ 
神奈川県 
（5.5%) 

※ （）は総数に対する割合

出典：総務省住民基本台帳人口移動報告 2020 年
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図３ 人口動態の推移 

※ 社会動態は，市町村別の社会動態の合計であり，圏域の社会動態とは異なる。 

出典：茨城県常住人口調査結果報告書(2014 年～2020 年) 

図４ 年齢別転出入の状況  

※ 社会動態は，市町村別の社会動態の合計であり，圏域の社会動態とは異なる。 

  出典：総務省住民基本台帳移動報告 2020 年 
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表５ 圏域外からの転入者数，圏域外への転出者数

       （単位：人）

市町村名 市町村名
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年

男 女 男 女 男 女 男 女

水 戸 市 茨 城 町

笠 間 市 大 洗 町

ひたちなか市 城 里 町

那 珂 市 東 海 村

小美玉市 圏 域 計

※ 社会動態＝転入－転出 

出典：総務省住民基本台帳人口移動報告（2019 年，2020 年）

表６ 転入元・転出先の割合が高い都道府県

市町村名
転入元 転出先

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

水 戸 市
茨城県
(51.7%)

東京都
(10.9%)

千葉県
(6.1%)

茨城県
(44.1%)

東京都
(13.7%)

千葉県
(8.8%)

笠 間 市
茨城県
(63.8%)

東京都
(9.4%)

千葉県
(4.8%)

茨城県
(60.1%)

東京都
(10.7%)

千葉県
(5.4%)

ひたちなか市
茨城県
(51.4%)

東京都
(9.0%)

千葉県
(5.6%)

茨城県
(47.7%)

東京都
(11.3%)

神奈川県
(6.9%)

那 珂 市
茨城県
(79.0%)

東京都
(4.7%)

千葉県
(3.7%)

茨城県
(71.0%)

東京都
(8.7%)

千葉県
(4.3%)

小 美 玉 市
茨城県
(53.2%)

青森県
(7.6%)

東京都
(7.6%)

茨城県
(50.6%)

東京都
(8.0%)

埼玉県
(5.9%)

茨 城 町
茨城県
(77.4%)

千葉県
(5.0%)

東京都
(3.8%)

茨城県
(76.2%)

東京都
(6.9%)

千葉県
(3.4%)

大 洗 町
茨城県
(51.0%)

埼玉県
(10.9%)

千葉県
(6.3%)

茨城県
(54.4%)

東京都
(9.4%)

埼玉県
(9.0%)

城 里 町
茨城県
(68.2%)

東京都
(12.7%)

栃木県
(3.4%)

茨城県
(69.4%)

東京都
(7.1%)

千葉県
(6.5%)

東 海 村
茨城県
(55.8%)

東京都
(8.6%)

神奈川県
(4.8%)

茨城県
(54.1%)

東京都
(9.2%)

千葉県・
神奈川県
（5.5%)

※ （）は総数に対する割合

出典：総務省住民基本台帳人口移動報告 2020 年
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（３）合計特殊出生率と出生数

2013（平成 25）年から 2017（平成 29）年の合計特殊出生率を茨城県と比較すると，

水戸市，ひたちなか市，小美玉市及び東海村では高くなっており，笠間市，那珂市，

茨城町，大洗町及び城里町では低くなっています。

また，15 歳から 49 歳までの女性人口について，2003（平成 15）年から 2007（平成

19）年までと 2013（平成 25）年から 2017（平成 29）年までとを比較すると，東海村

では増加していますが，その他の市町では減少しています。

さらに，圏域の出生数の推移をみると，2000（平成 12）年から減少しており，2000

（平成 12）年の出生数 7,340 人に対し 2019（令和元）年は 4,863 人となるなど，約

33.7 パーセント減少しています。

表７ 圏域の合計特殊出生率及び 15 歳から 49 歳までの女性人口の推移

（単位：人）

市町村名

2003 年～2007 年 2008 年～2012 年 2013 年～2017 年

合計特殊
出生率

15～49 歳
女性人口

合計特殊
出生率

15～49 歳
女性人口

合計特殊
出生率

15～49 歳
女性人口

水 戸 市 1.39 59,124 1.46 57,909 1.57 55,876

笠 間 市 1.37 16,787 1.34 15,468 1.36 14,203

ひ た ち な か 市 1.52 33,409 1.58 32,974 1.58 31,693

那 珂 市 1.36 11,371 1.37 10,532 1.40 10,040

小 美 玉 市 1.55 10,656 1.51 10,055 1.48 9,325

茨 城 町 1.26 6,756 1.26 6,226 1.34 5,568

大 洗 町 1.36 3,554 1.28 3,156 1.33 2,721

城 里 町 1.23 4,497 1.20 3,821 1.14 3,324

東 海 村 1.62 7,594 1.76 7,847 1.71 7,819

茨 城 県 1.39 617,129 1.43 583,708 1.46 551,240

※ 「合計特殊出生率」はベイズ推定値

※ 「合計特殊出生率」は，小数点以下第５位で四捨五入

※ 「15～49 歳女性人口」は，総務省統計局国勢調査(平成 17 年，平成 22 年，平成 27 年)を基にし

た，国籍・年齢不詳分の按分後の人口

※ 合計特殊出生率：人口に対して生まれた子供の数を表す指標。その年次の 15 歳から 49 歳までの

女子の年齢別出生率を合計したもので，1 人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子供

を生むとしたときの子供の数に相当し，人口動態の出生の傾向をみるときの主要な指標となってい

る。

※ ベイズ推定値：小規模な観測データにおける誤差をおさえるため，当該市町村の観測データ（人口

及び出生数）と二次医療圏単位で推定した変数とを結合化し算出する方法

出典：人口動態保健所・市町村別統計

表８ 圏域の出生数の推移 （単位：人）

市町村名 2000 年(A) 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年(B)
(B)-(A)
((B-A)/A)

水 戸 市
2,730 2,358 2,416 2,445 2,121 △609

(△22.3%)

笠 間 市
722 609 589 520 444 △278

(△38.5%)

ひたちなか市
1,934 1,507 1,502 1,253 1,085 △849

(△43.9%)

那 珂 市
457 398 404 372 337 △120

(△26.3%)

小 美 玉 市 
493 457 425 406 306 △187

(△37.9%)

茨 城 町
243 210 236 190 162 △81

(△33.3%)

大 洗 町
146 134 102 99 57 △89

(△61.0%)

城 里 町
157 130 102 81 59 △98

(△62.4%)

東 海 村
458 394 446 344 292 △166

(△36.2%)

圏 域 
7,340 6,197 6,222 5,710 4,863 △2,477

(△33.7%)

茨 城 県
28,220 24,244 23,989 21,700 18,004 △10,216

(△36.2%)

出典：茨城県人口動態統計
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（３）合計特殊出生率と出生数
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さらに，圏域の出生数の推移をみると，2000（平成 12）年から減少しており，2000

（平成 12）年の出生数 7,340 人に対し 2019（令和元）年は 4,863 人となるなど，約
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※ 「合計特殊出生率」は，小数点以下第５位で四捨五入

※ 「15～49 歳女性人口」は，総務省統計局国勢調査(平成 17 年，平成 22 年，平成 27 年)を基にし

た，国籍・年齢不詳分の按分後の人口

※ 合計特殊出生率：人口に対して生まれた子供の数を表す指標。その年次の 15 歳から 49 歳までの

女子の年齢別出生率を合計したもので，1 人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子供

を生むとしたときの子供の数に相当し，人口動態の出生の傾向をみるときの主要な指標となってい

る。

※ ベイズ推定値：小規模な観測データにおける誤差をおさえるため，当該市町村の観測データ（人口

及び出生数）と二次医療圏単位で推定した変数とを結合化し算出する方法

出典：人口動態保健所・市町村別統計

表８ 圏域の出生数の推移 （単位：人）

市町村名 2000 年(A) 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年(B)
(B)-(A)
((B-A)/A)

水 戸 市
2,730 2,358 2,416 2,445 2,121 △609

(△22.3%)

笠 間 市
722 609 589 520 444 △278

(△38.5%)

ひたちなか市
1,934 1,507 1,502 1,253 1,085 △849

(△43.9%)

那 珂 市
457 398 404 372 337 △120

(△26.3%)

小 美 玉 市 
493 457 425 406 306 △187

(△37.9%)

茨 城 町
243 210 236 190 162 △81

(△33.3%)

大 洗 町
146 134 102 99 57 △89

(△61.0%)

城 里 町
157 130 102 81 59 △98

(△62.4%)

東 海 村
458 394 446 344 292 △166

(△36.2%)

圏 域 
7,340 6,197 6,222 5,710 4,863 △2,477

(△33.7%)

茨 城 県
28,220 24,244 23,989 21,700 18,004 △10,216

(△36.2%)

出典：茨城県人口動態統計
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圏域では，水戸市を中心に相互に通勤・通学の移動があります。特に水戸市は，小美

玉市と東海村を除いた近隣市町村の通勤者・通学者を最も多く受け入れています。中で

も，茨城町や城里町からは 35 パーセント以上の移動がみられます。

表９ 通勤・通学の状況

（単位：人）

市町村名

常住する就業者数

及び通学者数
常住市町村外への通勤者数及び通学者数（上段：人数，下段：割合）

うち自宅

で従業等
水戸市 笠間市

ひたち

なか市
那珂市

小美玉

市
茨城町 大洗町 城里町 東海村

水 戸 市 
141,298 11,854 3,903

3.0%

8,900

6.9%

2,395

1.9%

1,477

1.1%

3,516

2.7%

1,528

1.2%

786

0.6%

1,590

1.2%

笠 間 市 
41,061 5,107 8,039

22.4%

848

2.4%

191

0.5%

1,470

4.1%

733

2.0%

93

0.3%

168

0.5%

96

0.3%

ひたちなか市
82,587 6,106 14,479

18.9%

462

0.6%

2,445

3.2%

246

0.3%

648

0.8%

1,375

1.8%

109

0.1%

3,762

4.9%

那 珂 市 
28,581 3,403 6,265

24.9%

252

1.0%

3,923

15.6%

84

0.3%

210

0.8%

161

0.6%

186

0.7%

1,174

4.7%

小美玉市
28,563 4,169 1,973

8.1%

1,036

4.2%

266

1.1%

28

0.1%

560

2.3%

47

0.2%

9

0.0%

28

0.1%

茨 城 町 
18,035 3,404 5,253

35.9%

626

4.3%

686

4.7%

108

0.7%

1,046

7.1%

210

1.4%

20

0.1%

112

0.8%

大 洗 町 
9,208 1,307 1,997

25.3%

50

0.6%

1,077

13.6%

76

1.0%

59

0.7%

163

2.1%

5

0.1%

188

2.4%

城 里 町 
11,302 1,823 3,331

35.1%

533

5.6%

549

5.8%

457

4.8%

65

0.7%

92

1.0%

25

0.3%

126

1.3%

東 海 村 
19,302 1,415 2,228

12.5%

47

0.3%

2,852

15.9%

881

4.9%

19

0.1%

42

0.2%

194

1.1%

12

0.1%

出典：平成 27年国勢調査

図５ 通勤・通学の状況
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20％以上　30％未満

30％以上

凡例

３　通勤・通学の状況 表 10 常住市町村外への通勤者数及び通学者数の順位

市町村名 1 位 2 位 3 位

水 戸 市
ひたちなか市

6.9%

笠間市

3.0%

茨城町

2.7%

笠 間 市
水戸市

22.4%

石岡市

4.6%

小美玉市

4.1%

ひ た ち な か 市
水戸市

18.9%

日立市

7.3%

東海村

4.9%

那 珂 市
水戸市

24.9%

ひたちなか市

15.6%

日立市

5.6%

小 美 玉 市
石岡市

15.3%

水戸市

8.1%

土浦市

7.2%

茨 城 町
水戸市

35.9%

小美玉市

7.1%

ひたちなか市

4.7%

大 洗 町
水戸市

25.3%

ひたちなか市

13.6%

鉾田市

3.4%

城 里 町
水戸市

35.1%

常陸大宮市

7.8%

ひたちなか市

5.8%

東 海 村
日立市

18.2%

ひたちなか市

15.9%

水戸市

12.5%

出典：平成 27 年国勢調査
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圏域では，水戸市を中心に相互に通勤・通学の移動があります。特に水戸市は，小美

玉市と東海村を除いた近隣市町村の通勤者・通学者を最も多く受け入れています。中で

も，茨城町や城里町からは 35 パーセント以上の移動がみられます。
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常住市町村外への通勤者数及び通学者数（上段：人数，下段：割合）
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出典：平成 27 年国勢調査
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（１）産業構造

2016（平成 28）年の全産業における圏域の事業所数は 29,465 事業所，従業者数は

320,670 人となっています。

   全産業における圏域の事業所数の推移をみると，2009（平成 21）年から減少して

おり，2009（平成 21）年の 32,464 事業所と，2016（平成 28）年の 29,465 事業所を

比較すると，約 9.2 パーセント減少しています。

   全産業における圏域の従業者数の推移をみると，約 32 万人前後で推移しておりま

すが，2009（平成 21）年の 333,438 人と 2016（平成 28）年の 320,670 人を比較する

と，約 3.8 パーセント減少しています。

2015（平成 27）年の圏域の産業別就業人口をみると，第三次産業が 231,712 人と

最も多く，次いで第二次産業が 83,266 人，第一次産業が 16,529 人となっています。

2015（平成 27）年の圏域の産業別就業割合をみると，第一次産業が 5.0 パーセン

ト，第二次産業が 25.1 パーセント，第三次産業が 69.9 パーセントとなっています。

圏域の産業別就業人口の推移をみると，第一次産業では減少している一方，第二次

産業及び第三次産業では 2010（平成 22）年に減少したものの，2015（平成 27）年に

増加しました。

また，近年の圏域の総生産額の推移をみると，毎年増加しています。

表 11 全産業における事業所数・従業者数の推移

（単位：事業所，人）

市町村名
2009 年 2012 年 2014 年 2016 年

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数

水 戸 市 14,282 151,248 13,215 140,882 13,691 145,074 13,136 145,374

笠 間 市 3,797 28,463 3,555 26,864 3,561 29,190 3,383 26,818

ひたちなか市 5,891 70,187 5,415 64,749 5,644 71,567 5,383 67,361

那 珂 市 2,050 17,189 1,899 15,758 1,964 17,309 1,851 16,728

小美玉市 1,937 22,589 1,824 21,016 1,863 21,692 1,758 21,562

茨 城 町 1,316 11,763 1,259 11,870 1,296 12,177 1,188 12,994

大 洗 町 1,145 9,326 1,034 8,628 1,029 8,697 919 8,206

城 里 町 769 4,912 717 4,772 716 4,691 654 4,463

東 海 村 1,277 17,761 1,210 17,715 1,264 17,520 1,193 17,164

圏 域 計 32,464 333,438 30,128 312,254 31,028 327,917 29,465 320,670

※ 日本標準産業分類の「公務（他に分類されるものを除く）」に属する事業所は除く。

※ 農業，林業，漁業に属する個人経営の事業所，家事サービス業及び外国公務に属する事業所は除く。

出典：経済センサス

４　産業の状況 図６ 圏域の産業別就業人口の推移

表 12 産業別就業人口及び就業割合の推移（第一次産業）

  （単位：人）

市町村名 2005 年 2010 年 2015 年 2015 年-2005 年

水 戸 市
5,148 3,475 3,283

4.2% 3.0% 2.7%

笠 間 市
3,419 2,053 2,223

8.5% 5.7% 6.2%

ひたちなか市
2,520 1,838 1,858

3.5% 2.6% 2.6%

那 珂 市
2,745 1,606 1,450

10.2% 6.5% 5.9%

小美玉市
3,680 3,317 2,989

13.7% 12.9% 11.8%

茨 城 町
3,542 2,815 2,498

19.0% 16.6% 15.3%

大 洗 町
656 592 527

6.6% 6.4% 6.3%

城 里 町
1,770 1,152 1,170

15.4% 11.2% 11.9%

東 海 村
994 539 531

5.9% 3.2% 3.1%

圏 域 計
24,474 17,387 16,529

△1,865

△1,196

△662

△1,295

△691

△1,044

△129

△600
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（１）産業構造

2016（平成 28）年の全産業における圏域の事業所数は 29,465 事業所，従業者数は

320,670 人となっています。

   全産業における圏域の事業所数の推移をみると，2009（平成 21）年から減少して

おり，2009（平成 21）年の 32,464 事業所と，2016（平成 28）年の 29,465 事業所を

比較すると，約 9.2 パーセント減少しています。

   全産業における圏域の従業者数の推移をみると，約 32 万人前後で推移しておりま

すが，2009（平成 21）年の 333,438 人と 2016（平成 28）年の 320,670 人を比較する

と，約 3.8 パーセント減少しています。

2015（平成 27）年の圏域の産業別就業人口をみると，第三次産業が 231,712 人と

最も多く，次いで第二次産業が 83,266 人，第一次産業が 16,529 人となっています。

2015（平成 27）年の圏域の産業別就業割合をみると，第一次産業が 5.0 パーセン

ト，第二次産業が 25.1 パーセント，第三次産業が 69.9 パーセントとなっています。

圏域の産業別就業人口の推移をみると，第一次産業では減少している一方，第二次

産業及び第三次産業では 2010（平成 22）年に減少したものの，2015（平成 27）年に

増加しました。

また，近年の圏域の総生産額の推移をみると，毎年増加しています。

表 11 全産業における事業所数・従業者数の推移

（単位：事業所，人）

市町村名
2009 年 2012 年 2014 年 2016 年

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数

水 戸 市 14,282 151,248 13,215 140,882 13,691 145,074 13,136 145,374

笠 間 市 3,797 28,463 3,555 26,864 3,561 29,190 3,383 26,818

ひたちなか市 5,891 70,187 5,415 64,749 5,644 71,567 5,383 67,361

那 珂 市 2,050 17,189 1,899 15,758 1,964 17,309 1,851 16,728

小美玉市 1,937 22,589 1,824 21,016 1,863 21,692 1,758 21,562

茨 城 町 1,316 11,763 1,259 11,870 1,296 12,177 1,188 12,994

大 洗 町 1,145 9,326 1,034 8,628 1,029 8,697 919 8,206

城 里 町 769 4,912 717 4,772 716 4,691 654 4,463

東 海 村 1,277 17,761 1,210 17,715 1,264 17,520 1,193 17,164

圏 域 計 32,464 333,438 30,128 312,254 31,028 327,917 29,465 320,670

※ 日本標準産業分類の「公務（他に分類されるものを除く）」に属する事業所は除く。

※ 農業，林業，漁業に属する個人経営の事業所，家事サービス業及び外国公務に属する事業所は除く。

出典：経済センサス

４　産業の状況 図６ 圏域の産業別就業人口の推移

表 12 産業別就業人口及び就業割合の推移（第一次産業）

  （単位：人）

市町村名 2005 年 2010 年 2015 年 2015 年-2005 年

水 戸 市
5,148 3,475 3,283

4.2% 3.0% 2.7%

笠 間 市
3,419 2,053 2,223

8.5% 5.7% 6.2%

ひたちなか市
2,520 1,838 1,858

3.5% 2.6% 2.6%

那 珂 市
2,745 1,606 1,450

10.2% 6.5% 5.9%

小美玉市
3,680 3,317 2,989

13.7% 12.9% 11.8%

茨 城 町
3,542 2,815 2,498

19.0% 16.6% 15.3%

大 洗 町
656 592 527

6.6% 6.4% 6.3%

城 里 町
1,770 1,152 1,170

15.4% 11.2% 11.9%

東 海 村
994 539 531

5.9% 3.2% 3.1%

圏 域 計
24,474 17,387 16,529

△1,865

△1,196

△662

△1,295

△691

△1,044

△129

△600

△463

△7,945

7.0% 5.3% 5.0%

  出典：国勢調査
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表 13 産業別就業人口及び就業割合の推移（第二次産業）
  （単位：人）

市町村名 2005 年 2010 年 2015 年 2015 年-2005 年

水 戸 市
23,655 21,880 23,551

19.1% 18.6% 19.4%

笠 間 市
11,109 10,061 9,763

27.7% 27.9% 27.1%

ひたちなか市
23,690 21,934 22,955

32.6% 31.1% 31.6%

那 珂 市
7,056 6,291 6,252

26.2% 25.5% 25.5%

小美玉市
8,285 7,732 7,580

30.8% 29.9% 29.9%

茨 城 町
4,432 3,911 3,918

23.8% 23.0% 24.1%

大 洗 町
2,857 2,565 2,203

28.8% 27.7% 26.4%

城 里 町
3,085 2,701 2,581

26.8% 26.2% 26.1%

東 海 村
4,235 4,224 4,463

25.2% 25.2% 26.3%

圏 域 計
88,404 81,299 83,266

△104

△1,346

△735

△804

△705

△514

△654

△504

228

△5,138

25.5% 24.8% 25.1%

出典：国勢調査

出典：国勢調査

表 14 産業別就業人口及び就業割合の推移（第三次産業）
  （単位：人）

市町村名 2005 年 2010 年 2015 年 2015 年-2005 年

水 戸 市
94,969 92,296 94,739

76.7% 78.4% 77.9%

笠 間 市
25,623 23,969 23,977

63.8% 66.4% 66.7%

ひたちなか市
46,473 46,665 47,744

63.9% 66.3% 65.8%

那 珂 市
17,154 16,757 16,849

63.6% 68.0% 68.6%

小美玉市
14,951 14,757 14,781

55.5% 57.2% 58.3%

茨 城 町
10,631 10,258 9,880

57.2% 60.4% 60.6%

大 洗 町
6,424 6,114 5,610

64.6% 65.9% 67.3%

城 里 町
6,655 6,445 6,118

57.8% 62.6% 62.0%

東 海 村
11,599 11,979 12,014

68.9% 71.6% 70.6%

圏 域 計
234,479 229,240 231,712

△230

△1,646

1,271

△305

△170

△751

△814

△537

415

△2,767

67.5% 69.9% 69.9%

図７ 市町村内総生産の推移

※ 各市町村の総生産額は，それぞれ百万円未満を四捨五入している。

出典：茨城県市町村民経済計算
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表 13 産業別就業人口及び就業割合の推移（第二次産業）
  （単位：人）

市町村名 2005 年 2010 年 2015 年 2015 年-2005 年

水 戸 市
23,655 21,880 23,551

19.1% 18.6% 19.4%

笠 間 市
11,109 10,061 9,763

27.7% 27.9% 27.1%

ひたちなか市
23,690 21,934 22,955

32.6% 31.1% 31.6%

那 珂 市
7,056 6,291 6,252

26.2% 25.5% 25.5%

小美玉市
8,285 7,732 7,580

30.8% 29.9% 29.9%

茨 城 町
4,432 3,911 3,918

23.8% 23.0% 24.1%

大 洗 町
2,857 2,565 2,203

28.8% 27.7% 26.4%

城 里 町
3,085 2,701 2,581

26.8% 26.2% 26.1%

東 海 村
4,235 4,224 4,463

25.2% 25.2% 26.3%

圏 域 計
88,404 81,299 83,266

△104

△1,346

△735

△804

△705

△514

△654

△504

228

△5,138

25.5% 24.8% 25.1%

出典：国勢調査

出典：国勢調査

表 14 産業別就業人口及び就業割合の推移（第三次産業）
  （単位：人）

市町村名 2005 年 2010 年 2015 年 2015 年-2005 年

水 戸 市
94,969 92,296 94,739

76.7% 78.4% 77.9%

笠 間 市
25,623 23,969 23,977

63.8% 66.4% 66.7%

ひたちなか市
46,473 46,665 47,744

63.9% 66.3% 65.8%

那 珂 市
17,154 16,757 16,849

63.6% 68.0% 68.6%

小美玉市
14,951 14,757 14,781

55.5% 57.2% 58.3%

茨 城 町
10,631 10,258 9,880

57.2% 60.4% 60.6%

大 洗 町
6,424 6,114 5,610

64.6% 65.9% 67.3%

城 里 町
6,655 6,445 6,118

57.8% 62.6% 62.0%
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図７ 市町村内総生産の推移

※ 各市町村の総生産額は，それぞれ百万円未満を四捨五入している。

出典：茨城県市町村民経済計算
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（２）商業

表 15 圏域の商業事業所数の推移
（単位：事業所）

※ 事業所数は，卸売業と小売業の合計値 出典：商業統計調査 (平成 16 年，平成 19 年，平成 26 年 )

)年82成平，年42成平(査調動活スサンセ済経

表 16 圏域の商業従業者数の推移
（単位：人）

※ 従業者数は，卸売業と小売業の合計値 出典：商業統計調査 (平成 16 年，平成 19 年，平成 26 年 )

)年82成平，年42成平(査調動活スサンセ済経

圏域の 2016（平成 28）年の商業（卸売業及び小売業）事業所数は 6,486 事業所，

商業従業者数は 55,792 人となっています。

圏域の商業事業所数の推移をみると，2004（平成 16）年は 9,113 事業所でしたが，

2016（平成 28）年には 6,486 事業所と約 28.8 パーセント減少しています。

また，圏域の商業従業者数の推移をみると，2004（平成 16）年は 66,592 人でした

が，2016（平成 28）年には 55,792 人と約 16.2 パーセント減少しています。

さらに，圏域の年間商品販売額の推移をみると， 2012（平成 24）年に減少しまし

たが，その後増加に転じています。

2004 年 2007 年 2012 年 2014 年 2016 年 2016 年-2004 年市町村名

2004 年 2007 年 2012 年 2014 年 2016 年 2016 年-2004 年市町村名

33,556 30,834 22,389 24,320 26,539

6,169 5,489 4,489 3,964 4,660

12,653 11,614 8,609 9,348 11,311

3,486 3,446 2,745 2,572 2,930

3,374 3,124 2,803 2,685 3,360

2,574 3,083 2,490 2,485 3,031

1,602 1,679 1,028 1,125 1,131

915 993 697 847 818

2,263 2,336 1,759 1,633 2,012

66,592 62,598 47,009 48,979 55,792

水 戸 市

笠 間 市

ひたちなか市

那 珂 市

小美玉市

茨 城 町

大 洗 町

城 里 町

東 海 村

圏 域 計

△7,017

△1,509

△1,342

△556

△14

457

△471

△97

△251

△10,800

4,009 3,529 2,687 2,652 2,848

1,124 987 773 701 727

1,674 1,534 1,120 1,154 1,247

554 508 390 374 393

495 446 348 333 374

335 357 279 276 283

371 387 262 256 244

240 217 166 161 152

311 287 225 211 218

9,113 8,252 6,250 6,118 6,486

△1,161

△397

△427

△161

△121

△52

△127

△88

△93

△2,627
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茨 城 町

大 洗 町
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東 海 村

圏 域 計

図８ 圏域の年間商品販売額の推移

※ 圏域の年間商品販売額は，各市町村の年間商品販売額（百万円未満四捨五入）の合計

出典：商業統計調査（平成 16 年，平成 19 年，平成 26 年）

経済センサス活動調査（平成 24 年，平成 28 年）
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（２）商業

表 15 圏域の商業事業所数の推移
（単位：事業所）

※ 事業所数は，卸売業と小売業の合計値 出典：商業統計調査 (平成 16 年，平成 19 年，平成 26 年 )

)年82成平，年42成平(査調動活スサンセ済経

表 16 圏域の商業従業者数の推移
（単位：人）

※ 従業者数は，卸売業と小売業の合計値 出典：商業統計調査 (平成 16 年，平成 19 年，平成 26 年 )

)年82成平，年42成平(査調動活スサンセ済経

圏域の 2016（平成 28）年の商業（卸売業及び小売業）事業所数は 6,486 事業所，

商業従業者数は 55,792 人となっています。

圏域の商業事業所数の推移をみると，2004（平成 16）年は 9,113 事業所でしたが，

2016（平成 28）年には 6,486 事業所と約 28.8 パーセント減少しています。

また，圏域の商業従業者数の推移をみると，2004（平成 16）年は 66,592 人でした

が，2016（平成 28）年には 55,792 人と約 16.2 パーセント減少しています。

さらに，圏域の年間商品販売額の推移をみると， 2012（平成 24）年に減少しまし

たが，その後増加に転じています。

2004 年 2007 年 2012 年 2014 年 2016 年 2016 年-2004 年市町村名

2004 年 2007 年 2012 年 2014 年 2016 年 2016 年-2004 年市町村名

33,556 30,834 22,389 24,320 26,539
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図８ 圏域の年間商品販売額の推移

※ 圏域の年間商品販売額は，各市町村の年間商品販売額（百万円未満四捨五入）の合計

出典：商業統計調査（平成 16 年，平成 19 年，平成 26 年）

経済センサス活動調査（平成 24 年，平成 28 年）
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（３）工業

圏域の 2018（平成 30）年の製造業事業所数は 941 事業所，製造業従業者数は

51,274 人となっており，2005（平成 17）年と比較すると，製造業事業所数は 365 事

業所減少し，製造業従業者数は 1,330 人減少しています。

圏域の製造品出荷額等の推移をみると，2005 年（平成 17）年，2010（平成 22）

年，2015（平成 27）年は１兆5,000億円前後でしたが，2018（平成 30）年は約１兆

8,400 億円となり，2015（平成 27）年に比べ約 21.4 パーセント増加しました。

表 17 製造業事業所数の推移
    （単位：事業所）

2005 年 2010 年 2015 年 2018 年 2018 年-2005 年

318 259 231 210

238 188 195 160

263 238 223 204

94 80 82 72

147 127 134 123

68 58 56 58

73 56 52 45

45 38 35 30

60 48 46 39

1,306 1,092 1,054 941

出典：工業統計調査（平成 17 年，平成 22 年，令和元年(平成 30 年実績))
平成 28 年経済センサス活動調査(平成 27 年実績)

※ 従業員４人以上の事業所

表 18 製造業従業者数の推移
    （単位：人）

2005 年 2010 年 2015 年 2018 年 2018 年-2005 年

7,459 7,135 6,170 6,240

7,519 6,324 6,300 6,229

20,480 20,928 20,265 23,024

2,652 2,483 2,399 2,376

7,458 6,888 6,519 6,865

1,805 1,919 1,728 2,221

1,350 1,423 1,216 1,248

945 938 840 881

2,936 2,991 1,250 2,190

52,604 51,029 46,687 51,274

出典：工業統計調査（平成 17 年，平成 22 年，令和元年(平成 30 年実績))
平成 28 年経済センサス活動調査(平成 27 年実績)

※ 従業員４人以上の事業所
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図９ 製造品出荷額等の推移

※ 従業員４人以上の事業所

※ 圏域の出荷額は，各市町村の出荷額（百万円未満四捨五入）の合計

出典：工業統計調査（平成 17 年，平成 22 年，令和元年(平成 30 年実績)）
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年，2015（平成 27）年は１兆5,000億円前後でしたが，2018（平成 30）年は約１兆
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2005 年 2010 年 2015 年 2018 年 2018 年-2005 年

318 259 231 210
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（４）農業

圏域の販売農家数の推移をみると，2005（平成 17）年は 17,909 戸でしたが，2020

（令和２）年には 9,907 戸と約 44.7 パーセント減少しています。

また，農業産出額の推移をみると，2016（平成 28）年及び 2017（平成 29）年は産

出額が前年より増加しましたが，2018（平成 30）年から減少に転じました。

表 19 販売農家数，経営耕地面積の推移

（単位：戸,ha）

2005 年 2010 年 2015 年 2020 年

販売農家数 経営耕地面積 販売農家数 経営耕地面積 販売農家数 経営耕地面積 販売農家数

水 戸 市 3,776 4,695 3,245 4,528 2,637 3,771 2,099

笠 間 市 3,424 3,931 3,085 3,887 2,580 3,457 2,050

ひたちなか市 1,462 1,936 1,261 1,825 1,045 1,648 834

那 珂 市 2,196 2,540 1,818 2,376 1,291 1,942 996

小 美 玉 市 2,343 4,024 2,075 4,166 1,737 3,676 1,294

茨 城 町 2,294 3,712 2,014 3,614 1,642 3,353 1,381

大 洗 町 221 490 195 528 163 493 122

城 里 町 1,581 1,660 1,342 1,523 1,051 1,331 827

東 海 村 612 737 483 552 399 496 304

圏 域 計 17,909 23,725 15,518 22,999 12,545 20,167 9,907

茨 城 県 84,845 122,757 70,884 116,601 57,239 107,171 43,939

圏域計/茨城県 21.1% 19.3% 21.9% 19.7% 21.9% 18,8% 22.5%

出典：農林業センサス

※ 販売農家：経営耕地面積が 30 アール以上又は農産物販売額が 50 万円以上の農家
※ 経営耕地面積：面積が 30 アール以上の規模の農地
※ 令和２年（速報値）には，販売農家の経営耕地面積に関する集計データなし

市 町 村 名

表 20 農業産出額の推移
（単位：千万円）

市町村名 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2019 年-2015 年

水 戸 市 1,016 1,056 1,115 1,058 1,015

笠 間 市 783 831 860 813 885

ひたちなか市 539 578 569 558 526

那 珂 市 313 337 343 330 312

小美玉市 3,540 3,542 3,723 3,416 2,467

茨 城 町 2,059 2,134 2,133 1,982 1,806

大 洗 町 187 206 197 181 182

城 里 町 317 341 342 328 658

東 海 村 135 141 142 136 171

圏 域 計 8,889 9,166 9,424 8,802 8,022

茨 城 県 44,600 48,072 48,686 44,072 42,003

圏域計/茨城県 19.9% 19.0% 19.3% 19.9% 19.1%

出典：農林水産省「市町村別農業産出額（推計）」
（農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果）

図 10 農業産出額の推移

出典：農林水産省「市町村別農業産出額（推計）」
（農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果）
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（４）農業

圏域の販売農家数の推移をみると，2005（平成 17）年は 17,909 戸でしたが，2020

（令和２）年には 9,907 戸と約 44.7 パーセント減少しています。

また，農業産出額の推移をみると，2016（平成 28）年及び 2017（平成 29）年は産

出額が前年より増加しましたが，2018（平成 30）年から減少に転じました。

表 19 販売農家数，経営耕地面積の推移

（単位：戸,ha）

2005 年 2010 年 2015 年 2020 年

販売農家数 経営耕地面積 販売農家数 経営耕地面積 販売農家数 経営耕地面積 販売農家数

水 戸 市 3,776 4,695 3,245 4,528 2,637 3,771 2,099

笠 間 市 3,424 3,931 3,085 3,887 2,580 3,457 2,050

ひたちなか市 1,462 1,936 1,261 1,825 1,045 1,648 834

那 珂 市 2,196 2,540 1,818 2,376 1,291 1,942 996

小 美 玉 市 2,343 4,024 2,075 4,166 1,737 3,676 1,294

茨 城 町 2,294 3,712 2,014 3,614 1,642 3,353 1,381

大 洗 町 221 490 195 528 163 493 122

城 里 町 1,581 1,660 1,342 1,523 1,051 1,331 827
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茨 城 県 84,845 122,757 70,884 116,601 57,239 107,171 43,939

圏域計/茨城県 21.1% 19.3% 21.9% 19.7% 21.9% 18,8% 22.5%

出典：農林業センサス

※ 販売農家：経営耕地面積が 30 アール以上又は農産物販売額が 50 万円以上の農家
※ 経営耕地面積：面積が 30 アール以上の規模の農地
※ 令和２年（速報値）には，販売農家の経営耕地面積に関する集計データなし
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水 戸 市 1,016 1,056 1,115 1,058 1,015
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ひたちなか市 539 578 569 558 526

那 珂 市 313 337 343 330 312

小美玉市 3,540 3,542 3,723 3,416 2,467

茨 城 町 2,059 2,134 2,133 1,982 1,806

大 洗 町 187 206 197 181 182

城 里 町 317 341 342 328 658

東 海 村 135 141 142 136 171

圏 域 計 8,889 9,166 9,424 8,802 8,022

茨 城 県 44,600 48,072 48,686 44,072 42,003

圏域計/茨城県 19.9% 19.0% 19.3% 19.9% 19.1%

出典：農林水産省「市町村別農業産出額（推計）」
（農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果）

図 10 農業産出額の推移

出典：農林水産省「市町村別農業産出額（推計）」
（農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果）
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（１）医療

圏域には国立・県立・公的医療機関をはじめ，528 か所の医療機関が立地していま

す。水戸市には，病院及び診療所のそれぞれ約半数が集中しています。

圏域の救急医療については，重篤な救急患者に対応する第三次救急医療機関が２か

所，入院治療を要する救急患者に対応する第二次救急医療機関が 13 か所，休日・夜間

に比較的軽症の救急患者に対応する初期救急医療機関（休日夜間急患センター）が３

か所あります。また，周産期医療については，リスクの高い妊産婦や新生児に対応す

る総合周産期母子医療センターが１か所，比較的リスクの高い妊産婦や新生児に対応

する地域周産期母子医療センターが１か所あります。

圏域の医療施設従事医師数は 1,385 人ですが，人口 10 万人当たり医師数 195.4 人

を茨城県及び全国と比較すると，茨城県より 7.9 人多いものの，全国より 51.3 人少な

い状況です。主たる診療科を小児科とする医師数は，圏域で 79 人であり，水戸市に 57

人と集中しています。人口 10 万人当たり小児科医数でみると，水戸市と東海村を除い

て全国を下回っています。また，主たる診療科を産婦人科とする医師数は，圏域で 61

人であり，医師が従事しているのは水戸市，笠間市，ひたちなか市に限られています。

圏域の市町村を管轄する保健所は３か所に分かれていますが，そのうちの水戸市保

健所は，水戸市の中核市移行に伴い新たに設置されました。

表 21 圏域内の医療施設数，病床数
（単位：箇所，床）

市町村名 病院数 診療所数
病床数

人口10万人
当たり施設数

病床数
人口10万人

当たり施設数

※ 医療施設のうち，病院は病床が 20 床以上のもの，診療所は病床が 20 床未満又は無床のものをいう。
出典：茨城県「茨城県医療施設調査・病院報告の概況」（令和元年 10 月現在）

水 戸 市

笠 間 市

ひたちなか市

那 珂 市

小 美 玉 市

茨 城 町

大 洗 町

城 里 町

東 海 村

圏 域 計

25

5

6

4

5

2

1

1

2

51

3,331

1,215

574

552

625

791

177

56

426

7,747

9.3

6.7

3.9

7.5

10.2

6.3

6.3

5.4

5.3

7.2

240

41

90

33

20

18

10

9

16

477

221

57

155

68

18

19

0

0

19

557

89.0

55.2

58.0

61.8

40.7

56.4

62.5

48.8

42.4

66.6

５　都市機能の集積状況 表 22 救急医療，周産期医療 

機　能 区　分 医　療　機　関　名　称

第三次救急医療機関
水 戸 市 水戸済生会総合病院 

茨 城 町 水戸医療センター 

第二次救急医療機関  

水 戸 市 
水戸赤十字病院，水府病院，水戸中央病院，水戸協同病院，

誠潤会水戸病院，水戸ブレインハートセンター 

笠 間 市 県立中央病院 

ひたちなか市 ひたちなか総合病院，勝田病院 

小 美 玉 市 小美玉市医療センター,石岡循環器科脳神経外科病院 

大 洗 町 大洗海岸病院 

東 海 村 茨城東病院 

初期救急医療機関  

（休日夜間急患センター） 

水 戸 市 水戸市休日夜間緊急診療所 

笠 間 市 笠間市立病院 

ひたちなか市 ひたちなか市休日夜間診療所 

総合周産期母子医療センター 水 戸 市 水戸済生会総合病院・県立こども病院 

地域周産期母子医療センター 水 戸 市 水戸赤十字病院 

周産期救急医療協力病院 水 戸 市
石渡産婦人科病院 

江幡産婦人科・内科病院 

」)在現月4年3和令(図制体療医急救県城茨「県城茨：典出

「茨城県周産期医療体制図(令和 2 年 4 月現在)」 

表 23 休日夜間急患センター等の診療科・診療日 

市町村名 診療所・病院
休日夜
間の別

診 療 科 診 療 日

受付時間 
内 科 外 科 小児科 歯 科 日曜日 祝 日

年 末
年 始 平 日

水戸市休日夜間緊急
診療所 

9:00 ～ 12:00 
13:00 ～ 15:15 

19:30 ～ 22:15 

水 戸 市

笠 間 市 笠間市立病院 
9:00 ～ 17:00 

19:00 ～ 21:00 

ひたちなか市

ひたちなか市休日
夜間診療所 

9:00 ～ 11:30 
13:00 ～ 15:30 

19:00 ～ 21:30 

ひたちなか総合病院 
(夜間の小児科に限る)

19:00 ～ 21:30 

※ △：土曜日のみ

出典：各市町村調，水戸市保健所調（2021 年 4 月）
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（１）医療

圏域には国立・県立・公的医療機関をはじめ，528 か所の医療機関が立地していま

す。水戸市には，病院及び診療所のそれぞれ約半数が集中しています。 

圏域の救急医療については，重篤な救急患者に対応する第三次救急医療機関が２か

所，入院治療を要する救急患者に対応する第二次救急医療機関が 13 か所，休日・夜間

に比較的軽症の救急患者に対応する初期救急医療機関（休日夜間急患センター）が３

か所あります。また，周産期医療については，リスクの高い妊産婦や新生児に対応す

る総合周産期母子医療センターが１か所，比較的リスクの高い妊産婦や新生児に対応

する地域周産期母子医療センターが１か所あります。 

圏域の医療施設従事医師数は 1,385 人ですが，人口 10 万人当たり医師数 195.4 人

を茨城県及び全国と比較すると，茨城県より 7.9 人多いものの，全国より 51.3 人少な

い状況です。主たる診療科を小児科とする医師数は，圏域で 79 人であり，水戸市に 57

人と集中しています。人口 10 万人当たり小児科医数でみると，水戸市と東海村を除い

て全国を下回っています。また，主たる診療科を産婦人科とする医師数は，圏域で 61

人であり，医師が従事しているのは水戸市，笠間市，ひたちなか市に限られています。 

圏域の市町村を管轄する保健所は３か所に分かれていますが，そのうちの水戸市保

健所は，水戸市の中核市移行に伴い新たに設置されました。 

表 21 圏域内の医療施設数，病床数
（単位：箇所，床）

市町村名 病院数 診療所数
病床数

人口10万人
当たり施設数

病床数
人口10万人

当たり施設数

※ 医療施設のうち，病院は病床が 20 床以上のもの，診療所は病床が 20 床未満又は無床のものをいう。 
出典：茨城県「茨城県医療施設調査・病院報告の概況」（令和元年 10 月現在） 

水 戸 市

笠 間 市

ひたちなか市

那 珂 市

小 美 玉 市

茨 城 町

大 洗 町

城 里 町

東 海 村

圏 域 計

25

5

6

4

5

2

1

1

2

51

3,331

1,215

574

552

625

791

177

56

426

7,747

9.3

6.7

3.9

7.5

10.2

6.3

6.3

5.4

5.3

7.2

240

41

90

33

20

18

10

9

16

477

221

57

155

68

18

19

0

0

19

557

89.0

55.2

58.0

61.8

40.7

56.4

62.5

48.8

42.4

66.6

５　都市機能の集積状況 表 22 救急医療，周産期医療 

機　能 区　分 医　療　機　関　名　称

第三次救急医療機関
水 戸 市 水戸済生会総合病院 

茨 城 町 水戸医療センター 

第二次救急医療機関  

水 戸 市 
水戸赤十字病院，水府病院，水戸中央病院，水戸協同病院，

誠潤会水戸病院，水戸ブレインハートセンター 

笠 間 市 県立中央病院 

ひたちなか市 ひたちなか総合病院，勝田病院 

小 美 玉 市 小美玉市医療センター,石岡循環器科脳神経外科病院 

大 洗 町 大洗海岸病院 

東 海 村 茨城東病院 

初期救急医療機関  

（休日夜間急患センター） 

水 戸 市 水戸市休日夜間緊急診療所 

笠 間 市 笠間市立病院 

ひたちなか市 ひたちなか市休日夜間診療所 

総合周産期母子医療センター 水 戸 市 水戸済生会総合病院・県立こども病院 

地域周産期母子医療センター 水 戸 市 水戸赤十字病院 

周産期救急医療協力病院 水 戸 市
石渡産婦人科病院 

江幡産婦人科・内科病院 

」)在現月4年3和令(図制体療医急救県城茨「県城茨：典出

「茨城県周産期医療体制図(令和 2 年 4 月現在)」 

表 23 休日夜間急患センター等の診療科・診療日 

市町村名 診療所・病院
休日夜
間の別

診 療 科 診 療 日

受付時間 
内 科 外 科 小児科 歯 科 日曜日 祝 日

年 末
年 始 平 日

水戸市休日夜間緊急
診療所 

9:00 ～ 12:00 
13:00 ～ 15:15 

19:30 ～ 22:15 

水 戸 市

笠 間 市 笠間市立病院 
9:00 ～ 17:00 

19:00 ～ 21:00 

ひたちなか市

ひたちなか市休日
夜間診療所 

9:00 ～ 11:30 
13:00 ～ 15:30 

19:00 ～ 21:30 

ひたちなか総合病院 
(夜間の小児科に限る)

19:00 ～ 21:30 

※ △：土曜日のみ

出典：各市町村調，水戸市保健所調（2021 年 4 月）

○

○

○

○

○

-

-

休日

夜間

休日

夜間

休日

夜間

夜間

○

-

-

-

○

-

-

○

○

-

-

○

○

○

○

-

-

-

-

-

-

○

○

○

-

○

-

○

○

○

○

-

○

-

○

○

○

○

-

○

-

○

 

○

○

△

-

－ 27 －

第

２

章

付
属
資
料



表 24 休日夜間急患センターにおける受診者の状況
（単位：人）

※ 上段：受診者数，下段：合計に占める割合

出典：各市町村調，水戸市保健所調（2020 年度）

表 25 医師数及び看護職数
(単位：人)

市町村名 医師数
小児科

医数

産婦人

科医数

看護

職数

人口 10 万人当たり

医師数
小児科

医数

産婦人

科医数

看護

職数

水 戸 市 687 57 33 4,045 254.2 21.1 12.2 1,496.5

笠 間 市 235 5 13 1,179 313.2 6.7 17.3 1,571.4

ひ た ち な か 市 195 8 15 1,236 125.3 5.1 9.6 793.9

那 珂 市 53 1 - 414 98.9 1.9 - 772.6

小 美 玉 市 31 1 - 338 62.4 2.0 - 680.7

茨 城 町 121 1 - 777 376.9 3.1 - 2,420.3

大 洗 町 14 - - 108 86.2 - - 665.4

城 里 町 8 - - 104 42.6 - - 554.3

東 海 村 41 6 - 400 109.0 16.0 - 1,063.4

圏 域 1,385 79 61 8,601 195.4 11.1 8.6 1,213.2

茨 城 県 5,394 291 210 31,015 187.5 10.1 7.3 1,078.0

全 国 311,963 17,321 10,778 1,612,951 246.7 13.7 8.5 1,275.6

※ 医師数は医療施設従事医師数，小児科医数及び産婦人科医数はそれぞれ主たる診療科の医療施設従

事医師数である。なお，産婦人科医数には産科医数を含む。

※ 看護職は，保健師，助産師，看護師及び准看護師をいう。

出典：茨城県保健福祉部「茨城県医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」（2018 年 12 月 31 日現在），

「保健師助産師看護師の現状」（2018 年 12 月 31 日現在）

表 26 保健所の状況

保健所
管轄市町村

保健医療圏
圏域 圏域外

圏療医健保戸水市戸水所健保市戸水

茨城県中央保健所
笠間市，小美玉市，茨城町，

大洗町，城里町

茨城県ひたちなか

保健所

ひたちなか市，那珂市，

東海村

常陸太田市，常陸大宮市，

大子町

常陸太田・ひたちな

か保健医療圏

出典：茨城県ホームページ「県内保健所一覧」（2021 年 3 月）

受診者の居住地の内訳

合計
水戸市 笠間市

ひたち
なか市

那珂市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 その他

水戸市休日夜
間緊急診療所 

3,339 231 240 154 70 276 54 120 28 300 4,812

69.4% 4.8% 5.0% 3.2% 1.5% 5.7% 1.1% 2.5% 0.6% 6.2% 100%

笠間市立病院
14 856 - - 8 7 - 7 - 17 909

1.5% 94.2% - - 0.9% 0.8% - 0.8% - 1.9% 100%

ひたちなか市休
日夜間診療所 

108 3 1,703 164 1 9 21 5 137 111 2,262

4.8% 0.1% 75.3% 7.3% 0.0% 0.4% 0.9% 0.2% 6.1% 4.9% 100%

（２）福祉

高齢者等のサービス需要の増加により，高齢者福祉施設や障害福祉サービス事業所

が数多く設置されています。水戸市には，圏域の高齢者福祉施設の約 38 パーセント，

障害福祉サービス事業所の約 45 パーセントが集中しています。 

表 27 高齢者福祉施設の状況 

(単位：箇所，人) 

市町村名 
特別養護老人ホーム 養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 
（ケアハウス） 

合計 

施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 

水 戸 市 24 1,591 2 170 5 240 31 2,001 

笠 間 市 5 368 - - 3 115 8 483 

ひたちなか市 9 494 1 60 1 15 11 569 

那 珂 市 5 377 2 180 1 64 8 621 

小 美 玉 市 8 582 - - 1 50 9 632 

茨 城 町 4 220 - - 1 50 5 270 

大 洗 町 2 130 - - - - 2 130 

城 里 町 2 120 - - 1 15 3 135 

東 海 村 3 333 - - 1 61 4 394 

圏 域 計 62 4,215 5 410 14 610 81 5,235 

出典：茨城県「茨城県内の老人福祉施設一覧」（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

表 28 主な障害福祉サービス事業所の状況 

(単位：箇所) 

市町村名 

障害者 障害児 

合計 
訪問系 

日中 
活動系 

短期 
入所 

入所， 
グループ
ホーム 

相談等 
支援 

通所 
支援 

入所 
相談 
支援 

水 戸 市 81 159 20 44 46 81 2 19 452 

笠 間 市 11 31 3 13 14 15 - 6 93 

ひたちなか市 21 46 4 11 21 32 - 10 145 

那 珂 市 22 32 7 8 14 27 - 10 120 

小 美 玉 市 8 17 2 5 10 12 - 4 58 

茨 城 町 5 15 7 7 6 6 1 2 49 

大 洗 町 4 - - - 3 2 - 1 10 

城 里 町 3 6 - - 1 2 - 1 13 

東 海 村 4 15 4 5 11 7 1 9 56 

圏 域 計 159 321 47 93 126 184 4 62 996 

※ 事業所数については，サービスの種類ごとに１箇所と数えている。 

出典：茨城県「指定障害者福祉サービス事業者一覧」（2020 年 9 月 1 日現在） 
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表 24 休日夜間急患センターにおける受診者の状況 
（単位：人） 

※ 上段：受診者数，下段：合計に占める割合

出典：各市町村調，水戸市保健所調（2020 年度）

表 25 医師数及び看護職数 
(単位：人) 

市町村名  医師数  
小児科  

医数  

産婦人  

科医数  

看護  

職数  

人口 10 万人当たり 

医師数  
小児科  

医数  

産婦人  

科医数  

看護  

職数  

水 戸 市 687 57 33 4,045 254.2 21.1  12.2 1,496.5 

笠 間 市 235 5 13 1,179 313.2 6.7 17.3 1,571.4 

ひ た ち な か 市 195 8 15 1,236 125.3 5.1 9.6 793.9 

那 珂 市 53 1 - 414 98.9 1.9 - 772.6 

小 美 玉 市 31 1 - 338 62.4 2.0 - 680.7 

茨 城 町 121 1 - 777 376.9 3.1 - 2,420.3 

大 洗 町 14 - - 108 86.2 - - 665.4 

城 里 町 8 - - 104 42.6 - - 554.3 

東 海 村 41 6 - 400 109.0 16.0 - 1,063.4 

圏 域 1,385 79 61 8,601 195.4 11.1 8.6 1,213.2 

茨 城 県 5,394 291 210 31,015 187.5 10.1 7.3 1,078.0 

全 国 311,963 17,321 10,778 1,612,951 246.7 13.7 8.5 1,275.6 

※ 医師数は医療施設従事医師数，小児科医数及び産婦人科医数はそれぞれ主たる診療科の医療施設従

事医師数である。なお，産婦人科医数には産科医数を含む。 

※ 看護職は，保健師，助産師，看護師及び准看護師をいう。 

出典：茨城県保健福祉部「茨城県医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」（2018 年 12 月 31 日現在）， 

「保健師助産師看護師の現状」（2018 年 12 月 31 日現在） 

表 26 保健所の状況 

保健所 
管轄市町村 

保健医療圏 
圏域 圏域外 

圏療医健保戸水市戸水所健保市戸水

茨城県中央保健所 
笠間市，小美玉市，茨城町，

大洗町，城里町 

茨城県ひたちなか 

保健所 

ひたちなか市，那珂市， 

東海村 

常陸太田市，常陸大宮市，

大子町 

常陸太田・ひたちな

か保健医療圏 

出典：茨城県ホームページ「県内保健所一覧」（2021 年 3 月） 

 

受診者の居住地の内訳  

合計  
水戸市 笠間市

ひたち
なか市  

那珂市  小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 その他

水戸市休日夜
間緊急診療所 

3,339 231 240 154 70 276 54 120 28 300 4,812 

69.4% 4.8% 5.0% 3.2% 1.5% 5.7% 1.1% 2.5% 0.6% 6.2% 100% 

笠間市立病院  
14 856 - - 8 7 - 7 - 17 909 

1.5% 94.2% - - 0.9% 0.8% - 0.8% - 1.9% 100% 

ひたちなか市休
日夜間診療所 

108 3 1,703 164 1 9 21 5 137 111 2,262 

4.8% 0.1% 75.3% 7.3% 0.0% 0.4% 0.9% 0.2% 6.1% 4.9% 100% 

（２）福祉

高齢者等のサービス需要の増加により，高齢者福祉施設や障害福祉サービス事業所

が数多く設置されています。水戸市には，圏域の高齢者福祉施設の約 38 パーセント，

障害福祉サービス事業所の約 45 パーセントが集中しています。 

表 27 高齢者福祉施設の状況 

(単位：箇所，人) 

市町村名 
特別養護老人ホーム 養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 
（ケアハウス） 

合計 

施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 

水 戸 市 24 1,591 2 170 5 240 31 2,001 

笠 間 市 5 368 - - 3 115 8 483 

ひたちなか市 9 494 1 60 1 15 11 569 

那 珂 市 5 377 2 180 1 64 8 621 

小 美 玉 市 8 582 - - 1 50 9 632 

茨 城 町 4 220 - - 1 50 5 270 

大 洗 町 2 130 - - - - 2 130 

城 里 町 2 120 - - 1 15 3 135 

東 海 村 3 333 - - 1 61 4 394 

圏 域 計 62 4,215 5 410 14 610 81 5,235 

出典：茨城県「茨城県内の老人福祉施設一覧」（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

表 28 主な障害福祉サービス事業所の状況 

(単位：箇所) 

市町村名 

障害者 障害児 

合計 
訪問系 

日中 
活動系 

短期 
入所 

入所， 
グループ
ホーム 

相談等 
支援 

通所 
支援 

入所 
相談 
支援 

水 戸 市 81 159 20 44 46 81 2 19 452 

笠 間 市 11 31 3 13 14 15 - 6 93 

ひたちなか市 21 46 4 11 21 32 - 10 145 

那 珂 市 22 32 7 8 14 27 - 10 120 

小 美 玉 市 8 17 2 5 10 12 - 4 58 

茨 城 町 5 15 7 7 6 6 1 2 49 

大 洗 町 4 - - - 3 2 - 1 10 

城 里 町 3 6 - - 1 2 - 1 13 

東 海 村 4 15 4 5 11 7 1 9 56 

圏 域 計 159 321 47 93 126 184 4 62 996 

※ 事業所数については，サービスの種類ごとに１箇所と数えている。 

出典：茨城県「指定障害者福祉サービス事業者一覧」（2020 年 9 月 1 日現在） 
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（３）広域交通網

圏域には，鉄道や高速道路が整備されているのをはじめ，茨城港常陸那珂港区及び

茨城港大洗港区，さらには，北関東唯一の空港である茨城空港が立地しており，陸・

海・空の交通ネットワークが形成されています。 

鉄道では，ＪＲ常磐線，ＪＲ水戸線，ＪＲ水郡線のほか，鹿島臨海鉄道大洗鹿島線，

ひたちなか海浜鉄道湊線が運行しており，2020（令和２）年度ＪＲの主な駅の１日平

均の乗車人員をみると，多い順に水戸駅 22,175 人，勝田駅 9,904 人，赤塚駅 4,690 人

となっています。 

バスについては，主要駅からその近郊を中心に路線バスが走るとともに，常磐自動

車道等の高速道路経由で東京，京都・大阪，名古屋，仙台，宇都宮，成田方面等に高

速バスが運行しています。このほか，各市町村では，コミュニティバスやデマンド交

通を導入し，路線バスの運行空白地等を運行しており，公共交通を補完しています。 

また，茨城空港においては，国内線４路線，国際線３路線が就航しているほか，茨

城港常陸那珂港区及び茨城港大洗港区においては，多くの国内外の定期航路がありま

す。 

図 11 圏域内の鉄道路線 

美乃浜学園

高
田
の
鉄
橋

工
機
前

至鹿島  

表 29 主な鉄道の駅の 1 日平均の乗車人員 （単位：人）

事業者 駅の所在市町村 主な駅 一日平均の乗車人員 

Ｊ Ｒ 東 日 本 

水 戸 市 

水戸駅 22,175 (29,172) 

赤塚駅 4,690 (6,354) 

内原駅 2,083 (2,758) 

笠 間 市 

友部駅 2,565 (3,531) 

笠間駅 1,088 (1,292) 

岩間駅 1,063 (1,312) 

ひ た ち な か 市 
勝田駅 9,904 (13,586) 

佐和駅 3,230 (3,887) 

那 珂 市 上菅谷駅 607 (734) 

小 美 玉 市 羽鳥駅 1,797 (2,290) 

東 海 村 東海駅 4,021 (5,055) 

鹿 島 臨 海 鉄 道 
水 戸 市 

水戸駅 2,971 (4,163) 

常澄駅 596 (725) 

大 洗 町 大洗駅 1,518 (2,150) 

ひ た ち な か 

海 浜 鉄 道 
ひ た ち な か 市 

勝田駅 839 (1,266) 

那珂湊駅 476 (712) 

※ 2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているため，参考値として 2019 年度乗

車人員を括弧書きで記載する。また，一日平均の乗車人員 500 人以上の駅を記載している。 

出典：ＪＲ東日本ホームページ「各駅の乗車人員」 2020 年度（2019 年度） 

  水戸市政策企画課調 2020 年度（2019 年度） 

表 30 高速道路 

路線 市町村 インターチェンジ 

常磐自動車道 

水戸市 水戸，水戸北スマート 

笠間市 岩間，友部 SA スマート 

那珂市 那珂 

小美玉市 石岡・小美玉スマート 

東海村 東海スマート 

北関東自動車道 

（東水戸道路及び常陸那珂有

料道路区間を含む） 

水戸市 水戸南，水戸大洗 

笠間市 笠間西，友部 

ひたちなか市 ひたちなか，ひたち海浜公園，常陸那珂港 

茨城町 茨城町西，茨城町東 

東関東自動車道 茨城町 茨城空港北 

出典：東日本高速道路株式会社ホームページ（2021 年 5 月）

表 31 圏域市町村から高速バスが運行している都市及び空港 

市町村名 東京 京都
大阪 

名古屋 仙台 宇都宮 つくば 羽田空港 成田空港 茨城空港 

水 戸 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

笠 間 市 ○         

ひたちなか市 ○  ○ ○   ○ ○ ○ 

那 珂 市 ○         

小 美 玉 市 ○     ○    

茨 城 町 ○         

東 海 村 ○  ○ ○   ○ ○ ○ 

※ 運休中の路線を含む。 

出典：茨城交通及び関東鉄道のホームページ（2021 年 5 月）
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（３）広域交通網

圏域には，鉄道や高速道路が整備されているのをはじめ，茨城港常陸那珂港区及び

茨城港大洗港区，さらには，北関東唯一の空港である茨城空港が立地しており，陸・

海・空の交通ネットワークが形成されています。 

鉄道では，ＪＲ常磐線，ＪＲ水戸線，ＪＲ水郡線のほか，鹿島臨海鉄道大洗鹿島線，

ひたちなか海浜鉄道湊線が運行しており，2020（令和２）年度ＪＲの主な駅の１日平

均の乗車人員をみると，多い順に水戸駅 22,175 人，勝田駅 9,904 人，赤塚駅 4,690 人

となっています。 

バスについては，主要駅からその近郊を中心に路線バスが走るとともに，常磐自動

車道等の高速道路経由で東京，京都・大阪，名古屋，仙台，宇都宮，成田方面等に高

速バスが運行しています。このほか，各市町村では，コミュニティバスやデマンド交

通を導入し，路線バスの運行空白地等を運行しており，公共交通を補完しています。 

また，茨城空港においては，国内線４路線，国際線３路線が就航しているほか，茨

城港常陸那珂港区及び茨城港大洗港区においては，多くの国内外の定期航路がありま

す。 

図 11 圏域内の鉄道路線 

美乃浜学園

高
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前

至鹿島  

表 29 主な鉄道の駅の 1 日平均の乗車人員 （単位：人）

事業者 駅の所在市町村 主な駅 一日平均の乗車人員

Ｊ Ｒ 東 日 本

水 戸 市

水戸駅 22,175 (29,172)

赤塚駅 4,690 (6,354)

内原駅 2,083 (2,758)

笠 間 市

友部駅 2,565 (3,531)

笠間駅 1,088 (1,292)

岩間駅 1,063 (1,312)

ひ た ち な か 市
勝田駅 9,904 (13,586)

佐和駅 3,230 (3,887)

那 珂 市 上菅谷駅 607 (734)

小 美 玉 市 羽鳥駅 1,797 (2,290)

東 海 村 東海駅 4,021 (5,055)

鹿 島 臨 海 鉄 道
水 戸 市

水戸駅 2,971 (4,163)

常澄駅 596 (725)

大 洗 町 大洗駅 1,518 (2,150)

ひ た ち な か

海 浜 鉄 道
ひ た ち な か 市

勝田駅 839 (1,266)

那珂湊駅 476 (712)

※ 2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているため，参考値として 2019 年度乗

車人員を括弧書きで記載する。また，一日平均の乗車人員 500 人以上の駅を記載している。

出典：ＪＲ東日本ホームページ「各駅の乗車人員」 2020 年度（2019 年度）

  水戸市政策企画課調 2020 年度（2019 年度）

表 30 高速道路

路線 市町村 インターチェンジ

常磐自動車道

水戸市 水戸，水戸北スマート

笠間市 岩間，友部 SA スマート

那珂市 那珂

小美玉市 石岡・小美玉スマート

東海村 東海スマート

北関東自動車道

（東水戸道路及び常陸那珂有

料道路区間を含む）

水戸市 水戸南，水戸大洗

笠間市 笠間西，友部

ひたちなか市 ひたちなか，ひたち海浜公園，常陸那珂港

茨城町 茨城町西，茨城町東

東関東自動車道 茨城町 茨城空港北

出典：東日本高速道路株式会社ホームページ（2021 年 5 月）

表 31 圏域市町村から高速バスが運行している都市及び空港

市町村名 東京 京都
大阪

名古屋 仙台 宇都宮 つくば 羽田空港 成田空港 茨城空港

水 戸 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

笠 間 市 ○      

ひたちなか市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

那 珂 市 ○      

小 美 玉 市 ○   ○

茨 城 町 ○      

東 海 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 運休中の路線を含む。

出典：茨城交通及び関東鉄道のホームページ（2021 年 5 月）
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表 32 コミュニティバスの運行状況

（単位：日，人）

市町村名 名称 運行車両 利用対象者
年間運行日数

(令和 2 年度)

年間利用者数

(令和 2 年度)

笠 間 市 かさま観光周遊バス 中型バス(定員 36 人)1 台 限定なし 316 15,348

ひたちなか市 スマイルあおぞらバス

中型ノンステップバス

(定員 30 人)5 台，

ワゴン車(定員 9 人)3 台

限定なし 359 146,529

小 美 玉 市 市内循環バス
小型ノンステップバス

(定員 31 人)2 台
限定なし 294 18,055

大 洗 町

循環バス「海遊号」
中型ノンステップバス

(定員 53 人)1 台
限定なし

365 45,393

じんぐりバス

「なっちゃん号」

小型バス

(定員 38 人)1 台
237 3,503

出典：水戸市交通政策課調（2021 年 5 月）

表 33 デマンド交通の運行状況

（単位：日，人）

市町村名 名称 運行車両 利用対象者
年間運行日数

(令和 2 年度)

年間利用者数

(令和 2 年度)

水 戸 市 1,000 円タクシー セダン車(定員 4 人)5 台 住民限定
243～293

※地域で異なる
1,656

笠 間 市 デマンドタクシーかさま ワゴン車(定員 10 人)10 台 住民限定 284 41,946

那 珂 市 ひまわりタクシー
セダン車(定員 4 人)4 台，

ワゴン車(定員 9 人)2 台
住民限定 293 16,805

茨 城 町 ひぬま～る セダン車(定員 4 人)1 台 住民限定 243 2,801

城 里 町 ふれあいタクシー
ワゴン車(定員 7 人)2 台，

セダン車(定員 3 人)1 台
住民限定 243 10,819

東 海 村 あいのりくん セダン車(定員 3 人)6 台 住民限定 293 37,732

出典：水戸市交通政策課調（2021 年 5 月）

表 34 茨城空港の航空路線

空港名 主な就航路線 利用者数

茨城空港

(小美玉市)

国内線 札幌，神戸，福岡，那覇
208,570 人

(635,279 人)

国際線 上海，西安，台北
- 人

(140,723 人)

※ 運休中の路線を含む。

※ 2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているため，参考値として 2019 年度

利用者数を括弧書きで記載する。

出典：茨城空港ホームページ「フライト情報」「旅客実績」2020 年度(2019 年度)

表 35 茨城港の定期航路 

〇 常陸那珂港区（ひたちなか市，東海村） 

定期航路 主な就航先 

国内 北海道定期 RORO 航路 苫小牧 

 清水・大分定期 RORO 航路 清水，大分 

 国際フィーダー航路 
鹿島，横浜・東京 

※横浜・東京で OOCL 東南アジア航路等に接続 

国外 北米定期コンテナ航路 北米西岸，清水，横浜，東京，釜山，大阪，名古屋 

 韓国・中国定期コンテナ航路 
仙台，八戸，釧路，苫小牧，酒田，釜山，蔚山，光陽，

上海，寧波，清水ほか２航路 

 韓国定期コンテナ航路 釜山新港，釜山，徳島，清水，鹿島，仙台，八戸 

 北米定期 RORO 航路 ロングビーチ，北米東岸 

 欧州定期 RORO 航路 
ピレウス，リボルノ，バルセロナ，ニューカスル，ロッ

テルダム，アムステルダム，ブレーマーハーフェン 

 極東ロシア定期 RORO 航路 横浜，釜山，ウラジオストック・ナホトカ 

 中国・東南アジア定期 RORO 航路 
横浜，名古屋，神戸，東播磨，馬山，上海，広州，レム

チャバン，ジャカルタ 

 東・南アフリカ定期 RORO 航路 モンバサ，ダルエスサラーム，マプト 

 南アメリカ定期 RORO 航路 上海，サンアントニオ等 

 東南アジア定期 RORO 航路 
名古屋，バタンガス，ジャカルタ，ポートケラン，シン

ガポール，コタキナバル 

 豪州定期 RORO 航路 
横浜，タウンズヴィル，ブリスベン，ポートケンブラ，

メルボルン，アデレード 

 西ヨーロッパ定期 RORO 航路 
ピレウス，リボルノ，ブリストル，ゼーブルージュ，ブ

レーマーハーフェン 

 アフリカ定期 RORO 航路 ダーバン・マプト等ほか１航路 

※ 運休中の航路を含む。 

出典：茨城県「茨城県重要港湾の定期航路状況」（2021 年 3 月） 

〇 大洗港区（大洗町） 

定期航路 就航先 

国内 北海道定期フェリー航路 苫小牧 

出典：茨城県「茨城県重要港湾の定期航路状況」（2021 年 3 月） 
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表 32 コミュニティバスの運行状況 

（単位：日，人） 

市町村名 名称 運行車両 利用対象者 
年間運行日数 

(令和 2 年度) 

年間利用者数 

(令和 2 年度) 

笠 間 市 かさま観光周遊バス 中型バス(定員 36 人)1 台 限定なし 316 15,348 

ひたちなか市 スマイルあおぞらバス 

中型ノンステップバス 

(定員 30 人)5 台， 

ワゴン車(定員 9 人)3 台 

限定なし 359 146,529 

小 美 玉 市 市内循環バス 
小型ノンステップバス 

(定員 31 人)2 台 
限定なし 294 18,055 

大 洗 町 

循環バス「海遊号」 
中型ノンステップバス 

(定員 53 人)1 台 
限定なし 

365 45,393 

じんぐりバス 

「なっちゃん号」 

小型バス 

(定員 38 人)1 台 
237 3,503 

出典：水戸市交通政策課調（2021 年 5 月） 

表 33 デマンド交通の運行状況 

（単位：日，人） 

市町村名 名称 運行車両 利用対象者 
年間運行日数 

(令和 2 年度) 

年間利用者数 

(令和 2 年度) 

水 戸 市 1,000 円タクシー セダン車(定員 4 人)5 台 住民限定 
243～293 

※地域で異なる
1,656 

笠 間 市 デマンドタクシーかさま ワゴン車(定員 10 人)10 台 住民限定 284 41,946 

那 珂 市 ひまわりタクシー 
セダン車(定員 4 人)4 台， 

ワゴン車(定員 9 人)2 台 
住民限定 293 16,805 

茨 城 町 ひぬま～る セダン車(定員 4 人)1 台 住民限定 243 2,801 

城 里 町 ふれあいタクシー 
ワゴン車(定員 7 人)2 台， 

セダン車(定員 3 人)1 台 
住民限定 243 10,819 

東 海 村 あいのりくん セダン車(定員 3 人)6 台 住民限定 293 37,732 

出典：水戸市交通政策課調（2021 年 5 月） 

表 34 茨城空港の航空路線 

空港名 主な就航路線 利用者数 

茨城空港 

(小美玉市) 

国内線 札幌，神戸，福岡，那覇 
208,570 人 

(635,279 人) 

国際線 上海，西安，台北 
- 人 

(140,723 人) 

※ 運休中の路線を含む。 

※ 2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているため，参考値として 2019 年度

利用者数を括弧書きで記載する。 

出典：茨城空港ホームページ「フライト情報」「旅客実績」2020 年度(2019 年度) 

表 35 茨城港の定期航路 

〇 常陸那珂港区（ひたちなか市，東海村） 

定期航路 主な就航先 

国内 北海道定期 RORO 航路 苫小牧 

 清水・大分定期 RORO 航路 清水，大分 

 国際フィーダー航路 
鹿島，横浜・東京 

※横浜・東京で OOCL 東南アジア航路等に接続 

国外 北米定期コンテナ航路 北米西岸，清水，横浜，東京，釜山，大阪，名古屋 

 韓国・中国定期コンテナ航路 
仙台，八戸，釧路，苫小牧，酒田，釜山，蔚山，光陽，

上海，寧波，清水ほか２航路 

 韓国定期コンテナ航路 釜山新港，釜山，徳島，清水，鹿島，仙台，八戸 

 北米定期 RORO 航路 ロングビーチ，北米東岸 

 欧州定期 RORO 航路 
ピレウス，リボルノ，バルセロナ，ニューカスル，ロッ

テルダム，アムステルダム，ブレーマーハーフェン 

 極東ロシア定期 RORO 航路 横浜，釜山，ウラジオストック・ナホトカ 

 中国・東南アジア定期 RORO 航路 
横浜，名古屋，神戸，東播磨，馬山，上海，広州，レム

チャバン，ジャカルタ 

 東・南アフリカ定期 RORO 航路 モンバサ，ダルエスサラーム，マプト 

 南アメリカ定期 RORO 航路 上海，サンアントニオ等 

 東南アジア定期 RORO 航路 
名古屋，バタンガス，ジャカルタ，ポートケラン，シン

ガポール，コタキナバル 

 豪州定期 RORO 航路 
横浜，タウンズヴィル，ブリスベン，ポートケンブラ，

メルボルン，アデレード 

 西ヨーロッパ定期 RORO 航路 
ピレウス，リボルノ，ブリストル，ゼーブルージュ，ブ

レーマーハーフェン 

 アフリカ定期 RORO 航路 ダーバン・マプト等ほか１航路 

※ 運休中の航路を含む。 

出典：茨城県「茨城県重要港湾の定期航路状況」（2021 年 3 月） 

〇 大洗港区（大洗町） 

定期航路 就航先 

国内 北海道定期フェリー航路 苫小牧 

出典：茨城県「茨城県重要港湾の定期航路状況」（2021 年 3 月） 
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（４）大学，大学院，短期大学，専修学校等

圏域には，大学２校，大学院２校，短期大学２校，高等専門学校１校，専修学校

24 校などがあり，その多くが水戸市に立地しています。また，大学の研究施設が笠

間市，大洗町，東海村に立地しています。 

表 36 圏域内の大学，大学院，短期大学及び高等専門学校  (単位：人) 

分類 名称 学部・学科名 学生数 

大学 

国立 
茨城大学 

（水戸市） 

人文社会科学部 

835科学会社代現

694科学済経律法

054科学化文間人

教育学部 
310,1程課成養員教育教校学

741程課成養諭教護養

709科学理部学理

工学部 

機械システム工学科(昼間コース) 402 

機械システム工学科(フレックスコース) 123 

383科学工ムテスシ子電気電

033科学工学科質物

173科学工報情

962科学工ムテスシ市都

農学部 
233科学科命生食

533科学農合総域地

私立 
常磐大学 

（水戸市） 

人間科学部 

373科学理心

403科学育教

044科学会社代現

052科学ンョシーケニュミコ

723科学養栄康健

総合政策学部 

414科学営経

772科学政行律法

033科学策政合総

943科学護看部学護看

大学院 

国立 
茨城大学 

（水戸市） 

人文社会科学研

究科 

72攻専学科化文

72攻専学科会社

教育学研究科 

8攻専育教児害障

83攻専育教科教

7攻専育教護養

81攻専理心床臨校学

03攻専化度高践実育教

理工学研究科 

(博士前期課程) 

202攻専学科線子量

701攻専学理

422攻専学工ムテスシ械機

331攻専学工ムテスシ子電気電

17攻専学工報情

36攻専学工ムテスシ市都

理工学研究科 

(博士後期課程) 

23攻専学科線子量

42攻専学科ムテスシ系雑複

社会インフラシステム科学専攻 19 

59攻専学農科究研学農

私立 
常磐大学 

（水戸市） 
人間科学研究科 人間科学専攻 19 

短期 

大学 
私立 

常磐短期大学 

（水戸市） 

621科学養教アリャキ

152科学育保育教児幼

茨城女子短期大学 

（那珂市） 

83科学化文現表

361科育保

高等専

門学校 
国立 

茨城工業高等専門学校 

（ひたちなか市） 

799科学工造創際国

64攻専学工ンイザデムテスシ業産

※ 常磐大学及び常磐短期大学，茨城工業高等専門学校…2021 年度，その他の学校…2020 年度 

※ 茨城大学の工学部，農学部のキャンパスは，それぞれ日立市，阿見町にある。 

出典：各大学等ホームページ又は資料

表 37 専修学校，各種学校等 

出典：茨城県ホームページ「私立専修学校一覧」（2020 年 8 月），「私立各種学校一覧」（2021 年 5 月），

「県出先機関・関係機関」（2020 年 8 月） 

表 38 大学の研究施設 

 出典：各大学ホームページ 

区分 所在地 分野 学校名 

専修学校 

水 戸 市 

工業 
水戸日建工科専門学校，水戸電子専門学校，専門学校水戸自動車

大学校 

農業 日本農業実践学園，鯉淵学園農業栄養専門学校 

医療 
茨城歯科専門学校，水戸市医師会看護専門学院，医療専門学校水

戸メディカルカレッジ 

衛生 

中川学園調理技術専門学校，茨城県理容生活衛生同業組合立茨城

県中央理容美容専門学校，水戸美容専門学校，専門学校水戸ビュ

ーティカレッジ 

教育・社会福祉 

リリーこども＆スポーツ専門学校，いばらき中央福祉専門学校，

水戸看護福祉専門学校，大原医療福祉専門学校水戸校，駿優国際

医療ビジネス専門学校 

商業実務 水戸経理専門学校，大原簿記情報公務員専門学校水戸校 

文化・教養 
専門学校文化デザイナー学院，茨城音楽専門学校，専修学校河合

塾水戸校 

笠 間 市 医療 茨城県立中央看護専門学校 

茨 城 町 農業 茨城県立農業大学校 

各種学校 水 戸 市 
服飾・家政 杉山編物技芸学院 

文化・教養 水戸駿優予備学校，茨城朝鮮初中高級学校 

その他 
水 戸 市 職業訓練 

茨城県立産業技術短期大学校，茨城県立産業技術短期大学校併設

水戸産業技術専門学院 

笠 間 市 陶芸 茨城県立笠間陶芸大学校 

所在市町村 大学 施設 

笠 間 市 国立大学法人東京大学 大学院農学生命科学研究科附属牧場 

大 洗 町 国立大学法人東北大学 
金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際

研究センター 

東 海 村 
国立大学法人茨城大学 

東海サテライトキャンパス（フロンティア応用原子

科学研究センター，大学院理工学研究科量子線科学

専攻） 

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科原子力専攻 
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（４）大学，大学院，短期大学，専修学校等

圏域には，大学２校，大学院２校，短期大学２校，高等専門学校１校，専修学校

24 校などがあり，その多くが水戸市に立地しています。また，大学の研究施設が笠

間市，大洗町，東海村に立地しています。 

表 36 圏域内の大学，大学院，短期大学及び高等専門学校  (単位：人) 

分類 名称 学部・学科名 学生数 

大学 

国立 
茨城大学 

（水戸市） 

人文社会科学部 

835科学会社代現

694科学済経律法

054科学化文間人

教育学部 
310,1程課成養員教育教校学

741程課成養諭教護養

709科学理部学理

工学部 

機械システム工学科(昼間コース) 402 

機械システム工学科(フレックスコース) 123 

383科学工ムテスシ子電気電

033科学工学科質物

173科学工報情

962科学工ムテスシ市都

農学部 
233科学科命生食

533科学農合総域地

私立 
常磐大学 

（水戸市） 

人間科学部 

373科学理心

403科学育教

044科学会社代現

052科学ンョシーケニュミコ

723科学養栄康健

総合政策学部 

414科学営経

772科学政行律法

033科学策政合総

943科学護看部学護看

大学院 

国立 
茨城大学 

（水戸市） 

人文社会科学研

究科 

72攻専学科化文

72攻専学科会社

教育学研究科 

8攻専育教児害障

83攻専育教科教

7攻専育教護養

81攻専理心床臨校学

03攻専化度高践実育教

理工学研究科 

(博士前期課程) 

202攻専学科線子量

701攻専学理

422攻専学工ムテスシ械機

331攻専学工ムテスシ子電気電

17攻専学工報情

36攻専学工ムテスシ市都

理工学研究科 

(博士後期課程) 

23攻専学科線子量

42攻専学科ムテスシ系雑複

社会インフラシステム科学専攻 19 

59攻専学農科究研学農

私立 
常磐大学 

（水戸市） 
人間科学研究科 人間科学専攻 19 

短期 

大学 
私立 

常磐短期大学 

（水戸市） 

621科学養教アリャキ

152科学育保育教児幼

茨城女子短期大学 

（那珂市） 

83科学化文現表

361科育保

高等専

門学校 
国立 

茨城工業高等専門学校 

（ひたちなか市） 

799科学工造創際国

64攻専学工ンイザデムテスシ業産

※ 常磐大学及び常磐短期大学，茨城工業高等専門学校…2021 年度，その他の学校…2020 年度 

※ 茨城大学の工学部，農学部のキャンパスは，それぞれ日立市，阿見町にある。 

出典：各大学等ホームページ又は資料

表 37 専修学校，各種学校等

出典：茨城県ホームページ「私立専修学校一覧」（2020 年 8 月），「私立各種学校一覧」（2021 年 5 月），

「県出先機関・関係機関」（2020 年 8 月）

表 38 大学の研究施設

出典：各大学ホームページ

区分 所在地 分野 学校名 

専修学校 

水 戸 市

工業 
水戸日建工科専門学校，水戸電子専門学校，専門学校水戸自動車

大学校

農業 日本農業実践学園，鯉淵学園農業栄養専門学校

医療 
茨城歯科専門学校，水戸市医師会看護専門学院，医療専門学校水

戸メディカルカレッジ

衛生 

中川学園調理技術専門学校，茨城県理容生活衛生同業組合立茨城

県中央理容美容専門学校，水戸美容専門学校，専門学校水戸ビュ

ーティカレッジ

教育・社会福祉 

リリーこども＆スポーツ専門学校，いばらき中央福祉専門学校，

水戸看護福祉専門学校，大原医療福祉専門学校水戸校，駿優国際

医療ビジネス専門学校

商業実務 水戸経理専門学校，大原簿記情報公務員専門学校水戸校

文化・教養 
専門学校文化デザイナー学院，茨城音楽専門学校，専修学校河合

塾水戸校

笠 間 市 医療 茨城県立中央看護専門学校

茨 城 町 農業 茨城県立農業大学校

各種学校 水 戸 市
服飾・家政 杉山編物技芸学院

文化・教養 水戸駿優予備学校，茨城朝鮮初中高級学校

その他 
水 戸 市 職業訓練 

茨城県立産業技術短期大学校，茨城県立産業技術短期大学校併設

水戸産業技術専門学院

笠 間 市 陶芸 茨城県立笠間陶芸大学校

所在市町村 大学 施設

笠 間 市 国立大学法人東京大学 大学院農学生命科学研究科附属牧場

大 洗 町 国立大学法人東北大学
金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際

研究センター

東 海 村
国立大学法人茨城大学

東海サテライトキャンパス（フロンティア応用原子

科学研究センター，大学院理工学研究科量子線科学

専攻）

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科原子力専攻
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（５）文化・スポーツ

表 39 主なホール，美術館・博物館

市町村名 ホール 美術館・博物館

水 戸 市

ザ・ヒロサワ・シティ会館(県民文化セン

ター)，茨城教育会館

茨城県立歴史館，茨城県近代美術館，水戸芸術館，水

戸市立博物館，水戸市平和記念館，水戸城跡二の丸展

示館，水戸市内原郷土史義勇軍資料館，水戸市埋蔵文

化財センター，徳川ミュージアム，常陽史料館

笠 間 市
笠，荘里萬風春，館術美動日間笠，館術美芸陶県城茨館民公間笠

間稲荷美術館，田中嘉三記念館

ひたちなか市
文化会館，ワークプラザ勝田，ふれあい

交流館（那珂湊総合福祉センター内）

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

那 珂 市 総合センターらぽーる

小 美 玉 市
四季文化館みの～れ，小川文化センター

アピオス，生涯学習センターコスモス

ひょうたん美術館，タカノフーズ納豆博物館

茨 城 町 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」

大 洗 町

トヨペットスマイルホール大洗（大洗文

化センター，大洗町中央公民館，大洗町

漁村センター）

大洗町幕末と明治の博物館，大洗海洋博物館，大洗美

術館

城 里 町 コミュニティセンター城里 県埋蔵文化財センター｢いせきぴあ茨城｣

東 海 村
東海文化センター，東海村産業・情報プ

ラザ

東海村歴史と未来の交流館，東海ステーションギャラ

リー

出典：各市町村調（2021 年５月）

表 40 主な体育施設・図書館

市町村名 運動公園・体育館等 図書館

水 戸 市

千波公園，堀原運動公園，青柳公園，総合運動公園，大串貝

塚ふれあい公園，大塚池公園，東町運動公園，小吹運動公園，

ケーズデンキスタジアム水戸（市立競技場），田野運動公園，

元石川市民運動場，常澄運動場，常澄健康管理トレーニング

センター，内原ヘルスパーク，市立サッカー・ラグビー場

茨城県立図書館，市立中央図書

館，市立東部図書館，市立西部図

書館，市立見和図書館，市立常澄

図書館，市立内原図書館

笠 間 市
総合公園，笠間市民体育館，岩間海洋センター，ゆかいふれ

あいセンター，ムラサキパークかさま

市立笠間図書館，市立友部図書

館，市立岩間図書館

ひたちなか市

笠松運動公園，総合運動公園，那珂湊運動公園，松戸体育館，

那珂湊体育館，那珂湊第二野球場，津田運動ひろば，佐野運

動ひろば，石川運動ひろば，六ツ野スポーツの杜公園，東石

川第４公園，西原公園

市立中央図書館，市立那珂湊図書

館，市立佐野図書館

那 珂 市
那珂総合公園，中谷原公園，ふれあいの杜公園，瓜連体育館，

神崎グラウンド，神崎テニスコート

市立図書館

小 美 玉 市
希望ヶ丘公園，玉里運動公園，小川運動公園，小川海洋セン

ター，玉里海洋センター

小川図書館，玉里図書館

茨 城 町 運動公園，フォレストぬまさきグラウンド 町立図書館

大 洗 町
トヨペットエンジョイパーク大洗（総合運動公園），ビーチ

テニスクラブ

城 里 町

常北運動公園，上古内多目的運動広場，健康管理トレーニン

グセンター，桂体育館，大桂公園，下赤沢運動広場，塩子運

動広場，グリーン桂うぐいすの里

町立桂図書館

東 海 村 総合体育館，東海村テニスコート，阿漕ヶ浦公園 村立図書館

出典：各市町村調（2021 年５月）

各市町村には，ホールや美術館・博物館，体育施設，図書館があり，住民が利用す

るほか，観光や催し物の開催などに利用されています。

また，市町村は協定を結び，それぞれが保有する体育施設や図書館など相互利用に

供しています。

2020（令和 2）年度における居住市町村を除いた圏域内施設の利用状況をみると，

体育施設が 106,868 人，図書館が 84,048 人に上り，多くの住民が他市町村の施設を利

用していることがうかがえます。

人口が減少する中，今後，各自治体が多くの公共施設を保有することが難しくなる

ことが想定されており，施設の相互利用は，住民サービスの維持・向上の面から一層

有用になります。

表 41 広域利用対象の体育施設・図書館等の利用状況(2020 年度) （単位：人）

市町村名

運動公園・体育館等 図書館 その他

利用者（住民）の内訳 利用者（住民）の内訳 利用者（住民）の内訳

市町村内 圏 域 内 圏 域 外 合 計 市町村内 圏 域 内 圏 域 外 合 計 市町村内 圏 域 内 圏 域 外 合 計 

水 戸 市
189,318 16,260 1,561 207,139 259,174 14,839 1,926 275,939 3,718 1,274 21 5,013

91.4% 7.8% 0.8% 100% 93.9% 5.4% 0.7% 100% 74.2% 25.4% 0.4% 100%

笠 間 市
- - - - 166,382 44,473 37,455 248,310 - - - -

- - - - 67.0% 17.9% 15.1% 100% - - - -

ひ た ち な か 市
238,156 8,449 47,127 293,732 130,425 2,974 317 133,716 - - - -

81.1% 2.9% 16.0% 100% 97.6% 2.2% 0.2% 100% - - - -

那 珂 市
45,320 25,377 5,048 75,745 54,402 16,263 1,134 71,799 - - - -

59.8% 33.5% 6.7% 100% 75.8% 22.6% 1.6% 100% - - - -

小 美 玉 市
71,920 930 10,001 82,851 13,932 208 1,703 15,843 4,590 14 237 4,841

86.8% 1.1% 12.1% 100% 87.9% 1.3% 10.7% 100% 94.8% 0.3% 4.9% 100%

茨 城 町
17,843 5,292 156 23,291 14,760 3,117 579 18,456 - - - -

76.6% 22.7% 0.7% 100% 80.0% 16.9% 3.1% 100% - - - -

大 洗 町
8,773 13,652 878 23,303 - - - - 2,968 - 11 2,979

37.6% 58.6% 3.8% 100% - - - - 99.6% - 0.4% 100%

城 里 町
41,973 4,091 149 46,213 9,007 1,090 3,607 13,704 9,488 819 229 10,536

90.8% 8.9% 0.3% 100% 65.7% 8.0% 26.3% 100% 90.0% 7.8% 2.2% 100%

東 海 村
95,657 32,817 6,470 134,944 5,733 1,084 56 6,873 13,632 676 517 14,825

70.9% 24.3% 4.8% 100% 83.4% 15.8% 0.8% 100% 91.9% 4.6% 3.5% 100%

合 計
708,960 106,868 71,390 887,218 653,815 84,048 46,777 784,640 34,396 2,783 1,015 38,194

79.9% 12.0% 8.1% 100% 83.3% 10.7% 6.0% 100% 90.0% 7.3% 2.7% 100%

出典：水戸市政策企画課調

図 12 広域利用の状況

※ 利用者総数には，居住地不詳分を含む。

出典：水戸市政策企画課調
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（５）文化・スポーツ

表 39 主なホール，美術館・博物館

市町村名 ホール 美術館・博物館

水 戸 市

ザ・ヒロサワ・シティ会館(県民文化セン

ター)，茨城教育会館

茨城県立歴史館，茨城県近代美術館，水戸芸術館，水

戸市立博物館，水戸市平和記念館，水戸城跡二の丸展

示館，水戸市内原郷土史義勇軍資料館，水戸市埋蔵文

化財センター，徳川ミュージアム，常陽史料館

笠 間 市
笠，荘里萬風春，館術美動日間笠，館術美芸陶県城茨館民公間笠

間稲荷美術館，田中嘉三記念館

ひたちなか市
文化会館，ワークプラザ勝田，ふれあい

交流館（那珂湊総合福祉センター内）

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

那 珂 市 総合センターらぽーる

小 美 玉 市
四季文化館みの～れ，小川文化センター

アピオス，生涯学習センターコスモス

ひょうたん美術館，タカノフーズ納豆博物館

茨 城 町 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」

大 洗 町

トヨペットスマイルホール大洗（大洗文

化センター，大洗町中央公民館，大洗町

漁村センター）

大洗町幕末と明治の博物館，大洗海洋博物館，大洗美

術館

城 里 町 コミュニティセンター城里 県埋蔵文化財センター｢いせきぴあ茨城｣

東 海 村
東海文化センター，東海村産業・情報プ

ラザ

東海村歴史と未来の交流館，東海ステーションギャラ

リー

出典：各市町村調（2021 年５月）

表 40 主な体育施設・図書館

市町村名 運動公園・体育館等 図書館

水 戸 市

千波公園，堀原運動公園，青柳公園，総合運動公園，大串貝

塚ふれあい公園，大塚池公園，東町運動公園，小吹運動公園，

ケーズデンキスタジアム水戸（市立競技場），田野運動公園，

元石川市民運動場，常澄運動場，常澄健康管理トレーニング

センター，内原ヘルスパーク，市立サッカー・ラグビー場

茨城県立図書館，市立中央図書

館，市立東部図書館，市立西部図

書館，市立見和図書館，市立常澄

図書館，市立内原図書館

笠 間 市
総合公園，笠間市民体育館，岩間海洋センター，ゆかいふれ

あいセンター，ムラサキパークかさま

市立笠間図書館，市立友部図書

館，市立岩間図書館

ひたちなか市

笠松運動公園，総合運動公園，那珂湊運動公園，松戸体育館，

那珂湊体育館，那珂湊第二野球場，津田運動ひろば，佐野運

動ひろば，石川運動ひろば，六ツ野スポーツの杜公園，東石

川第４公園，西原公園

市立中央図書館，市立那珂湊図書

館，市立佐野図書館

那 珂 市
那珂総合公園，中谷原公園，ふれあいの杜公園，瓜連体育館，

神崎グラウンド，神崎テニスコート

市立図書館

小 美 玉 市
希望ヶ丘公園，玉里運動公園，小川運動公園，小川海洋セン

ター，玉里海洋センター

小川図書館，玉里図書館

茨 城 町 運動公園，フォレストぬまさきグラウンド 町立図書館

大 洗 町
トヨペットエンジョイパーク大洗（総合運動公園），ビーチ

テニスクラブ

城 里 町

常北運動公園，上古内多目的運動広場，健康管理トレーニン

グセンター，桂体育館，大桂公園，下赤沢運動広場，塩子運

動広場，グリーン桂うぐいすの里

町立桂図書館

東 海 村 総合体育館，東海村テニスコート，阿漕ヶ浦公園 村立図書館

出典：各市町村調（2021 年５月）

各市町村には，ホールや美術館・博物館，体育施設，図書館があり，住民が利用す

るほか，観光や催し物の開催などに利用されています。

また，市町村は協定を結び，それぞれが保有する体育施設や図書館など相互利用に

供しています。

2020（令和 2）年度における居住市町村を除いた圏域内施設の利用状況をみると，

体育施設が 106,868 人，図書館が 84,048 人に上り，多くの住民が他市町村の施設を利

用していることがうかがえます。

人口が減少する中，今後，各自治体が多くの公共施設を保有することが難しくなる

ことが想定されており，施設の相互利用は，住民サービスの維持・向上の面から一層

有用になります。

表 41 広域利用対象の体育施設・図書館等の利用状況(2020 年度) （単位：人）

市町村名

運動公園・体育館等 図書館 その他

利用者（住民）の内訳 利用者（住民）の内訳 利用者（住民）の内訳

市町村内 圏 域 内 圏 域 外 合 計 市町村内 圏 域 内 圏 域 外 合 計 市町村内 圏 域 内 圏 域 外 合 計 

水 戸 市
189,318 16,260 1,561 207,139 259,174 14,839 1,926 275,939 3,718 1,274 21 5,013

91.4% 7.8% 0.8% 100% 93.9% 5.4% 0.7% 100% 74.2% 25.4% 0.4% 100%

笠 間 市
- - - - 166,382 44,473 37,455 248,310 - - - -

- - - - 67.0% 17.9% 15.1% 100% - - - -

ひ た ち な か 市
238,156 8,449 47,127 293,732 130,425 2,974 317 133,716 - - - -

81.1% 2.9% 16.0% 100% 97.6% 2.2% 0.2% 100% - - - -

那 珂 市
45,320 25,377 5,048 75,745 54,402 16,263 1,134 71,799 - - - -

59.8% 33.5% 6.7% 100% 75.8% 22.6% 1.6% 100% - - - -

小 美 玉 市
71,920 930 10,001 82,851 13,932 208 1,703 15,843 4,590 14 237 4,841

86.8% 1.1% 12.1% 100% 87.9% 1.3% 10.7% 100% 94.8% 0.3% 4.9% 100%

茨 城 町
17,843 5,292 156 23,291 14,760 3,117 579 18,456 - - - -

76.6% 22.7% 0.7% 100% 80.0% 16.9% 3.1% 100% - - - -

大 洗 町
8,773 13,652 878 23,303 - - - - 2,968 - 11 2,979

37.6% 58.6% 3.8% 100% - - - - 99.6% - 0.4% 100%

城 里 町
41,973 4,091 149 46,213 9,007 1,090 3,607 13,704 9,488 819 229 10,536

90.8% 8.9% 0.3% 100% 65.7% 8.0% 26.3% 100% 90.0% 7.8% 2.2% 100%

東 海 村
95,657 32,817 6,470 134,944 5,733 1,084 56 6,873 13,632 676 517 14,825

70.9% 24.3% 4.8% 100% 83.4% 15.8% 0.8% 100% 91.9% 4.6% 3.5% 100%

合 計
708,960 106,868 71,390 887,218 653,815 84,048 46,777 784,640 34,396 2,783 1,015 38,194

79.9% 12.0% 8.1% 100% 83.3% 10.7% 6.0% 100% 90.0% 7.3% 2.7% 100%

出典：水戸市政策企画課調

図 12 広域利用の状況

※ 利用者総数には，居住地不詳分を含む。

出典：水戸市政策企画課調
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（６）観光

圏域内には，日本遺産に認定された弘道館や偕楽園をはじめ，ネモフィラやコキア

の開花時期にひときわにぎわう国営ひたち海浜公園のほか，日本三大稲荷に数えられ

る笠間稲荷神社や日本三体虚空蔵に数えられる村松山虚空蔵堂等の神社仏閣など，茨

城県を代表する観光施設が数多く存在しています。また，ラムサール条約湿地に登録

された涸沼，国の重要湿地に選定された千波湖，古徳沼などの豊かな自然，さらには，

大洗サンビーチやふれあいの里（城里町総合野外活動センター）などのレジャー施設

を有しており，近年は茨城空港の見学などでも多くの観光客が圏域を訪れています。

2019（令和元）年の年間観光入込客数をみると，大洗町が約 441 万人と最多で，ひ

たちなか市が約 437 万人と続き，水戸市，笠間市が 300 万人台となっています。

また，旅館・ホテルについては，圏域全体で 274 か所 8,500 室あります。市町村別

でみると，水戸市に 70 か所 4,191 室，ひたちなか市に 78 か所 1,896 室あるほか，観

光でにぎわう笠間市や大洗町にもそれぞれ 31 か所，47 か所立地しています。

図 13 観光入込客数

※ 国体参加者数及びゴルフ場利用者数を除く。

※ 茨城県，各市町村の観光入込客数の千人未満をそれぞれ四捨五入している。

  出典：茨城県営業戦略部観光物産課「茨城の観光レクリエーション現況（観光客動態調査報告）」

（平成 27 年～令和元年）
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表 42 主な観光関連施設（既出の施設を除く。）

市町村名 公園 歴史・文化施設 寺社仏閣・名所旧跡 その他

水 戸 市

偕楽園，保和苑，水戸

市植物公園，水戸市森

林公園，七ツ洞公園

弘道館，常陽藝文セン

ター，けんしん天体研修

館プラネタリウム

偕楽園好文亭，常磐神

社，千波湖，大塚池，水

戸八景（青柳夜雨，仙

湖暮雪），水戸城大手

門

笠 間 市

笠間芸術の森公園，笠

間つつじ公園，北山公

園

笠間工芸の丘，筑波海

軍航空隊記念館，歴史

民俗資料館，かさま歴

史交流館井筒屋

笠間稲荷神社，愛宕神

社，合気神社，西念寺，

鳳台院，常陸国出雲大

社，楞厳寺，愛宕山，笠

間城跡

笠 間 の 家 ， 石 の 百 年

館，あたご天狗の森，笠

間クラインガルテン，道

の駅かさま

ひ た ち な か 市

国営ひたち海浜公園，

馬渡はにわ公園，湊公

園

虎塚古墳，那珂湊反射

炉跡，武田氏館

水戸八景（水門帰帆），

天満宮，酒列磯前神社

那珂湊おさかな市場，

阿字ヶ浦海水浴場，平

磯海水浴場，姥の懐マ

リンプール

那 珂 市

静峰ふるさと公園，那珂

総合公園，県民の森，

一の関ため池親水公園

（曲がり家），清水洞の

上公園

歴史民俗資料館 古徳沼，額田城跡，静

神社，常福寺，一乗院

茨城県植物園，きのこ

博士館

小 美 玉 市

希望ヶ丘公園（コスモス

畑） ,玉里運動公園，大

井戸湖岸公園

小川資料館，玉里史料

館

霞ヶ浦，六井六畑八館

八艘，素鵞神社，耳守

神社，手接神社，山中

薬師本堂，円妙寺，赤

身地蔵尊

茨 城 空 港 ， 空 の え き

そ・ら・ら，四季の里，や

すらぎの里小川，民家

園，しみじみの家，小美

玉市温泉湯～GO!

茨 城 町

，沼涸園公然自沼涸 名勝広浦，名勝

親沢，小幡北山埴輪製

作遺跡，小幡城跡，勘

十 郎 堀 跡 ，水 戸 八 景

（広浦秋月）

涸沼自然公園キャンプ

場，広浦公園キャンプ

場，親沢公園キャンプ

場

大 洗 町

県立大洗公園，大洗海

浜公園，水辺プラザ

磯浜古墳群 大洗磯前神社，大洗神

磯鳥居，水戸八景（巌

船夕照），涸沼

大洗サンビーチ海水浴

場，アクアワールド茨城

県大洗水族館，大洗わ

くわく科学館，大洗マリ

ンタワー，大洗キャンプ

場，大洗サンビーチキャ

ン プ 場 ， ゆ っ く ら 健 康

館，めんたいパーク大

洗，大洗シーサイドステ

ーション，うみまちテラ

ス，涸沼，夕日の郷松

川

城 里 町

御前山県立自然公園 郷土資料館 御前山，鶏足山，小松

寺，薬師寺

健康増進施設ホロルの

湯，総合野外活動セン

ター｢ふれあいの里｣，七

会町民センター｢アツマ

ーレ｣バーベキュー場，

特産品直売センター道

の駅かつら，物産センタ

ー山桜，御前山ハイキ

ングコース

東 海 村

蔵空虚山松村，宮神大

堂，水戸八景（村松晴

嵐）

出典：いばらき県央地域観光協議会ホームページ，各市町村調

原子力科学館，東海原

子力館（東海テラパー

ク）,東海ファーマーズマ

ーケットにじのなか
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（６）観光

圏域内には，日本遺産に認定された弘道館や偕楽園をはじめ，ネモフィラやコキア

の開花時期にひときわにぎわう国営ひたち海浜公園のほか，日本三大稲荷に数えられ

る笠間稲荷神社や日本三体虚空蔵に数えられる村松山虚空蔵堂等の神社仏閣など，茨

城県を代表する観光施設が数多く存在しています。また，ラムサール条約湿地に登録

された涸沼，国の重要湿地に選定された千波湖，古徳沼などの豊かな自然，さらには，

大洗サンビーチやふれあいの里（城里町総合野外活動センター）などのレジャー施設

を有しており，近年は茨城空港の見学などでも多くの観光客が圏域を訪れています。

2019（令和元）年の年間観光入込客数をみると，大洗町が約 441 万人と最多で，ひ

たちなか市が約 437 万人と続き，水戸市，笠間市が 300 万人台となっています。

また，旅館・ホテルについては，圏域全体で 274 か所 8,500 室あります。市町村別

でみると，水戸市に 70 か所 4,191 室，ひたちなか市に 78 か所 1,896 室あるほか，観

光でにぎわう笠間市や大洗町にもそれぞれ 31 か所，47 か所立地しています。

図 13 観光入込客数

※ 国体参加者数及びゴルフ場利用者数を除く。

※ 茨城県，各市町村の観光入込客数の千人未満をそれぞれ四捨五入している。

  出典：茨城県営業戦略部観光物産課「茨城の観光レクリエーション現況（観光客動態調査報告）」

（平成 27 年～令和元年）
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表 42 主な観光関連施設（既出の施設を除く。）

市町村名 公園 歴史・文化施設 寺社仏閣・名所旧跡 その他

水 戸 市

偕楽園，保和苑，水戸

市植物公園，水戸市森

林公園，七ツ洞公園

弘道館，常陽藝文セン

ター，けんしん天体研修

館プラネタリウム

偕楽園好文亭，常磐神

社，千波湖，大塚池，水

戸八景（青柳夜雨，仙

湖暮雪），水戸城大手

門

笠 間 市

笠間芸術の森公園，笠

間つつじ公園，北山公

園

笠間工芸の丘，筑波海

軍航空隊記念館，歴史

民俗資料館，かさま歴

史交流館井筒屋

笠間稲荷神社，愛宕神

社，合気神社，西念寺，

鳳台院，常陸国出雲大

社，楞厳寺，愛宕山，笠

間城跡

笠 間 の 家 ， 石 の 百 年

館，あたご天狗の森，笠

間クラインガルテン，道

の駅かさま

ひ た ち な か 市

国営ひたち海浜公園，

馬渡はにわ公園，湊公

園

虎塚古墳，那珂湊反射

炉跡，武田氏館

水戸八景（水門帰帆），

天満宮，酒列磯前神社

那珂湊おさかな市場，

阿字ヶ浦海水浴場，平

磯海水浴場，姥の懐マ

リンプール

那 珂 市

静峰ふるさと公園，那珂

総合公園，県民の森，

一の関ため池親水公園

（曲がり家），清水洞の

上公園

歴史民俗資料館 古徳沼，額田城跡，静

神社，常福寺，一乗院

茨城県植物園，きのこ

博士館

小 美 玉 市

希望ヶ丘公園（コスモス

畑） ,玉里運動公園，大

井戸湖岸公園

小川資料館，玉里史料

館

霞ヶ浦，六井六畑八館

八艘，素鵞神社，耳守

神社，手接神社，山中

薬師本堂，円妙寺，赤

身地蔵尊

茨 城 空 港 ， 空 の え き

そ・ら・ら，四季の里，や

すらぎの里小川，民家

園，しみじみの家，小美

玉市温泉湯～GO!

茨 城 町

，沼涸園公然自沼涸 名勝広浦，名勝

親沢，小幡北山埴輪製

作遺跡，小幡城跡，勘

十 郎 堀 跡 ，水 戸 八 景

（広浦秋月）

涸沼自然公園キャンプ

場，広浦公園キャンプ

場，親沢公園キャンプ

場

大 洗 町

県立大洗公園，大洗海

浜公園，水辺プラザ

磯浜古墳群 大洗磯前神社，大洗神

磯鳥居，水戸八景（巌

船夕照），涸沼

大洗サンビーチ海水浴

場，アクアワールド茨城

県大洗水族館，大洗わ

くわく科学館，大洗マリ

ンタワー，大洗キャンプ

場，大洗サンビーチキャ

ン プ 場 ， ゆ っ く ら 健 康

館，めんたいパーク大

洗，大洗シーサイドステ

ーション，うみまちテラ

ス，涸沼，夕日の郷松

川

城 里 町

御前山県立自然公園 郷土資料館 御前山，鶏足山，小松

寺，薬師寺

健康増進施設ホロルの

湯，総合野外活動セン

ター｢ふれあいの里｣，七

会町民センター｢アツマ

ーレ｣バーベキュー場，

特産品直売センター道

の駅かつら，物産センタ

ー山桜，御前山ハイキ

ングコース

東 海 村

蔵空虚山松村，宮神大

堂，水戸八景（村松晴

嵐）

出典：いばらき県央地域観光協議会ホームページ，各市町村調

原子力科学館，東海原

子力館（東海テラパー

ク）,東海ファーマーズマ

ーケットにじのなか

－ 39 －

第

２

章

付
属
資
料



表 43 旅館・ホテル等の状況

（単位：箇所，室，人）

市町村名
旅館・ホテル 簡易宿所

施設数 総客室数 総定員数 施設数 総客室数 総定員数

水 戸 市 70 4,191 7,322 9 67 433

笠 間 市 31 697 1,283 6 180 521

ひ た ち な か 市 78 1,896 4,496 4 24 108

那 珂 市 12 203 587 1 3 60

小 美 玉 市 8 129 245 2 27 103

茨 城 町 6 92 196 7 22 167

大 洗 町 47 699 2,555 14 68 337

城 里 町 6 138 275 3 30 190

東 海 村 16 455 782 - - -

圏 域 274 8,500 17,741 46 421 1,919

出典：水戸市保健所保健衛生課調(令和 3 年 5 月 6 日現在)

茨城県「茨城県旅館業法に基づく許可施設一覧」(令和 3 年 3 月 31 日現在)

（７）大規模小売店舗

圏域には 1,000 平方メートル以上の大規模小売店舗が 149 か所あり，水戸市に最も

多い 57 か所(圏域の約 38 パーセント)，続いてひたちなか市に 38 か所（約 26 パーセ

ント）あります。

そのうち 10,000 平方メートル以上の大規模小売店舗は 16 か所ありますが，水戸市

に７か所（約 44 パーセント），ひたちなか市に４か所（約 25 パーセント）と，人口の

多い市に集中しています。

表 44 大規模小売店舗

（単位：箇所）

水 戸 市 7 9 41 57

笠 間 市 2 4 15 21

ひ た ち な か 市 4 7 27 38

那 珂 市 - 2 8 10

小 美 玉 市 - 1 5 6

茨 城 町 1 1 4 6

大 洗 町 1 - 2 3

城 里 町 - 1 2 3

東 海 村 1 1 3 5

圏 域 16 26 107 149

※ 県に届出があったものを集計しているが，重複や廃止とみなした店舗は除外した。

出典：茨城県「大規模小売店舗立地法 届出の概要」(2021 年 4 月 30 日現在)

10,000 ㎡以上
10,000 ㎡未満

5,000 ㎡以上

5,000 ㎡未満

1,000 ㎡以上
合計市町村名
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表 43 旅館・ホテル等の状況

（単位：箇所，室，人）

市町村名
旅館・ホテル 簡易宿所

施設数 総客室数 総定員数 施設数 総客室数 総定員数

水 戸 市 70 4,191 7,322 9 67 433

笠 間 市 31 697 1,283 6 180 521

ひ た ち な か 市 78 1,896 4,496 4 24 108

那 珂 市 12 203 587 1 3 60

小 美 玉 市 8 129 245 2 27 103

茨 城 町 6 92 196 7 22 167

大 洗 町 47 699 2,555 14 68 337

城 里 町 6 138 275 3 30 190

東 海 村 16 455 782 - - -

圏 域 274 8,500 17,741 46 421 1,919

出典：水戸市保健所保健衛生課調(令和 3 年 5 月 6 日現在)

茨城県「茨城県旅館業法に基づく許可施設一覧」(令和 3 年 3 月 31 日現在)

（７）大規模小売店舗

圏域には 1,000 平方メートル以上の大規模小売店舗が 149 か所あり，水戸市に最も

多い 57 か所(圏域の約 38 パーセント)，続いてひたちなか市に 38 か所（約 26 パーセ

ント）あります。

そのうち 10,000 平方メートル以上の大規模小売店舗は 16 か所ありますが，水戸市

に７か所（約 44 パーセント），ひたちなか市に４か所（約 25 パーセント）と，人口の

多い市に集中しています。

表 44 大規模小売店舗

（単位：箇所）

水 戸 市 7 9 41 57

笠 間 市 2 4 15 21

ひ た ち な か 市 4 7 27 38

那 珂 市 - 2 8 10

小 美 玉 市 - 1 5 6

茨 城 町 1 1 4 6

大 洗 町 1 - 2 3

城 里 町 - 1 2 3

東 海 村 1 1 3 5

圏 域 16 26 107 149

※ 県に届出があったものを集計しているが，重複や廃止とみなした店舗は除外した。

出典：茨城県「大規模小売店舗立地法 届出の概要」(2021 年 4 月 30 日現在)

10,000 ㎡以上
10,000 ㎡未満

5,000 ㎡以上

5,000 ㎡未満

1,000 ㎡以上
合計市町村名
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（８）原子力研究施設

表 45 国・大学の原子力研究施設

所在市町村 法人名 施設名

那 珂 市
国立研究開発法人

量子科学技術研究開発機構
那珂研究所

大 洗 町

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター

国立大学法人東北大学
金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国

際研究センター

東 海 村

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

核燃料サイクル工学研究所

Ｊ－ＰＡＲＣセンター

国立大学法人茨城大学

東海サテライトキャンパス（フロンティア応用

原子科学研究センター，大学院理工学研究科量

子線科学専攻）

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科原子力専攻

出典：茨城県ホームページ「国等の研究機関」（2020 年 10 月），各大学ホームページ

1957（昭和 32）年，東海村に日本で最初の原子の火がともりました。那珂市，大洗

町及び東海村には原子力関連施設が集積し，多様な原子力科学研究が行われています。

2008（平成 20）年 12 月には東海村において大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）

が供用を開始し，素粒子物理，原子核物理，物質科学，生命科学，原子力など幅広い

分野の最先端研究が行われています。

本圏域は，首都東京から約 100 キロメートルと近距離にありながら，豊かな自然，歴

史に根差した全国に誇れる観光資源をはじめ，伝統工芸品やＧＩ登録等の特色ある農産

物，新鮮な魚介類にも恵まれているほか，工業団地や世界に誇れる科学技術を有するな

ど，多彩な地域資源を数多く有しています。また，鉄道や高速道路のネットワークをは

じめ，空路や海路も備えており，地域の特色を生かした様々な産業を育成，誘致するこ

とによって，更なる成長・発展が見込まれる地域でもあります。

圏域内外の人との交流により経済が活性化し，にぎわいが生まれ，多くの人が移住・

定住し，さらに魅力があふれる圏域を目指します。圏域の目指すべき将来像「自然と歴

史，芸術と科学が織りなす未来 ～ 世界につながる いばらきど真ん中 ～」を掲げ，

圏域市町村がそれぞれの地域の特性を生かした地方創生の取組を推進していくことは

もちろん，水戸市が中心都市として連携市町村と協力し，これまでの広域連携の取組を

一層深化させた連携中枢都市圏の取組を実施します。そして，圏域全体の活力を創出し，

持続可能な都市圏づくりを目指します。

いばらき県央地域の
ロゴマークについて

自 然 と 歴 史 ， 芸 術 と 科 学 が 織 り な す 未 来

～ 世界につながる いばらきど真ん中 ～

いばらき県央地域

連携中枢都市圏ビジョン

水戸市・笠間市・ひたちなか市・那珂市
小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村

　このロゴマークは，県央地域

の９市町村を九つのダイヤで表

し ,市町村の関係性が平等で，

連携し協力し合う姿を表現して

います。

１　目指すべき将来像

第３章　圏域の将来像
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（８）原子力研究施設

表 45 国・大学の原子力研究施設

所在市町村 法人名 施設名

那 珂 市
国立研究開発法人

量子科学技術研究開発機構
那珂研究所

大 洗 町

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター

国立大学法人東北大学
金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国

際研究センター

東 海 村

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

核燃料サイクル工学研究所

Ｊ－ＰＡＲＣセンター

国立大学法人茨城大学

東海サテライトキャンパス（フロンティア応用

原子科学研究センター，大学院理工学研究科量

子線科学専攻）

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科原子力専攻

出典：茨城県ホームページ「国等の研究機関」（2020 年 10 月），各大学ホームページ

1957（昭和 32）年，東海村に日本で最初の原子の火がともりました。那珂市，大洗

町及び東海村には原子力関連施設が集積し，多様な原子力科学研究が行われています。

2008（平成 20）年 12 月には東海村において大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）

が供用を開始し，素粒子物理，原子核物理，物質科学，生命科学，原子力など幅広い

分野の最先端研究が行われています。

本圏域は，首都東京から約 100 キロメートルと近距離にありながら，豊かな自然，歴

史に根差した全国に誇れる観光資源をはじめ，伝統工芸品やＧＩ登録等の特色ある農産
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～ 世界につながる いばらきど真ん中 ～

いばらき県央地域

連携中枢都市圏ビジョン

水戸市・笠間市・ひたちなか市・那珂市
小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村
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の９市町村を九つのダイヤで表
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連携し協力し合う姿を表現して

います。

１　目指すべき将来像

第３章　圏域の将来像
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時代の要請であり，県央地域の課題でもある次の事項について，将来像の実現に向け

た各種施策を推進する上での重要なテーマとして位置付けることとします。 

（１）移住・定住の促進

   全国的な人口減少が進行する一方で，東京をはじめとする大都市に人口が集中する

流れが止まらないことが地方にとって大きな課題となっています。そのような中にあ

っても，大都市から移住に当たっての選ばれる地域となり，また，住民が安心して住

み続けられる地域となるよう，圏域の持つ魅力を高め，情報を発信するなど，移住・

定住を促進する取組を進めます。

（２）関係人口の拡大の推進

   将来的に人口減少が進行することで，経済活動の縮小などが予測される中，地域経

済の活性化を図るためには，定住人口，観光等の交流人口にとどまらず，関係人口を

増やしていく必要があります。様々な視点からの情報ネットワークを広げ，圏域を応

援する方をはじめ，圏域との多様な関わり方を持つ関係人口を拡大する取組を進めま

す。

（３）茨城空港・茨城港等の機能の活用

   人やモノの流れを増やしていくためには，それを支える交通ネットワークの構築が

欠かせません。首都東京から 100 キロメートルという恵まれた立地に加え，海外就航

を持つ茨城空港，茨城港をはじめ，高速道路ネットワーク等の機能を高めながら，こ

れらを活用した，地域の活力向上につながる取組を進めます。 

茨城空港 茨城港常陸那珂港区 茨城港大洗港区

２　圏域において取り組むべき重要なテーマ （４）デジタル化の推進

   住民の利便性を高めるとともに，企業・事業者の経済活動等を伸ばしていく上で，

デジタル化の推進は，必要不可欠なものとなっています。住民が，多様なニーズに合

ったサービスを享受でき，安心して暮らせる社会を実現していくためにも，行政手続

はもとより，交通や各産業，福祉，教育など，様々な分野におけるデジタル化の取組

を進めます。

（５）ＳＤＧｓの推進

   ＳＤＧｓは，「誰一人取り残さない」という理念に立った世界共通の目標となってい

ます。社会・経済・環境の分野における 17 の目標はもとより，その視点に立った持続

可能な地域社会，ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の実現に向け，積極的に取組を進

めます。

（６）カーボンニュートラルの推進

   2021（令和３）年の地球温暖化対策の推進に関する法律の改正において，2050 年ま

での脱炭素社会の実現が基本理念に掲げられました。温室効果ガスの排出削減は時代

の要請であり，排出量実質ゼロを目指し，再生可能エネルギーの導入など，住民，企

業・事業者と連携しながら，カーボンニュートラルの実現に向けた取組を進めます。

－ 44 －

第

３

章



時代の要請であり，県央地域の課題でもある次の事項について，将来像の実現に向け

た各種施策を推進する上での重要なテーマとして位置付けることとします。 

（１）移住・定住の促進

   全国的な人口減少が進行する一方で，東京をはじめとする大都市に人口が集中する

流れが止まらないことが地方にとって大きな課題となっています。そのような中にあ

っても，大都市から移住に当たっての選ばれる地域となり，また，住民が安心して住

み続けられる地域となるよう，圏域の持つ魅力を高め，情報を発信するなど，移住・

定住を促進する取組を進めます。

（２）関係人口の拡大の推進

   将来的に人口減少が進行することで，経済活動の縮小などが予測される中，地域経

済の活性化を図るためには，定住人口，観光等の交流人口にとどまらず，関係人口を

増やしていく必要があります。様々な視点からの情報ネットワークを広げ，圏域を応

援する方をはじめ，圏域との多様な関わり方を持つ関係人口を拡大する取組を進めま

す。

（３）茨城空港・茨城港等の機能の活用

   人やモノの流れを増やしていくためには，それを支える交通ネットワークの構築が

欠かせません。首都東京から 100 キロメートルという恵まれた立地に加え，海外就航

を持つ茨城空港，茨城港をはじめ，高速道路ネットワーク等の機能を高めながら，こ

れらを活用した，地域の活力向上につながる取組を進めます。 

茨城空港 茨城港常陸那珂港区 茨城港大洗港区

２　圏域において取り組むべき重要なテーマ （４）デジタル化の推進

   住民の利便性を高めるとともに，企業・事業者の経済活動等を伸ばしていく上で，

デジタル化の推進は，必要不可欠なものとなっています。住民が，多様なニーズに合

ったサービスを享受でき，安心して暮らせる社会を実現していくためにも，行政手続

はもとより，交通や各産業，福祉，教育など，様々な分野におけるデジタル化の取組

を進めます。

（５）ＳＤＧｓの推進

   ＳＤＧｓは，「誰一人取り残さない」という理念に立った世界共通の目標となってい

ます。社会・経済・環境の分野における 17 の目標はもとより，その視点に立った持続

可能な地域社会，ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の実現に向け，積極的に取組を進

めます。

（６）カーボンニュートラルの推進

   2021（令和３）年の地球温暖化対策の推進に関する法律の改正において，2050 年ま

での脱炭素社会の実現が基本理念に掲げられました。温室効果ガスの排出削減は時代

の要請であり，排出量実質ゼロを目指し，再生可能エネルギーの導入など，住民，企

業・事業者と連携しながら，カーボンニュートラルの実現に向けた取組を進めます。

－ 45 －

第

３

章



2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年

総人口 715,718 705,915 699,000 688,000 676,000 662,000 650,000

うち 65 歳以上人口 184,682 198,993 207,000 212,000 219,000 229,000 227,500

高齢化率 25.8% 28.2% 29.6% 30.8% 32.4% 34.6% 35.0%

圏域市町村が定める人口ビジョンにおける将来の人口の目標をもとに，将来像の実現

に向けた取組を進めた場合の 2045（令和 27）年の人口の目標を 650,000 人と設定しま

す。

なお，将来の目標とする人口と国立社会保障・人口問題研究所による推計の人口を比

較すると，2045（令和 27）年における目標人口は，推計人口 571,248 人より約 79,000 人

上回っています。住み慣れた地域で働ける取組を重点的に推進するなど，住民が快適で

安心して暮らしていくことのできる環境づくりに取り組み，目標人口 650,000 人を目指

します。

また，高齢化率については，同研究所による 2045（令和 27）年の推計では約 40 パー

セントとなっていますが，同年の目標を 35 パーセントと設定し，高齢化率の上昇を緩や

かにするため，子どもを生み育てる環境づくりや若い世代の移住・定住を推進します。

図 14 将来目標人口と将来推計人口 （単位：人）

表 46 将来の目標とする人口と高齢化率 （単位：人） 

※ 2015 年，2020 年人口は国勢調査による。2025 年以降の人口は目標による。

2045（令和 27）年における圏域の将来目標人口 650,000 人
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600,000

500,000

400,000
2015年 2020年 2025年

将来目標人口 将来推計人口

2030年 2035年 2040年 2045年

約79,000人の人口減少を抑制！

※　2015年，2020年人口は国勢調査による。2025年以降の人口は目標及び推計による。

※　将来目標人口は，圏域市町村が定める人口ビジョンにおける将来目標人口による。

※　将来推計人口は，国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（2018年

３月）による。

３　将来目標人口
将来像の実現に向け，中心都市と近隣の市町村が連携し，「地域経済の活性化」，「都市

機能の向上」，「生活環境の充実」の役割を推進するに当たり，次のとおり基本的方向を

定めます。

（１）地域経済の活性化（圏域全体の経済成長のけん引）

・ 圏域内の地元企業等を支援し，生産性の向上を図るとともに，雇用の維持・拡

大を促進します。

・ 農業人材の育成とともに，地場産品のブランド化を進めるなど，地域資源を活

用した産業振興を図ります。

・ 圏域の豊富な観光資源のネットワーク化を進め，国内外の観光客に向け，更な

る魅力の向上を図るなど，戦略的な観光施策を推進します。

（２）都市機能の向上（高次の都市機能の集積・強化）

・ 圏域内外の拠点を結ぶ公共交通の維持・強化に向けた取組を進め，圏域住民の

移動の利便性の向上を図るほか，人やモノの流れを活発化させます。

・ 高度な医療，教育，ＩＣＴなどの核となる都市機能については，中心都市をは

じめ，それぞれの地域の特色に合わせて集積・強化し，活力あるまちづくりに取

り組みます。

（３）生活環境の充実（圏域全体の生活関連機能サービスの向上）

・ 住民が安心できる暮らしの実現のため，身近で利用しやすい医療や福祉の充実

を図ります。

・ 生活しやすい環境づくりを推進するため，地域資源を活用した施設の広域利用

や災害に強い圏域づくりを進めるほか，持続可能な社会の実現のため，温室効果

ガス排出削減の取組を進めます。

・ 圏域のネットワーク化の強化に向け，住民等の移動手段の維持・確保を図ると

ともに，人口減少を抑制するため，移住・定住を促進します。

・ 地域の課題に柔軟に対応できるよう，人材を育成し，職員の能力向上を図るほ

か，「誰一人取り残さない」社会の実現のため，ＳＤＧｓの普及を推進します。

圏域産業を強化し，安心して働ける雇用環境をつくる

人やモノが集まる魅力をつくる

あらゆる世代が暮らしやすい環境をつくる

４　将来像を実現するための基本的方向
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将来像 基本的方向 
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圏域産業を強化し，
安心して働ける雇用
環境をつくる

人やモノが集まる
魅力をつくる

あらゆる世代が暮
らしやすい環境を
つくる

連携中枢都市圏の果たすべき役割 

そ の 役 割 に 応 じ た 取 組

第４章　将来像の実現に向けた具体的な取組
１　施策の体系

具体的な取組 

水戸市と連携して取り組む市町村 

① 事業者の経営力強化事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

② 先進的農業実践人材の育成事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

③ 地場産品の販路拡大とブランディング事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

④ 戦略的観光プロモーション事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑤ 誘客と観光消費促進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ⑥ 周産期医療提供体制の維持・確保事業 

⑦ 医師確保事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑧ 広域的公共交通ネットワーク構築事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑨ 広域的公共交通の利用促進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑩ 大学との連携推進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑪ ＩＣＴによるまちづくり推進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑫ 救急医療情報等発信事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑬ 初期救急医療提供体制維持・確保事業   　  ○  ○  ○  ○  ○   

⑭ 看護師等確保事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑮ 未来の医療人材育成事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑯ ＩＣＴを活用した健康づくり事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑰ 成年後見制度利用促進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑱ 芸術・文化教育の推進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑲ プロスポーツ等による地域活性化事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑳ 公の施設の広域利用促進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

㉑ 合同就職説明会・相談会開催事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

㉒ 災害対策連携事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
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将来像 基本的方向 

⑴

地
域
経
済
の

活
性
化

ａ 企業や産業の育成・支援 

ｂ 地域資源を活用した産業振興 

ｃ 戦略的な観光施策 

⑵

都
市
機
能
の
向
上

ａ 高度な医療サービスの提供 

ｂ 広域的公共交通ネットワークの構築 

ｃ 高等教育の環境整備 

ｄ 高度なＩＣＴ環境の整備 

⑶

生
活
環
境
の
充
実

Ａ 生活機能の強化
に係る政策分野 

ａ 地域医療 

 ｂ 福祉 

 ｃ 教育・文化・スポーツ 

 ｄ 地域振興 

 ｅ 災害対策 

自
然
と
歴
史
、
芸
術
と
科
学
が
織
り
な
す
未
来
　
～ 

世
界
に
つ
な
が
る
　
い
ば
ら
き
ど
真
ん
中 

～

圏域産業を強化し，
安心して働ける雇用
環境をつくる

人やモノが集まる
魅力をつくる

あらゆる世代が暮
らしやすい環境を
つくる

連携中枢都市圏の果たすべき役割 

そ の 役 割 に 応 じ た 取 組

第４章　将来像の実現に向けた具体的な取組
１　施策の体系

具体的な取組

水戸市と連携して取り組む市町村

① 事業者の経営力強化事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

② 先進的農業実践人材の育成事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

③ 地場産品の販路拡大とブランディング事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

④ 戦略的観光プロモーション事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑤ 誘客と観光消費促進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ⑥ 周産期医療提供体制の維持・確保事業

⑦ 医師確保事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑧ 広域的公共交通ネットワーク構築事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑨ 広域的公共交通の利用促進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑩ 大学との連携推進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑪ ＩＣＴによるまちづくり推進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑫ 救急医療情報等発信事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑬ 初期救急医療提供体制維持・確保事業   　  ○  ○  ○  ○  ○   

⑭ 看護師等確保事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑮ 未来の医療人材育成事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑯ ＩＣＴを活用した健康づくり事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑰ 成年後見制度利用促進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑱ 芸術・文化教育の推進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑲ プロスポーツ等による地域活性化事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑳ 公の施設の広域利用促進事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

㉑ 合同就職説明会・相談会開催事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

㉒ 災害対策連携事業 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
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将来像 基本的方向 
連携中枢都市圏の果たすべき役割 

そ の 役 割 に 応 じ た 取 組

⑶

生
活
環
境
の
充
実

Ａ 生活機能の強化
に係る政策分野

ｆ 環境 

Ｂ 結びつきやネッ
トワークの強化に
係る政策分野 

ａ 地域公共交通 

ｂ 移住・定住促進 

Ｃ 圏域マネジメン
ト能力の強化に係
る政策分野

ａ 人材の育成 

あらゆる世代が暮
らしやすい環境を
つくる

具体的な取組 

水戸市と連携して取り組む市町村 

㉓ 温室効果ガス排出削減啓発事業 

㉔ 環境啓発イベント相互参加促進事業 

㉕ 公共交通の維持・確保事業 

㉖ 移住・定住促進事業 

㉗ 地域おこし協力隊活動の活性化と広域展開事業 

㉘ 婚活支援事業 

㉙ 職員人材育成事業 

㉚ ＳＤＧｓの取組に係る連携事業 

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  　  ○  ○  ○  　  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
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将来像 基本的方向 
連携中枢都市圏の果たすべき役割 

そ の 役 割 に 応 じ た 取 組

⑶

生
活
環
境
の
充
実

Ａ 生活機能の強化
に係る政策分野

ｆ 環境 

Ｂ 結びつきやネッ
トワークの強化に
係る政策分野 

ａ 地域公共交通 

ｂ 移住・定住促進 

Ｃ 圏域マネジメン
ト能力の強化に係
る政策分野

ａ 人材の育成 

あらゆる世代が暮
らしやすい環境を
つくる

具体的な取組

水戸市と連携して取り組む市町村

㉓ 温室効果ガス排出削減啓発事業

㉔ 環境啓発イベント相互参加促進事業

㉕ 公共交通の維持・確保事業

㉖ 移住・定住促進事業

㉗ 地域おこし協力隊活動の活性化と広域展開事業

㉘ 婚活支援事業

㉙ 職員人材育成事業

㉚ ＳＤＧｓの取組に係る連携事業

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  　  ○  ○  ○  　  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
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連携中枢都市圏の形成に関する連携協約に基づき推進する具体的な取組については，

将来像の実現に向けて，水戸市と各市町村が連携して推進してまいります。 

水戸市及び連携市町村は，事業内容に応じて，必要な費用を負担します。実際の事業

費については，毎年度の予算により定めます。 

(1) 地域経済の活性化（圏域全体の経済成長のけん引） 

企業や産業の強化，農業や観光の振興によって地域経済の活性化を図り，安心して

働ける雇用環境を創出することを目指します。 

【成果指標（ＫＰＩ）】 

現状値（調査時点 目標値（2026 年度）成果指標（ＫＰＩ）

総生産 

事業所の従事者数

産業活性化コーディネ

ーターが支援した企業

等の支援件数 

新規就農者数（45 歳未

満の者に限る。） 

観光交流人口 

（観光入込客数） 

※ ＫＰＩは，Key Performance Indicator の略。 

3,739,000 百万円 

(伸び率 年間約 1.3％) 

322,200 人（2026 年） 

720 件 

70 人 

20,020 千人（2026 年） 

3,378,567 百万円 

(2018 年度)

320,670 人(2016 年)

570 件(2020 年度)

52 人(2019 年度)

11,027 千人(2020 年) 

（参考） 

20,020 千人(2019 年) 

２　具体的な取組 ａ 企業や産業の育成・支援 

（連携協約上の規定） 

産業活性化コーディネーターの派遣による事業者の経営力強化など，企業や産業

の育成・支援に取り組む。 

事 業 名 ① 事業者の経営力強化事業

事 業 概 要 

 圏域内の企業・事業者の経営力強化を図るため，産業活性化コーディ

ネーターを派遣し，企業・事業者の経営相談等の支援，既存産業の機能

強化と新産業の創生・育成，報告会などの取組を行う。

連 携 の 効 果  企業や事業者の経営力強化により，雇用の安定・創出が図られる。 

スケジュール  2022 年度以降 産業活性化コーディネーターの派遣 

概 算 事 業 費 

(年度，千円 ) 

2022(令和4) 2023(令和5) 2024(令和6) 2025(令和7) 2026(令和8) 総額 

54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 272,500 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割
 産業活性化コーディネーターを配置し，圏域内の企業・事業者の支援

等を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，産業活性化コーディネーターと連携した企業・事業

者の支援等を実施する。 
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連携中枢都市圏の形成に関する連携協約に基づき推進する具体的な取組については，

将来像の実現に向けて，水戸市と各市町村が連携して推進してまいります。 

水戸市及び連携市町村は，事業内容に応じて，必要な費用を負担します。実際の事業

費については，毎年度の予算により定めます。 

(1) 地域経済の活性化（圏域全体の経済成長のけん引） 

企業や産業の強化，農業や観光の振興によって地域経済の活性化を図り，安心して

働ける雇用環境を創出することを目指します。 

【成果指標（ＫＰＩ）】 

現状値（調査時点 目標値（2026 年度）成果指標（ＫＰＩ）

総生産 

事業所の従事者数

産業活性化コーディネ

ーターが支援した企業

等の支援件数 

新規就農者数（45 歳未

満の者に限る。） 

観光交流人口 

（観光入込客数） 

※ ＫＰＩは，Key Performance Indicator の略。 

3,739,000 百万円 

(伸び率 年間約 1.3％) 

322,200 人（2026 年） 

720 件 

70 人 

20,020 千人（2026 年） 

3,378,567 百万円 

(2018 年度)

320,670 人(2016 年)

570 件(2020 年度)

52 人(2019 年度)

11,027 千人(2020 年) 

（参考） 

20,020 千人(2019 年) 

２　具体的な取組 ａ 企業や産業の育成・支援 

（連携協約上の規定） 

産業活性化コーディネーターの派遣による事業者の経営力強化など，企業や産業

の育成・支援に取り組む。 

事 業 名 ① 事業者の経営力強化事業

事 業 概 要 

 圏域内の企業・事業者の経営力強化を図るため，産業活性化コーディ

ネーターを派遣し，企業・事業者の経営相談等の支援，既存産業の機能

強化と新産業の創生・育成，報告会などの取組を行う。

連 携 の 効 果  企業や事業者の経営力強化により，雇用の安定・創出が図られる。 

スケジュール  2022 年度以降 産業活性化コーディネーターの派遣 

概 算 事 業 費 

(年度，千円 ) 

2022(令和4) 2023(令和5) 2024(令和6) 2025(令和7) 2026(令和8) 総額 

54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 272,500 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割
 産業活性化コーディネーターを配置し，圏域内の企業・事業者の支援

等を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，産業活性化コーディネーターと連携した企業・事業

者の支援等を実施する。 
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ｂ 地域資源を活用した産業振興 

（連携協約上の規定） 

先進的技術の導入，地域ブランドの育成・販路拡大など，地域資源を活用した産

業振興に取り組む。 

事 業 名 ② 先進的農業実践人材の育成事業

事 業 概 要 

 先進的農業人材育成を進める農業専修学校やＩＴ企業等と連携しな

がら，ＩＣＴやドローンを活用した先進的農業の社会実験や研修を推進

し，先進的農業人材の育成を図る。 

連 携 の 効 果 
 先進的農業の周知・啓発が進み，農業の省力化や経営規模の拡大が図

られるとともに，農業の魅力が向上し，農業従事者の確保につながる。

スケジュール  2022 年度以降 ドローン研修，社会実験の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円 ) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

2,150 2,500 3,750 3,750 3,750 15,900 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 関係機関との連絡調整や視察研修の調整など，先進的農業人材の育成

に必要な取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，先進的農業人材の育成に必要な取組を実施する。 

事 業 名 ③ 地場産品の販路拡大とブランディング事業

事 業 概 要 

 物産展などで圏域の地場産品をＰＲするほか，広域連携による地産地

消や新メニューの開発を推進するなど，地域ブランドの育成及びスケー

ルメリットを生かした販路拡大，雇用創出等につながる取組を実施す

る。 

連 携 の 効 果 

 広域連携による地場産品の効果的なＰＲ，販路拡大，数量や種類に係

る実需者の要望への対応が可能になるとともに，農業者の生産意欲及び

所得の向上につながる。 

スケジュール 

 2022 年度   地場産品ＰＲカタログ作成 

 2023 年度以降 地場産品を使った新メニューの提供 

産業祭等への出店 

 2024 年度以降 地産地消推進店のＰＲ 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

1,000 3,100 6,500 3,000 4,000 17,600 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  地場産品の地域ブランドの育成や販路拡大などの取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，地場産品の地域ブランドの育成や販路拡大などの取

組を実施する。 

ｃ 戦略的な観光施策 

（連携協約上の規定） 

圏域全体の観光資源を活用した観光プロモーションや誘客と観光消費の促進など，

戦略的な観光施策に取り組む。 

事 業 名 ④ 戦略的観光プロモーション事業 

事 業 概 要 

 圏域の魅力を国内外に発信するため，観光キャンペーンや物産ＰＲを

はじめ，情報発信ツールや広告宣伝の強化など，メインターゲットに向

けた戦略的な観光プロモーションを展開する。 

連 携 の 効 果  集客力の向上や圏域内の周遊につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 情報発信や観光プロモーションに係る取組の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 圏域の魅力を戦略的にプロモーションするための各種事業を実施す

る。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，圏域の魅力を戦略的にプロモーションするための各

種事業を実施する。 

事 業 名 ⑤ 誘客と観光消費促進事業 

事 業 概 要 

 観光関連事業者等と連携し，周遊ツアーの催行やサイクルツーリズム

の推進，体験プログラムの充実など，圏域の自然や歴史，食，体験プロ

グラムなどの魅力を結び，誘客や周遊に資する事業を展開する。 

連 携 の 効 果 
 地域資源の魅力と知名度が向上し，圏域への集客や滞在時間の増加，

観光消費の促進が図られる。 

スケジュール  2022 年度以降 誘客や観光消費促進に係る取組の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  圏域への誘客と観光消費を促進するための各種事業を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，圏域への誘客と観光消費を促進するための各種事業

を実施する。 
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ｂ 地域資源を活用した産業振興 

（連携協約上の規定） 

先進的技術の導入，地域ブランドの育成・販路拡大など，地域資源を活用した産

業振興に取り組む。 

事 業 名 ② 先進的農業実践人材の育成事業

事 業 概 要 

 先進的農業人材育成を進める農業専修学校やＩＴ企業等と連携しな

がら，ＩＣＴやドローンを活用した先進的農業の社会実験や研修を推進

し，先進的農業人材の育成を図る。 

連 携 の 効 果 
 先進的農業の周知・啓発が進み，農業の省力化や経営規模の拡大が図

られるとともに，農業の魅力が向上し，農業従事者の確保につながる。

スケジュール  2022 年度以降 ドローン研修，社会実験の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円 ) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

2,150 2,500 3,750 3,750 3,750 15,900 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 関係機関との連絡調整や視察研修の調整など，先進的農業人材の育成

に必要な取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，先進的農業人材の育成に必要な取組を実施する。 

事 業 名 ③ 地場産品の販路拡大とブランディング事業

事 業 概 要 

 物産展などで圏域の地場産品をＰＲするほか，広域連携による地産地

消や新メニューの開発を推進するなど，地域ブランドの育成及びスケー

ルメリットを生かした販路拡大，雇用創出等につながる取組を実施す

る。 

連 携 の 効 果 

 広域連携による地場産品の効果的なＰＲ，販路拡大，数量や種類に係

る実需者の要望への対応が可能になるとともに，農業者の生産意欲及び

所得の向上につながる。 

スケジュール 

 2022 年度   地場産品ＰＲカタログ作成 

 2023 年度以降 地場産品を使った新メニューの提供 

産業祭等への出店 

 2024 年度以降 地産地消推進店のＰＲ 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

1,000 3,100 6,500 3,000 4,000 17,600 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  地場産品の地域ブランドの育成や販路拡大などの取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，地場産品の地域ブランドの育成や販路拡大などの取

組を実施する。 

ｃ 戦略的な観光施策 

（連携協約上の規定） 

圏域全体の観光資源を活用した観光プロモーションや誘客と観光消費の促進など，

戦略的な観光施策に取り組む。 

事 業 名 ④ 戦略的観光プロモーション事業 

事 業 概 要 

 圏域の魅力を国内外に発信するため，観光キャンペーンや物産ＰＲを

はじめ，情報発信ツールや広告宣伝の強化など，メインターゲットに向

けた戦略的な観光プロモーションを展開する。 

連 携 の 効 果  集客力の向上や圏域内の周遊につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 情報発信や観光プロモーションに係る取組の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 圏域の魅力を戦略的にプロモーションするための各種事業を実施す

る。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，圏域の魅力を戦略的にプロモーションするための各

種事業を実施する。 

事 業 名 ⑤ 誘客と観光消費促進事業 

事 業 概 要 

 観光関連事業者等と連携し，周遊ツアーの催行やサイクルツーリズム

の推進，体験プログラムの充実など，圏域の自然や歴史，食，体験プロ

グラムなどの魅力を結び，誘客や周遊に資する事業を展開する。 

連 携 の 効 果 
 地域資源の魅力と知名度が向上し，圏域への集客や滞在時間の増加，

観光消費の促進が図られる。 

スケジュール  2022 年度以降 誘客や観光消費促進に係る取組の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  圏域への誘客と観光消費を促進するための各種事業を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，圏域への誘客と観光消費を促進するための各種事業

を実施する。 
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(2) 都市機能の向上（高次の都市機能の集積・強化） 

高度な医療サービスの提供や大学等の環境整備を支援するほか，広域的公共交通ネ

ットワークの構築を図るなど，地域の実情に応じた都市機能の集積・強化を目指しま

す。 

【成果指標（ＫＰＩ）】 

成果指標（ＫＰＩ） 現状値（調査時点） 目標値（2026 年度） 

総合周産期母子医療セン

ター及び地域周産期母子

医療センター数 

２か所(2021 年度) ２か所 

)年6202(人074,1)年8102(人583,1数師医

広域的公共交通ネットワ

ーク等に係る社会実験の

取組件数 

件２計累-

大学と連携した調査・研究

の取組件数 
件２計累-

ＩＣＴを活用した社会実

験の取組件数 
件２計累-

ａ 高度な医療サービスの提供 

（連携協約上の規定） 

地域周産期母子医療センターへの支援や医師確保のための寄附講座開設，医療施

設開設等支援など，高度な医療サービスの提供に取り組む。 

事 業 名 ⑥ 周産期医療提供体制の維持・確保事業 

事 業 概 要 

 圏域住民が安心して子どもを出産できるよう，地域周産期母子医療セ

ンターの役割を担う水戸赤十字病院に対して，産婦人科医確保のための

支援を行う。 

連 携 の 効 果 
 高度な周産期医療提供体制が確保され，圏域住民が安心して暮らし，

子どもを生み育てる環境が整えられる。 

スケジュール  2022 年度以降 水戸赤十字病院への補助 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和4) 2023(令和5) 2024(令和6) 2025(令和7) 2026(令和8) 総額 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  地域周産期母子医療センター産婦人科医確保のための支援を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，地域周産期母子医療センター産婦人科医確保のため

の支援を行う。 

事 業 名 ⑦ 医師確保事業 

事 業 概 要 

救急や小児，周産期等の高度医療を安定的に提供するため，必要に応

じて大学の寄附講座を開設し，水戸市内の公的病院等における救急や小

児，周産期等の高度医療を担う医師を確保するほか，水戸市内における

小児科及び産婦人科の医療施設開設等支援を行う。 

連 携 の 効 果 
 医師を確保することにより，圏域住民が安心して暮らし，子どもを生

み育てる環境が整えられる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 必要に応じた医師確保のための寄附講座の開設 

小児科及び産婦人科の医療施設開設等支援 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

20,000 20,000 50,000 80,000 20,000 190,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  大学の寄附講座開設や医療施設開設等支援の事業を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 大学の寄附講座開設や医療施設開設等支援の事業に協力する。 

※ 事業費については，必要に応じて予算措置を行う。 
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(2) 都市機能の向上（高次の都市機能の集積・強化） 

高度な医療サービスの提供や大学等の環境整備を支援するほか，広域的公共交通ネ

ットワークの構築を図るなど，地域の実情に応じた都市機能の集積・強化を目指しま

す。 

【成果指標（ＫＰＩ）】 

成果指標（ＫＰＩ） 現状値（調査時点） 目標値（2026 年度） 

総合周産期母子医療セン

ター及び地域周産期母子

医療センター数 

２か所(2021 年度) ２か所 

)年6202(人074,1)年8102(人583,1数師医

広域的公共交通ネットワ

ーク等に係る社会実験の

取組件数 

件２計累-

大学と連携した調査・研究

の取組件数 
件２計累-

ＩＣＴを活用した社会実

験の取組件数 
件２計累-

ａ 高度な医療サービスの提供 

（連携協約上の規定） 

地域周産期母子医療センターへの支援や医師確保のための寄附講座開設，医療施

設開設等支援など，高度な医療サービスの提供に取り組む。 

事 業 名 ⑥ 周産期医療提供体制の維持・確保事業 

事 業 概 要 

 圏域住民が安心して子どもを出産できるよう，地域周産期母子医療セ

ンターの役割を担う水戸赤十字病院に対して，産婦人科医確保のための

支援を行う。 

連 携 の 効 果 
 高度な周産期医療提供体制が確保され，圏域住民が安心して暮らし，

子どもを生み育てる環境が整えられる。 

スケジュール  2022 年度以降 水戸赤十字病院への補助 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和4) 2023(令和5) 2024(令和6) 2025(令和7) 2026(令和8) 総額 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  地域周産期母子医療センター産婦人科医確保のための支援を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，地域周産期母子医療センター産婦人科医確保のため

の支援を行う。 

事 業 名 ⑦ 医師確保事業 

事 業 概 要 

救急や小児，周産期等の高度医療を安定的に提供するため，必要に応

じて大学の寄附講座を開設し，水戸市内の公的病院等における救急や小

児，周産期等の高度医療を担う医師を確保するほか，水戸市内における

小児科及び産婦人科の医療施設開設等支援を行う。 

連 携 の 効 果 
 医師を確保することにより，圏域住民が安心して暮らし，子どもを生

み育てる環境が整えられる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 必要に応じた医師確保のための寄附講座の開設 

小児科及び産婦人科の医療施設開設等支援 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

20,000 20,000 50,000 80,000 20,000 190,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  大学の寄附講座開設や医療施設開設等支援の事業を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 大学の寄附講座開設や医療施設開設等支援の事業に協力する。 

※ 事業費については，必要に応じて予算措置を行う。 
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ｂ 広域的公共交通ネットワークの構築 

（連携協約上の規定） 

新たな広域交通の導入に向けた研究や要望活動，既存の圏域公共交通の課題解決

に向けた研究，公共交通の利用促進の手法の検討など，広域的公共交通ネットワー

クの構築に取り組む。 

事 業 名 ⑧ 広域的公共交通ネットワーク構築事業 

事 業 概 要 

 新たな公共交通の導入・誘致に向けた研究や要望活動，既存の圏域公

共交通の課題解決に向けた研究，ＭａａＳとの連携，新たな技術を活用

した公共交通導入の研究などを推進する。 

連 携 の 効 果  交流人口の増加，産業誘致や圏域経済の活性化が図られる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 検討会議の開催 

 2025 年度以降 社会実験の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

200 200 200 5,200 5,200 11,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  検討会議を開催し，必要に応じて社会実験に取り組む。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 検討会議に参加し，水戸市と連携して社会実験に取り組む。 

※ ＭａａＳ（マース / Mobility as a Service）とは，地域住民や旅行者一人一人のト

リップ単位での移動ニーズに対応して，複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最

適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスをいう。 

事 業 名 ⑨ 広域的公共交通の利用促進事業

事 業 概 要 
 企画乗車券の販売やノーマイカーウィークの実施，ＩＣカードの導入

など，公共交通の利用促進の手法を検討し，実施する。 

連 携 の 効 果 
 公共交通の利用者数が増加し，マイカー自粛による温室効果ガス排出

削減や渋滞緩和のほか，公共交通の安定的な運営につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 ノーマイカーウィークの実施 

 2023 年度以降 利用促進の社会実験，効果検証 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

260 5,260 5,260 2,260 2,260 15,300 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  公共交通の利用促進の手法を検討し，実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，公共交通の利用促進の手法を検討し，実施する。 

ｃ 高等教育の環境整備 

（連携協約上の規定） 

大学等の魅力向上や人材育成に対する支援など，高等教育の環境整備に取り組む。

事 業 名 ⑩ 大学との連携推進事業 

事 業 概 要 
 地域の高等教育機関である大学と市町村との協議の場を設置し，地域

の課題解決に向けた調査・研究を進める。 

連 携 の 効 果  広域的な視点から地域課題を捉え，政策分野の磨き上げにつながる。 

スケジュール  2022 年度以降 大学と連携した調査・研究の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

100 100 100 100 100 500 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  大学との連絡調整や会議開催のほか，調査・研究を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 会議に出席するほか，調査・研究に協力する。 
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ｂ 広域的公共交通ネットワークの構築 

（連携協約上の規定） 

新たな広域交通の導入に向けた研究や要望活動，既存の圏域公共交通の課題解決

に向けた研究，公共交通の利用促進の手法の検討など，広域的公共交通ネットワー

クの構築に取り組む。 

事 業 名 ⑧ 広域的公共交通ネットワーク構築事業 

事 業 概 要 

 新たな公共交通の導入・誘致に向けた研究や要望活動，既存の圏域公

共交通の課題解決に向けた研究，ＭａａＳとの連携，新たな技術を活用

した公共交通導入の研究などを推進する。 

連 携 の 効 果  交流人口の増加，産業誘致や圏域経済の活性化が図られる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 検討会議の開催 

 2025 年度以降 社会実験の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

200 200 200 5,200 5,200 11,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  検討会議を開催し，必要に応じて社会実験に取り組む。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 検討会議に参加し，水戸市と連携して社会実験に取り組む。 

※ ＭａａＳ（マース / Mobility as a Service）とは，地域住民や旅行者一人一人のト

リップ単位での移動ニーズに対応して，複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最

適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスをいう。 

事 業 名 ⑨ 広域的公共交通の利用促進事業

事 業 概 要 
 企画乗車券の販売やノーマイカーウィークの実施，ＩＣカードの導入

など，公共交通の利用促進の手法を検討し，実施する。 

連 携 の 効 果 
 公共交通の利用者数が増加し，マイカー自粛による温室効果ガス排出

削減や渋滞緩和のほか，公共交通の安定的な運営につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 ノーマイカーウィークの実施 

 2023 年度以降 利用促進の社会実験，効果検証 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

260 5,260 5,260 2,260 2,260 15,300 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  公共交通の利用促進の手法を検討し，実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，公共交通の利用促進の手法を検討し，実施する。 

ｃ 高等教育の環境整備 

（連携協約上の規定） 

大学等の魅力向上や人材育成に対する支援など，高等教育の環境整備に取り組む。

事 業 名 ⑩ 大学との連携推進事業 

事 業 概 要 
 地域の高等教育機関である大学と市町村との協議の場を設置し，地域

の課題解決に向けた調査・研究を進める。 

連 携 の 効 果  広域的な視点から地域課題を捉え，政策分野の磨き上げにつながる。 

スケジュール  2022 年度以降 大学と連携した調査・研究の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

100 100 100 100 100 500 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  大学との連絡調整や会議開催のほか，調査・研究を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 会議に出席するほか，調査・研究に協力する。 
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ｄ 高度なＩＣＴ環境の整備

（連携協約上の規定） 

ＩＣＴの利活用についての情報共有や調査研究，社会実験などを通じ，都市機能

の強化に向けた高度なＩＣＴ環境の整備に取り組む。 

事 業 名 ⑪ ＩＣＴによるまちづくり推進事業

事 業 概 要 

 職員向け研修や住民向けＤＸ推進セミナーを開催し，ＡＩ，ＲＰＡ等

の利活用事例について共有を図り，行政事務の効率化，住民サービスや

住民意識の向上を推進する。また，地域課題の解決に向けたＩＣＴ活用

についての協議会を設置し，調査や社会実験などを実施する。 

連 携 の 効 果 
 ノウハウの共有による事務の効率化，住民サービスや市町村職員のス

キルの向上，圏域における地域課題の解決につながる。 

スケジュール 

 2022 年度以降 職員向け研修，住民向けＤＸ推進セミナー，協議会の 

開催 

 2024 年度以降 地域課題の解決に向けた調査や社会実験の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

700 700 5,200 10,200 10,200 27,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 ＩＣＴ活用についての協議会を主催し，連携施策に取り組むほか，関

係機関等との連絡・調整を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 協議会に参画し，連携施策に取り組む。 

※ ＩＣＴ（アイシーティー / Information and Communication Technology）とは，情報

通信技術をいう。 

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション / Digital Transformation）とは，デジタ

ル技術を活用して変革することをいう。 

ＡＩ（エーアイ / Artificial Intelligence）とは，人工知能をいう。 

ＲＰＡ（アールピーエー / Robotic Process Automation）とは，業務の自動化システ

ムをいう。 

(3) 生活環境の充実（圏域全体の生活関連機能サービスの向上） 

地域医療や福祉，災害対策の充実を図るとともに，地域振興に取り組むなど，生活

機能の強化を目指します。また，地域公共交通を確保し，移住を促進するなど，ネッ

トワークの強化を目指します。そして，市町村職員の能力向上を図ります。 

【成果指標（ＫＰＩ）】 

成果指標（ＫＰＩ） 現状値（調査時点） 目標値（2026 年度） 

医師数（別掲） 1,385 人(2018 年) 1,470 人(2026 年) 

)年6202(人009,8)年8102(人106,8数職護看

健康づくりに係る社会実験

の取組件数 
- 累計 ２件 

養成講座を修了した成年後

見従事者数 
12 人(2020 年度) 21 人 

公の施設の広域利用者数

（居住市町村施設利用者数

を除く。） 

193,699 人(2020 年度) 

（参考） 

256,295 人(2019 年度) 

270,000 人 

合同就職説明会・相談会参

加事業所数 
所業事04-

取組を実施する住民１人当

たりの電力使用による二酸

化炭素排出量 

51.7kg-CO2

(2019 年 11 月) 

８％削減 

(2025 年 11 月) 

63.9kg-CO2

(2020 年 12 月) 

８％削減 

(2026 年 12 月) 

水戸市を経由する路線バス

の１日当たりの利用者数 

29,862 人(2020 年度) 

（参考） 

35,123 人(2019 年度) 

35,000 人 

移住・定住に係る市町村へ

の相談件数 
330 件(2020 年度) 600 件 

研修参加者数（合同研修及

び相互参加に限る。） 
- 累計 350 人 

ＳＤＧｓ普及啓発事業への

参加者数 
- 累計 1,000 人 
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ｄ 高度なＩＣＴ環境の整備

（連携協約上の規定） 

ＩＣＴの利活用についての情報共有や調査研究，社会実験などを通じ，都市機能

の強化に向けた高度なＩＣＴ環境の整備に取り組む。 

事 業 名 ⑪ ＩＣＴによるまちづくり推進事業

事 業 概 要 

 職員向け研修や住民向けＤＸ推進セミナーを開催し，ＡＩ，ＲＰＡ等

の利活用事例について共有を図り，行政事務の効率化，住民サービスや

住民意識の向上を推進する。また，地域課題の解決に向けたＩＣＴ活用

についての協議会を設置し，調査や社会実験などを実施する。 

連 携 の 効 果 
 ノウハウの共有による事務の効率化，住民サービスや市町村職員のス

キルの向上，圏域における地域課題の解決につながる。 

スケジュール 

 2022 年度以降 職員向け研修，住民向けＤＸ推進セミナー，協議会の 

開催 

 2024 年度以降 地域課題の解決に向けた調査や社会実験の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

700 700 5,200 10,200 10,200 27,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 ＩＣＴ活用についての協議会を主催し，連携施策に取り組むほか，関

係機関等との連絡・調整を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 協議会に参画し，連携施策に取り組む。 

※ ＩＣＴ（アイシーティー / Information and Communication Technology）とは，情報

通信技術をいう。 

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション / Digital Transformation）とは，デジタ

ル技術を活用して変革することをいう。 

ＡＩ（エーアイ / Artificial Intelligence）とは，人工知能をいう。 

ＲＰＡ（アールピーエー / Robotic Process Automation）とは，業務の自動化システ

ムをいう。 

(3) 生活環境の充実（圏域全体の生活関連機能サービスの向上） 

地域医療や福祉，災害対策の充実を図るとともに，地域振興に取り組むなど，生活

機能の強化を目指します。また，地域公共交通を確保し，移住を促進するなど，ネッ

トワークの強化を目指します。そして，市町村職員の能力向上を図ります。 

【成果指標（ＫＰＩ）】 

成果指標（ＫＰＩ） 現状値（調査時点） 目標値（2026 年度） 

医師数（別掲） 1,385 人(2018 年) 1,470 人(2026 年) 

)年6202(人009,8)年8102(人106,8数職護看

健康づくりに係る社会実験

の取組件数 
- 累計 ２件 

養成講座を修了した成年後

見従事者数 
12 人(2020 年度) 21 人 

公の施設の広域利用者数

（居住市町村施設利用者数

を除く。） 

193,699 人(2020 年度) 

（参考） 

256,295 人(2019 年度) 

270,000 人 

合同就職説明会・相談会参

加事業所数 
所業事04-

取組を実施する住民１人当

たりの電力使用による二酸

化炭素排出量 

51.7kg-CO2

(2019 年 11 月) 

８％削減 

(2025 年 11 月) 

63.9kg-CO2

(2020 年 12 月) 

８％削減 

(2026 年 12 月) 

水戸市を経由する路線バス

の１日当たりの利用者数 

29,862 人(2020 年度) 

（参考） 

35,123 人(2019 年度) 

35,000 人 

移住・定住に係る市町村へ

の相談件数 
330 件(2020 年度) 600 件 

研修参加者数（合同研修及

び相互参加に限る。） 
- 累計 350 人 

ＳＤＧｓ普及啓発事業への

参加者数 
- 累計 1,000 人 
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Ａ 生活機能の強化に係る政策分野 

ａ 地域医療 

（連携協約上の規定） 

圏域住民への医療情報の提供のほか，初期救急医療提供体制の維持・確保，医

療従事者の確保・育成，健康づくりなど，地域医療の充実に取り組む。 

事 業 名 ⑫ 救急医療情報等発信事業 

事 業 概 要 

 ホームページ，パンフレットの作成や子どもの救急セミナー開催等に

より，急な病気への対応や受診相談ができる窓口，各市町村が開設する

休日夜間急患センターなどの情報を発信する。 

連 携 の 効 果 
 住民の救急時の適切な対応が可能となるほか，医療機関の適切な受診

につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 ホームページやパンフレットによる情報発信 

子どもの救急セミナー開催等 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

180 180 180 180 180  900 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  住民に対して医療に関する情報提供を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，住民に対して医療に関する情報提供を行う。 

事 業 名 ⑬ 初期救急医療提供体制維持・確保事業 

事 業 概 要 

 水戸市休日夜間緊急診療所は，休日や夜間の急な病気やけがなどに対

応する医療機関として，水戸市民のみならず広く圏域の住民に利用され

ている。圏域に必要不可欠な初期救急医療提供体制を維持・確保してい

くため，水戸市休日夜間緊急診療所の運営を支援する。 

連 携 の 効 果 
 当該診療所の財政的基盤の強化が図られるほか，休日夜間急患センタ

ーを持たない圏域においても住民の安心につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 当該診療所の広域利用及び運営支援 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

97,300 7,400 7,400 7,400 7,400 126,900 

連 携 市 町 村  那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町 

水戸市の役割 
 水戸市休日夜間緊急診療所を運営するほか，連携市町に対して当該診

療所に係る情報提供を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 当該診療所の運営に協力する。 

事 業 名 ⑭ 看護師等確保事業

事 業 概 要 

 看護職（保健師，助産師，看護師及び准看護師）の確保は喫緊の課題

であることから，看護職の資格を有するも現に看護職として働いていな

い，いわゆる潜在看護職の復職支援を行うなど，茨城県看護協会等との

連携により，看護職確保に取り組む。 

連 携 の 効 果  圏域の安定的な医療提供体制の強化が図られる。 

スケジュール  2022年度以降 潜在看護職の復職支援（病院見学ツアー等の実施） 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和4) 2023(令和5) 2024(令和6) 2025(令和7) 2026(令和8) 総額 

260 260 260 260 260 1,300 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  潜在看護職の復職支援を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 潜在看護職の復職支援に協力する。 

事 業 名 ⑮ 未来の医療人材育成事業

事 業 概 要 

 公的病院や関係機関と連携し，小・中学生に実際の医療現場や医療の

状況に触れる機会を提供するなど，職業としての医療への興味・関心を

高める取組を実施する。 

連 携 の 効 果  将来の医師や看護師等の確保につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 小・中学生の病院体験事業の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

120 120 120 120 120  600 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 小・中学生の病院体験など，医療への興味・関心を高める取組を実施

する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 医療への興味・関心を高める取組に協力する。 
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Ａ 生活機能の強化に係る政策分野 

ａ 地域医療 

（連携協約上の規定） 

圏域住民への医療情報の提供のほか，初期救急医療提供体制の維持・確保，医

療従事者の確保・育成，健康づくりなど，地域医療の充実に取り組む。 

事 業 名 ⑫ 救急医療情報等発信事業 

事 業 概 要 

 ホームページ，パンフレットの作成や子どもの救急セミナー開催等に

より，急な病気への対応や受診相談ができる窓口，各市町村が開設する

休日夜間急患センターなどの情報を発信する。 

連 携 の 効 果 
 住民の救急時の適切な対応が可能となるほか，医療機関の適切な受診

につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 ホームページやパンフレットによる情報発信 

子どもの救急セミナー開催等 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

180 180 180 180 180  900 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  住民に対して医療に関する情報提供を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，住民に対して医療に関する情報提供を行う。 

事 業 名 ⑬ 初期救急医療提供体制維持・確保事業 

事 業 概 要 

 水戸市休日夜間緊急診療所は，休日や夜間の急な病気やけがなどに対

応する医療機関として，水戸市民のみならず広く圏域の住民に利用され

ている。圏域に必要不可欠な初期救急医療提供体制を維持・確保してい

くため，水戸市休日夜間緊急診療所の運営を支援する。 

連 携 の 効 果 
 当該診療所の財政的基盤の強化が図られるほか，休日夜間急患センタ

ーを持たない圏域においても住民の安心につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 当該診療所の広域利用及び運営支援 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

97,300 7,400 7,400 7,400 7,400 126,900 

連 携 市 町 村  那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町 

水戸市の役割 
 水戸市休日夜間緊急診療所を運営するほか，連携市町に対して当該診

療所に係る情報提供を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 当該診療所の運営に協力する。 

事 業 名 ⑭ 看護師等確保事業

事 業 概 要 

 看護職（保健師，助産師，看護師及び准看護師）の確保は喫緊の課題

であることから，看護職の資格を有するも現に看護職として働いていな

い，いわゆる潜在看護職の復職支援を行うなど，茨城県看護協会等との

連携により，看護職確保に取り組む。 

連 携 の 効 果  圏域の安定的な医療提供体制の強化が図られる。 

スケジュール  2022年度以降 潜在看護職の復職支援（病院見学ツアー等の実施） 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和4) 2023(令和5) 2024(令和6) 2025(令和7) 2026(令和8) 総額 

260 260 260 260 260 1,300 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  潜在看護職の復職支援を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 潜在看護職の復職支援に協力する。 

事 業 名 ⑮ 未来の医療人材育成事業

事 業 概 要 

 公的病院や関係機関と連携し，小・中学生に実際の医療現場や医療の

状況に触れる機会を提供するなど，職業としての医療への興味・関心を

高める取組を実施する。 

連 携 の 効 果  将来の医師や看護師等の確保につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 小・中学生の病院体験事業の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

120 120 120 120 120  600 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 小・中学生の病院体験など，医療への興味・関心を高める取組を実施

する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 医療への興味・関心を高める取組に協力する。 
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事 業 名 ⑯ ＩＣＴを活用した健康づくり事業

事 業 概 要 

 ＩＣＴの活用を含め，健康づくりの充実に向けた市町村の協議や調

査・研究を行うとともに，官民連携による健康づくりプロジェクト推進

協議会を設立し，社会実験を行うなど，健康づくりに資する取組を実施

する。 

連 携 の 効 果 

 施策の対象となる人口が多くなることで企業や大学等の協力が得や

すくなり，魅力ある新しい健康づくりプロジェクトが実施されること

で，住民の健康づくりが図られる。 

スケジュール 

 2022 年度以降 健康づくりプロジェクト推進協議会の開催 

調査・研究 

必要に応じて社会実験の実施  

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

860 560 560 560 560 3,100 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 健康づくりの充実に向けた市町村協議，調査・研究，官民連携による

協議会の設立などの健康づくり事業を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 健康づくりの充実に向けた市町村協議に参加するとともに，健康づく

り事業の実施に協力する。 

ｂ 福祉 

（連携協約上の規定） 

高齢者や障害者の権利擁護のための成年後見制度の利用促進など，福祉サービ

スの充実に取り組む。 

事 業 名 ⑰ 成年後見制度利用促進事業 

事 業 概 要 

 成年後見制度の利用促進を図るため，権利擁護に係る地域連携ネット

ワーク構築の中心的な役割を担う広域中核機関において，学習会・相談

会を開催するほか，市民後見人等の担い手を育成し，成年後見人等の受

任者の調整や親族後見人等の支援を実施する。 

連 携 の 効 果 

 市民後見人や法人後見受任団体等の担い手が確保され，判断能力が不

十分となった住民が，住み慣れた地域で尊厳ある生活を実現することが

できる。 

スケジュール 

 2022 年度以降 成年後見制度の普及啓発，相談支援，受任者調整等の 

        支援，担い手の育成，法人後見の受任，職員向け研修，

親族後見人等の支援 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 134,200 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 広域中核機関を運営し，成年後見制度の利用促進に係る取組を実施す

る。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，成年後見制度の利用促進に係る取組を実施する。 
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事 業 名 ⑯ ＩＣＴを活用した健康づくり事業

事 業 概 要 

 ＩＣＴの活用を含め，健康づくりの充実に向けた市町村の協議や調

査・研究を行うとともに，官民連携による健康づくりプロジェクト推進

協議会を設立し，社会実験を行うなど，健康づくりに資する取組を実施

する。 

連 携 の 効 果 

 施策の対象となる人口が多くなることで企業や大学等の協力が得や

すくなり，魅力ある新しい健康づくりプロジェクトが実施されること

で，住民の健康づくりが図られる。 

スケジュール 

 2022 年度以降 健康づくりプロジェクト推進協議会の開催 

調査・研究 

必要に応じて社会実験の実施  

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

860 560 560 560 560 3,100 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 健康づくりの充実に向けた市町村協議，調査・研究，官民連携による

協議会の設立などの健康づくり事業を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 健康づくりの充実に向けた市町村協議に参加するとともに，健康づく

り事業の実施に協力する。 

ｂ 福祉 

（連携協約上の規定） 

高齢者や障害者の権利擁護のための成年後見制度の利用促進など，福祉サービ

スの充実に取り組む。 

事 業 名 ⑰ 成年後見制度利用促進事業 

事 業 概 要 

 成年後見制度の利用促進を図るため，権利擁護に係る地域連携ネット

ワーク構築の中心的な役割を担う広域中核機関において，学習会・相談

会を開催するほか，市民後見人等の担い手を育成し，成年後見人等の受

任者の調整や親族後見人等の支援を実施する。 

連 携 の 効 果 

 市民後見人や法人後見受任団体等の担い手が確保され，判断能力が不

十分となった住民が，住み慣れた地域で尊厳ある生活を実現することが

できる。 

スケジュール 

 2022 年度以降 成年後見制度の普及啓発，相談支援，受任者調整等の 

        支援，担い手の育成，法人後見の受任，職員向け研修，

親族後見人等の支援 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 134,200 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 広域中核機関を運営し，成年後見制度の利用促進に係る取組を実施す

る。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，成年後見制度の利用促進に係る取組を実施する。 
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ｃ 教育・文化・スポーツ 

（連携協約上の規定） 

芸術・文化教育の推進，プロスポーツ等による地域活性化，公の施設の広域利

用促進など，教育・文化・スポーツの充実に取り組む。 

事 業 名 ⑱ 芸術・文化教育の推進事業 

事 業 概 要 

 水戸芸術館と連携し，子どもが質の高い芸術・文化に触れることがで

きる事業を実施するほか，各市町村で開催される芸術・文化イベントの

相互参加を促進する。 

連 携 の 効 果 
 様々な芸術・文化に触れることにより，住民の豊かな感性を育むこと

ができる。 

スケジュール  2022 年度以降 芸術・文化イベントの相互参加の促進 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

- 100 100 100 100  400 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 水戸芸術館との連絡調整を行うほか，各市町村の芸術・文化イベント

情報共有や相互参加に取り組む。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸芸術館の事業参加に係る調整，芸術・文化イベントの情報共有や

相互参加に協力する。 

事 業 名 ⑲ プロスポーツ等による地域活性化事業 

事 業 概 要 

 圏域に拠点を置くプロスポーツチーム等を活用したイベントの開催や

誘致を行い，選手と触れ合い，交流できる機会を創出するなど，スポー

ツを通じた地域活性化に資する取組を実施する。 

連 携 の 効 果 
 まちのにぎわいの創出につながるほか，住民がスポーツの楽しさなど

を得ることができる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 プロスポーツチーム等を活用したイベントの開催・誘

致 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  プロスポーツチーム等と連絡調整し，イベントを開催する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 イベントの開催に協力する。 

事 業 名 ⑳ 公の施設の広域利用促進事業 

事 業 概 要 
 住民が圏域の体育施設や図書館などの公の施設を利用できる環境を整

備し，周知を図る。 

連 携 の 効 果 

 行動範囲の広域化に対応するとともに，施設利用の選択の幅が広がる

など，住民の利便性が向上する。また，施設利用が促進され，集客力が

高まり，にぎわいの創出が図られる。 

スケジュール  2022 年度以降 公の施設の広域利用に係る手続，周知，利用促進 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

500 500 500 500 500 2,500 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  公の施設の広域利用に係る連絡調整や手続，住民への周知を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，公の施設の広域利用に係る対象施設の選定や手続，

住民への周知を行う。 
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ｃ 教育・文化・スポーツ 

（連携協約上の規定） 

芸術・文化教育の推進，プロスポーツ等による地域活性化，公の施設の広域利

用促進など，教育・文化・スポーツの充実に取り組む。 

事 業 名 ⑱ 芸術・文化教育の推進事業 

事 業 概 要 

 水戸芸術館と連携し，子どもが質の高い芸術・文化に触れることがで

きる事業を実施するほか，各市町村で開催される芸術・文化イベントの

相互参加を促進する。 

連 携 の 効 果 
 様々な芸術・文化に触れることにより，住民の豊かな感性を育むこと

ができる。 

スケジュール  2022 年度以降 芸術・文化イベントの相互参加の促進 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

- 100 100 100 100  400 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 水戸芸術館との連絡調整を行うほか，各市町村の芸術・文化イベント

情報共有や相互参加に取り組む。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸芸術館の事業参加に係る調整，芸術・文化イベントの情報共有や

相互参加に協力する。 

事 業 名 ⑲ プロスポーツ等による地域活性化事業 

事 業 概 要 

 圏域に拠点を置くプロスポーツチーム等を活用したイベントの開催や

誘致を行い，選手と触れ合い，交流できる機会を創出するなど，スポー

ツを通じた地域活性化に資する取組を実施する。 

連 携 の 効 果 
 まちのにぎわいの創出につながるほか，住民がスポーツの楽しさなど

を得ることができる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 プロスポーツチーム等を活用したイベントの開催・誘

致 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  プロスポーツチーム等と連絡調整し，イベントを開催する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 イベントの開催に協力する。 

事 業 名 ⑳ 公の施設の広域利用促進事業 

事 業 概 要 
 住民が圏域の体育施設や図書館などの公の施設を利用できる環境を整

備し，周知を図る。 

連 携 の 効 果 

 行動範囲の広域化に対応するとともに，施設利用の選択の幅が広がる

など，住民の利便性が向上する。また，施設利用が促進され，集客力が

高まり，にぎわいの創出が図られる。 

スケジュール  2022 年度以降 公の施設の広域利用に係る手続，周知，利用促進 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

500 500 500 500 500 2,500 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  公の施設の広域利用に係る連絡調整や手続，住民への周知を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，公の施設の広域利用に係る対象施設の選定や手続，

住民への周知を行う。 
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ｄ 地域振興 

（連携協約上の規定） 

合同就職説明会・相談会の開催による雇用機会の確保など，地域振興に取り組

む。 

事 業 名 ㉑ 合同就職説明会・相談会開催事業

事 業 概 要 

 圏域に立地する事業所を対象とした合同就職説明会・相談会をオンラ

インで開催するほか，企業情報を発信し，ＵＪＩターンを促進するなど，

圏域の求人と就職を支援する取組を実施する。 

連 携 の 効 果  雇用の確保やＵＪＩターンによる人口の増加につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 合同就職説明会・相談会の開催 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 27,500 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  合同就職説明会・相談会を開催する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 合同就職説明会・相談会の開催に協力する。 

ｅ 災害対策 

（連携協約上の規定） 

圏域内における災害時の相互応援や連絡体制の構築など，圏域全体で災害対策

の推進に取り組む。 

事 業 名 ㉒ 災害対策連携事業

事 業 概 要 

 県内全市町村で締結している「災害時等の相互応援に関する協定（平

成６年４月１日）」に基づき，圏域内の情報共有等を通じ，相互応援の連

携を強化し，地域防災力の向上を図る。また，総合調整を行う水戸市が

被災した場合のバックアップ体制を構築する。 

連 携 の 効 果  圏域の災害対応力の強化，住民の安心感の醸成につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 市町村協議の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

30,000 32,300 30,400 27,700 27,500 147,900 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 連携市町村と協議しながら，平常時における連携体制の構築及び災害

時における応援に関する取りまとめ，応援要請，支援対応を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，平常時における情報提供や災害時の応援要請，支援

対応を行う。 
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ｄ 地域振興 

（連携協約上の規定） 

合同就職説明会・相談会の開催による雇用機会の確保など，地域振興に取り組

む。 

事 業 名 ㉑ 合同就職説明会・相談会開催事業

事 業 概 要 

 圏域に立地する事業所を対象とした合同就職説明会・相談会をオンラ

インで開催するほか，企業情報を発信し，ＵＪＩターンを促進するなど，

圏域の求人と就職を支援する取組を実施する。 

連 携 の 効 果  雇用の確保やＵＪＩターンによる人口の増加につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 合同就職説明会・相談会の開催 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 27,500 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  合同就職説明会・相談会を開催する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 合同就職説明会・相談会の開催に協力する。 

ｅ 災害対策 

（連携協約上の規定） 

圏域内における災害時の相互応援や連絡体制の構築など，圏域全体で災害対策

の推進に取り組む。 

事 業 名 ㉒ 災害対策連携事業

事 業 概 要 

 県内全市町村で締結している「災害時等の相互応援に関する協定（平

成６年４月１日）」に基づき，圏域内の情報共有等を通じ，相互応援の連

携を強化し，地域防災力の向上を図る。また，総合調整を行う水戸市が

被災した場合のバックアップ体制を構築する。 

連 携 の 効 果  圏域の災害対応力の強化，住民の安心感の醸成につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 市町村協議の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

30,000 32,300 30,400 27,700 27,500 147,900 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 連携市町村と協議しながら，平常時における連携体制の構築及び災害

時における応援に関する取りまとめ，応援要請，支援対応を行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，平常時における情報提供や災害時の応援要請，支援

対応を行う。 

－ 69 －

第

４

章



ｆ 環境 

（連携協約上の規定） 

温室効果ガス排出削減や環境保全に係る啓発や対策など，環境対策の推進に取

り組む。 

事 業 名 ㉓ 温室効果ガス排出削減啓発事業 

事 業 概 要 
 温室効果ガス排出削減に向け，電気使用量の削減を競うエコライフチ

ャレンジを実施する。 

連 携 の 効 果 
 地球温暖化対策の重要性を住民が理解することで，行動変容が図られ，

温室効果ガス排出削減につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 エコライフチャレンジの実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

660 660 660 660 660 3,300 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  エコライフチャレンジを実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，エコライフチャレンジを実施する。 

事 業 名 ㉔ 環境啓発イベント相互参加促進事業

事 業 概 要 

 環境啓発イベント，環境保全活動，環境学習会等をまとめたガイドブ

ックの配布やホームページへの記事掲載により，圏域における環境啓発

イベント等の情報を広く発信し，各種イベントの相互参加を促進する。 

連 携 の 効 果 
 環境啓発イベント等への参加を通じて，住民が環境への意識を高め，

取組が進むことにより，圏域の環境保全につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 ガイドブック，ホームページによる周知 

（ガイドブック作成は隔年とする。） 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

200 - 200 - 200 600 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 環境啓発イベント等をまとめたガイドブックやホームページを作成

し，イベント等への相互参加を周知する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，ガイドブックやホームページで環境啓発イベント等

の相互参加を周知する。 

Ｂ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

ａ 地域公共交通 

（連携協約上の規定） 

住民等の移動手段の維持・確保など，地域公共交通の充実に取り組む。 

事 業 名 ㉕ 公共交通の維持・確保事業

事 業 概 要 
 各市町村の拠点を結ぶバス路線等の維持・拡充を図るほか，市町村が

運営する地域公共交通の域外運行を実施する。 

連 携 の 効 果 
 地域公共交通の維持・確保により交通空白地区が解消され，地域住民

等の移動手段の確保につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 地域公共交通の支援及び域外運行の実施 

（必要に応じて拡充を図る。） 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

26,300 26,700 26,500 46,300 46,300 172,100 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  公共交通の維持・確保に係る事業を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，公共交通の維持・確保に係る事業を実施する。 
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ｆ 環境 

（連携協約上の規定） 

温室効果ガス排出削減や環境保全に係る啓発や対策など，環境対策の推進に取

り組む。 

事 業 名 ㉓ 温室効果ガス排出削減啓発事業 

事 業 概 要 
 温室効果ガス排出削減に向け，電気使用量の削減を競うエコライフチ

ャレンジを実施する。 

連 携 の 効 果 
 地球温暖化対策の重要性を住民が理解することで，行動変容が図られ，

温室効果ガス排出削減につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 エコライフチャレンジの実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

660 660 660 660 660 3,300 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  エコライフチャレンジを実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，エコライフチャレンジを実施する。 

事 業 名 ㉔ 環境啓発イベント相互参加促進事業

事 業 概 要 

 環境啓発イベント，環境保全活動，環境学習会等をまとめたガイドブ

ックの配布やホームページへの記事掲載により，圏域における環境啓発

イベント等の情報を広く発信し，各種イベントの相互参加を促進する。 

連 携 の 効 果 
 環境啓発イベント等への参加を通じて，住民が環境への意識を高め，

取組が進むことにより，圏域の環境保全につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 ガイドブック，ホームページによる周知 

（ガイドブック作成は隔年とする。） 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

200 - 200 - 200 600 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 環境啓発イベント等をまとめたガイドブックやホームページを作成

し，イベント等への相互参加を周知する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 水戸市と連携し，ガイドブックやホームページで環境啓発イベント等

の相互参加を周知する。 

Ｂ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

ａ 地域公共交通 

（連携協約上の規定） 

住民等の移動手段の維持・確保など，地域公共交通の充実に取り組む。 

事 業 名 ㉕ 公共交通の維持・確保事業

事 業 概 要 
 各市町村の拠点を結ぶバス路線等の維持・拡充を図るほか，市町村が

運営する地域公共交通の域外運行を実施する。 

連 携 の 効 果 
 地域公共交通の維持・確保により交通空白地区が解消され，地域住民

等の移動手段の確保につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 地域公共交通の支援及び域外運行の実施 

（必要に応じて拡充を図る。） 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

26,300 26,700 26,500 46,300 46,300 172,100 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  公共交通の維持・確保に係る事業を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，公共交通の維持・確保に係る事業を実施する。 
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ｂ 移住・定住促進 

（連携協約上の規定） 

移住・定住に関する情報発信や地域おこし協力隊活動の活性化，婚活支援など，

移住・定住促進に取り組む。 

事 業 名 ㉖ 移住・定住促進事業

事 業 概 要 

 移住検討者の目に触れやすい媒体を活用した圏域のＰＲや都内移住

相談窓口と連携した情報発信を行うなど，移住・定住の促進に係る取組

を実施する。 

連 携 の 効 果  移住先としての認知度が向上し，移住者の増加につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 情報発信や移住・定住促進に係る取組の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  移住・定住の促進に係る取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，移住・定住の促進に係る取組を実施する。 

事 業 名 ㉗ 地域おこし協力隊活動の活性化と広域展開事業

事 業 概 要 

 地域おこし協力隊やその経験者等による連絡会議を開催し，移住を志

向する若者の視点により，圏域活性化に向けた広域的な新たな取組を検

討し，実施する。 

連 携 の 効 果 
 地域おこし協力隊の活動による賑わい創出，情報発信，移住促進，地

域の魅力再発見につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 連絡会議の開催 

 2023 年度以降 圏域活性化に向けた広域的な新たな取組の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

- 500 1,000 2,000 2,000 5,500 

連 携 市 町 村  笠間市，ひたちなか市，那珂市，茨城町，大洗町，城里町 

水戸市の役割  地域おこし協力隊の活動の活性化と広域展開に係る取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 地域おこし協力隊の活動の活性化と広域展開に係る取組に協力する。 

事 業 名 ㉘ 婚活支援事業 

事 業 概 要 
 婚活支援のための参加型・体験型のイベントを開催するなど，婚活支

援の取組を実施する。 

連 携 の 効 果 
 圏域における婚姻により定住を促進するとともに，出生数の増加が見

込まれるなど，人口増につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 婚活支援イベントの開催 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  イベントを開催するなど，婚活支援の取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 イベントを周知するなど，婚活支援の取組に協力する。 
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ｂ 移住・定住促進 

（連携協約上の規定） 

移住・定住に関する情報発信や地域おこし協力隊活動の活性化，婚活支援など，

移住・定住促進に取り組む。 

事 業 名 ㉖ 移住・定住促進事業

事 業 概 要 

 移住検討者の目に触れやすい媒体を活用した圏域のＰＲや都内移住

相談窓口と連携した情報発信を行うなど，移住・定住の促進に係る取組

を実施する。 

連 携 の 効 果  移住先としての認知度が向上し，移住者の増加につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 情報発信や移住・定住促進に係る取組の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  移住・定住の促進に係る取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 水戸市と連携し，移住・定住の促進に係る取組を実施する。 

事 業 名 ㉗ 地域おこし協力隊活動の活性化と広域展開事業

事 業 概 要 

 地域おこし協力隊やその経験者等による連絡会議を開催し，移住を志

向する若者の視点により，圏域活性化に向けた広域的な新たな取組を検

討し，実施する。 

連 携 の 効 果 
 地域おこし協力隊の活動による賑わい創出，情報発信，移住促進，地

域の魅力再発見につながる。 

スケジュール 
 2022 年度以降 連絡会議の開催 

 2023 年度以降 圏域活性化に向けた広域的な新たな取組の実施 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

- 500 1,000 2,000 2,000 5,500 

連 携 市 町 村  笠間市，ひたちなか市，那珂市，茨城町，大洗町，城里町 

水戸市の役割  地域おこし協力隊の活動の活性化と広域展開に係る取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 地域おこし協力隊の活動の活性化と広域展開に係る取組に協力する。 

事 業 名 ㉘ 婚活支援事業 

事 業 概 要 
 婚活支援のための参加型・体験型のイベントを開催するなど，婚活支

援の取組を実施する。 

連 携 の 効 果 
 圏域における婚姻により定住を促進するとともに，出生数の増加が見

込まれるなど，人口増につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 婚活支援イベントの開催 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  イベントを開催するなど，婚活支援の取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 イベントを周知するなど，婚活支援の取組に協力する。 
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Ｃ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

ａ 人材の育成 

（連携協約上の規定） 

職員の育成や能力向上，ＳＤＧｓの普及啓発など，人材の育成に取り組む。 

事 業 名 ㉙ 職員人材育成事業

事 業 概 要 
 市町村合同研修会を開催するとともに，各市町村が主催する研修への

相互参加を行う。 

連 携 の 効 果 
 様々な研修を受けることにより職員の能力が向上し，行政課題の解決

につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 合同研修会の開催，市町村主催の研修の相互参加 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

400 400 400 400 400 2,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 合同研修会を開催するほか，各市町村が開催する研修会への相互参加

の取りまとめを行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 合同研修会の開催に協力するほか，各市町村が開催する研修会への相

互参加を受け入れる。 

事 業 名 ㉚ ＳＤＧｓの取組に係る連携事業

事 業 概 要 

 小・中学生を対象とした学習会や市町村職員のリーダーづくり研修会

を開催するなど，圏域においてＳＤＧｓを学ぶ機会を提供するとともに，

普及啓発を展開する。 

連 携 の 効 果  ＳＤＧｓの認知度や理解度が高まり，取組が促進される。 

スケジュール  2022 年度以降 ＳＤＧｓの普及啓発 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

600 1,000 1,000 1,000 1,000 4,600 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  学習会を開催するなど，ＳＤＧｓの普及啓発の取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 ＳＤＧｓの普及啓発の取組に協力する。 

※ ＳＤＧｓ（エスディージーズ / Sustainable Development Goals / 持続可能な開発

目標）とは，2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。2015 年に

国連サミットで採択され，17 のゴール（目標），169 のターゲット（具体目標）から構成

されている。

・具体的な取組の推進
・圏域住民，各種団体，　　
事業者，行政等との連携

・いばらき県央地域連携
中枢都市圏ビジョン懇
談会による協議等

・目標の設定

・各種事業の改善，見直し
・新たな課題への取組

・事業の実施状況の把握・
　評価

Check
（評価）

本ビジョンの推進に当たっては，連携市町村の関係各課，関係機関との連携はもとよ

り，県央地域首長懇話会や民間有識者などで構成するいばらき県央地域連携中枢都市圏

ビジョン懇談会等の意見を反映させながら，ビジョンに位置付けた各種事業に取り組み

ます。 

本ビジョンは，毎年度，ＰＤＣＡサイクルによる成果検証を行い，必要に応じてビジ

ョンの見直しを行うものとします。 

（計画）
DoPlan

（実施）

Action
（行動）

１　推進体制

２　進行管理

第５章　推進体制と進行管理

－ 74 －

第

４

章



Ｃ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

ａ 人材の育成 

（連携協約上の規定） 

職員の育成や能力向上，ＳＤＧｓの普及啓発など，人材の育成に取り組む。 

事 業 名 ㉙ 職員人材育成事業

事 業 概 要 
 市町村合同研修会を開催するとともに，各市町村が主催する研修への

相互参加を行う。 

連 携 の 効 果 
 様々な研修を受けることにより職員の能力が向上し，行政課題の解決

につながる。 

スケジュール  2022 年度以降 合同研修会の開催，市町村主催の研修の相互参加 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

400 400 400 400 400 2,000 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割 
 合同研修会を開催するほか，各市町村が開催する研修会への相互参加

の取りまとめを行う。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 

 合同研修会の開催に協力するほか，各市町村が開催する研修会への相

互参加を受け入れる。 

事 業 名 ㉚ ＳＤＧｓの取組に係る連携事業

事 業 概 要 

 小・中学生を対象とした学習会や市町村職員のリーダーづくり研修会

を開催するなど，圏域においてＳＤＧｓを学ぶ機会を提供するとともに，

普及啓発を展開する。 

連 携 の 効 果  ＳＤＧｓの認知度や理解度が高まり，取組が促進される。 

スケジュール  2022 年度以降 ＳＤＧｓの普及啓発 

概 算 事 業 費 

(年度，千円) 

2022(令和 4) 2023(令和 5) 2024(令和 6) 2025(令和 7) 2026(令和 8) 総額 

600 1,000 1,000 1,000 1,000 4,600 

連 携 市 町 村  全市町村 

水戸市の役割  学習会を開催するなど，ＳＤＧｓの普及啓発の取組を実施する。 

連 携 市 町 村 

の 役 割 
 ＳＤＧｓの普及啓発の取組に協力する。 

※ ＳＤＧｓ（エスディージーズ / Sustainable Development Goals / 持続可能な開発

目標）とは，2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。2015 年に

国連サミットで採択され，17 のゴール（目標），169 のターゲット（具体目標）から構成

されている。

・具体的な取組の推進
・圏域住民，各種団体，　　
事業者，行政等との連携

・いばらき県央地域連携
中枢都市圏ビジョン懇
談会による協議等

・目標の設定

・各種事業の改善，見直し
・新たな課題への取組

・事業の実施状況の把握・
　評価

Check
（評価）

本ビジョンの推進に当たっては，連携市町村の関係各課，関係機関との連携はもとよ

り，県央地域首長懇話会や民間有識者などで構成するいばらき県央地域連携中枢都市圏

ビジョン懇談会等の意見を反映させながら，ビジョンに位置付けた各種事業に取り組み

ます。

本ビジョンは，毎年度，ＰＤＣＡサイクルによる成果検証を行い，必要に応じてビジ

ョンの見直しを行うものとします。

（計画）
DoPlan

（実施）

Action
（行動）

１　推進体制

２　進行管理

第５章　推進体制と進行管理
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資料１ いばらき県央地域連携中枢都市圏に係る主な経過

年 度 月 日 内 容

2019年度

（令和元）

第 31 回県央地域首長懇話会

・連携中枢都市圏形成に向けた調査研究を進めていくことについ

て決定

第 32 回県央地域首長懇話会

・連携中枢都市圏構想や連携事業について協議

2020年度

（令和２）

水戸市が中核市に移行

第 34 回県央地域首長懇話会

・県央地域の将来像及び連携事業について協議

第 35 回県央地域首長懇話会

・県央地域の将来像及び連携事業について協議

・連携中枢都市圏の形成を目指すことについて合意

2021年度

（令和３）

第 36 回県央地域首長懇話会

・連携中枢都市宣言書，いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョ

ン及び連携事業について協議

・国の財政措置の変更について報告

第１回いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会

第２回いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会

第 37 回県央地域首長懇話会

・連携中枢都市宣言書，いばらき県央地域連携中枢都市圏の形成

に関する連携協約書及びいばらき県央地域連携中枢都市圏ビ

ジョン（素案）について決定

水戸市が連携中枢都市宣言（宣言書の公表 11 月 15 日）

12 月   日 いばらき県央地域連携中枢都市圏の形成に関する連携協約の締

結についての議案を各市町村議会に提出し，全て可決

＜各市町村の議決日＞

水戸市    12 月 21 日   笠間市 12 月 15 日

ひたちなか市 12 月 16 日   那珂市 12 月 17 日

小美玉市   12 月 17 日   茨城町 12 月 10 日

大洗町    11 月 30 日   城里町 12 月 14 日

東海村    12 月 20 日

いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン（素案）の意見公募

（期間 １月 11 日から２月９日まで）

7 月  8 日

11 月 22 日

4 月  1 日

11月 13日

2 月 25 日

7 月  6 日

8 月 31 日

10 月  1 日

11月 15日

1 月 11 日

2 月 21 日 第 38 回県央地域首長懇話会

・いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョンについて決定
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年 度 月 日 内 容

いばらき県央地域連携中枢都市圏に関する連携協約締結式

・連携中枢都市宣言を行った水戸市と，笠間市，ひたちなか市，

那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町及び東海村との間

において，１対１で連携協約を締結

 （連携協約書の告示 ２月 22 日）

いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョンを策定

（ビジョンの公表 ２月 22 日）

2021年度

（令和３）

2 月 21 日
資料２ いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会要項

（趣旨）

第１条 この要項は，連携中枢都市圏構想要綱（平成２６年８月２５日付け総行市第200号）に基づ

き，いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン（以下「ビジョン」という。）の策定等に関して関係

者の意見を幅広く反映させるために開催するいばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会（以

下「懇談会」という。）について，必要な事項を定めるものとする。

 （協議事項）

第２条 懇談会は，次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) ビジョンの策定又は変更に関すること。 

(2) 懇談会がビジョンに関し必要と認める事項に関すること。 

 （構成） 

第３条 懇談会は 20人以内の委員で構成する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから，市長が依頼する。 

 （1）学識経験者 

 （2）連携中枢都市圏が果たすべき３つの役割（圏域全体の経済成長のけん引，高次の都市機能の集

積・強化，圏域全体の生活関連機能サービスの向上）に係る取組について識見を有する者 

（3）前２号に掲げる者のほか，市長が適当と認めるもの 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 補欠により依頼された委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （運営） 

第５条 市長は，必要に応じて懇談会を招集する。 

２ 懇談会に，座長と副座長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は，懇談会の議長となり，その運営に当たる。 

４ 座長が懇談会に出席できないときは，副座長がその代理を務めるものとする。 

５ 市長は，必要に応じて委員以外の者を懇談会に出席させ，意見，説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

 （庶務） 

第６条 懇談会の庶務は，市長公室政策企画課において行う。 

 （補則） 

第７条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

 この要項は，令和３年５月 11日から施行する。 
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年 度 月 日 内 容

いばらき県央地域連携中枢都市圏に関する連携協約締結式

・連携中枢都市宣言を行った水戸市と，笠間市，ひたちなか市，

那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町及び東海村との間

において，１対１で連携協約を締結

 （連携協約書の告示 ２月 22 日）

いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョンを策定

（ビジョンの公表 ２月 22 日）

2021年度

（令和３）

2 月 21 日
資料２ いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会要項

（趣旨）

第１条 この要項は，連携中枢都市圏構想要綱（平成２６年８月２５日付け総行市第200号）に基づ

き，いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン（以下「ビジョン」という。）の策定等に関して関係

者の意見を幅広く反映させるために開催するいばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会（以

下「懇談会」という。）について，必要な事項を定めるものとする。

 （協議事項）

第２条 懇談会は，次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) ビジョンの策定又は変更に関すること。 

(2) 懇談会がビジョンに関し必要と認める事項に関すること。 

 （構成） 

第３条 懇談会は 20人以内の委員で構成する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから，市長が依頼する。 

 （1）学識経験者 

 （2）連携中枢都市圏が果たすべき３つの役割（圏域全体の経済成長のけん引，高次の都市機能の集

積・強化，圏域全体の生活関連機能サービスの向上）に係る取組について識見を有する者 

（3）前２号に掲げる者のほか，市長が適当と認めるもの 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 補欠により依頼された委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （運営） 

第５条 市長は，必要に応じて懇談会を招集する。 

２ 懇談会に，座長と副座長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は，懇談会の議長となり，その運営に当たる。 

４ 座長が懇談会に出席できないときは，副座長がその代理を務めるものとする。 

５ 市長は，必要に応じて委員以外の者を懇談会に出席させ，意見，説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

 （庶務） 

第６条 懇談会の庶務は，市長公室政策企画課において行う。 

 （補則） 

第７条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

 この要項は，令和３年５月 11日から施行する。 
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（任期　2021（令和3）年8月1日から2023（令和5）年7月31日まで）

資料３ いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン懇談会 委員名簿  

氏 名 所属・役職等 備考 

長座授教部学科会社文人学大城茨泉中田

長座副授教准部学策政合総学大磐常均中村

一般社団法人茨城県水戸市医師会 会長毅原

公益社団法人茨城県看護協会 常任理事子厚谷樫

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会 会長憲武立保

飯村 健一 
一般社団法人水戸観光コンベンション協会 専務
理事

任田 正史 茨城交通株式会社 代表取締役社長 

横山 歩 
株式会社常陽銀行コンサルティング営業部
担当部長

小原 規宏 茨城大学人文社会科学部 准教授  

宇津 伸郎 橙雅交通株式会社 代表取締役社長

三本松 まゆみ 
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 
総看護師長 

金子 利美

頭会所議会工商かなちたひ修生柳

須藤 雅由 
公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 
副理事長兼事務局長

長会副会工商市珂那進野大

一般社団法人小美玉観光協会 会長樹茂賀額

平澤 協一 茨城県認定農業者協議会 会長  

一般社団法人大洗観光協会 会長明里大

綿引 薫 石塚サン・トラベル株式会社 代表取締役社長  

相巣 博之 社会福祉法人東海村社会福祉協議会 事務局長

（敬称略 順不同）

社会福祉法人ひたちなか市社会福祉協議会 常務
理事兼事務局長 
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令和４年度 

城里町教育委員会外部評価委員会点検評価報告書 
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令和３年度教育行政に関する第２次城里町総合計画施策の体系 
〈基本構想〉 
【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
　ともに社会を生き抜く力を身につける教育　 

施策１　城里町の発展を牽引する人を育てる教育の促進 
施策２　確かな学力と自ら考える力の育成 
施策３　豊かな人間性と社会性の育成 
施策４　健康な身体と体力の育成 
施策５　特別支援教育の充実 
施策６　質の高い幼児教育の推進

 
　安心して学べる教育環境の整備　 

施策１　教職員の資質・能力の向上 
施策２　学習環境の整備 
施策３　家庭・地域の教育力の向上 
施策４　学校と地域の連携・協働の推進 
施策５　教育へのアクセス（受けやすさ）の向上

 
　生涯にわたって学べる環境の整備　 

施策１　生涯学習の充実 
施策２　生涯スポーツの充実 
施策３　生涯学習施設の有効な活用 
施策４　多様な学びの場の確保

 
　郷土の文化の継承と文化財の保護　 

施策１　地域文化の伝承 
施策２　文化財の保護とＰＲ
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総合計画・教育振興基本計画に基づく基本方針と施策の方向 

 
ともに社会を生き抜く力を身につける教育 
【基本方針】 

確かな学力定着や個性を引き出す多様な教育の機会の提供に努め、これか

らの社会を生き抜く力を身につける教育を目指していきます。 
また、ふるさとを愛する心を育み、地域を支えていく人材を育てていきま

す。 
 
【施策の方向】 

 

 

 （１）城里町の発展を牽引する人を育てる教育の推進

 城里町教育大綱（教育の基本理念）の町民への周知に努めるとともに、児

童生徒が、郷土愛を育み、ふるさとに誇りを持ち、地域社会の一員としての

自覚が持てる教育を推進します。 
児童生徒が社会や世界との接点を持つことで、自らの可能性を広げるこ

と、ふるさとの魅力を再認識することを目指して、さまざまな職業に触れる

キャリア教育やグローバル化に対応した英語学習、現代社会が抱える課題を

学ぶ総合学習など多様な教育機会の提供に努めます。

 （２）確かな学力と自ら考える力の育成

 反復学習により習得した学習習慣や基礎的・基本的な学力を土台に、思考

力・判断力・表現力を育む指導の充実を図ります。 
コンピュータ等を活用した能動的な学習や、子ども同士による学び合いを

はじめとする双方向型の授業を積極的に推進し、児童生徒が主体性を持ち、

多様な人々と協働して課題を解決する力を育てます。 
小学校から中学校への円滑な教育の継続を目指し、小・中学校が連携して、

義務教育期間を通し子どもたちの発達や学びの連続性を踏まえた学習指導

や生徒指導に取り組みます。

 （３）豊かな人間性と社会性の育成

 少人数学級の強みを活かした教職員と児童生徒との密なコミュニケーシ　

ョンにより、自己肯定感・自己有用感の醸成を図るとともに、児童生徒一人

ひとりの状況の把握に努め、いじめや暴力を未然に防ぐ生徒指導の充実を図

ります。また、相談を必要とする児童生徒が適切な相談を受けることができ

るような体制を整備します。 
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安心して学べる教育環境の整備 
【基本方針】 

質の高い教育を指導する教職員の資質・能力の向上や、児童生徒の学習意

欲を高める安全な学習環境の維持・向上に努めます。 
学校・地域・家庭の連携の強化並びに家庭教育や地域での教育力の向上を

  児童生徒が学級や学校を超えて交流する機会として、他校との交流や地域

との交流をはじめとする校外活動を積極的に進め、コミュニケーション能力

や豊かな心の育成に努めます。  

児童生徒の学年の段階に応じた道徳教育や人権教育の指導に努めます 。

 

 （４）健康な身体と体力の育成

 健やかな心身の発育・発達や健康的な生活習慣の定着の大切さへの理解を

促す学校保健学習の指導を行います。 
体育の授業においては、運動を通じ児童生徒の体力の維持・向上を図ると

ともに、生涯にわたりスポーツに親しめるよう様々な運動に触れる機会の提

供に努めます。 
児童生徒の正しい食習慣の定着や食を大切にする意識の育成を図るとと

もに、地産地消を取り入れた、安全で美味しい学校給食の提供を推進します。

 （５）特別支援教育の充実

 障害のある児童生徒が、自己の持つ能力や可能性を最大限に伸ばし、自立

の能力と態度を育成する指導に努めます。 
また、校内のバリアフリー化等の教育環境の整備や特別支援教育への理解

の促進などを進め、特別な支援が必要な児童生徒への支援や対応の拡充を図

ります。

 （６）質の高い幼児教育の推進

 遊びや生活を通じて学びの基礎となる好奇心や探究心の育成や基本的生　

活習慣の育成や規範意識の定着を図る幼児教育の充実に努めます。また、幼

児一人ひとりの発達に応じた指導を適切に行うことができるよう教職員の資

質の向上を図ります。 
子どもたちが認定こども園等から小学校へと円滑に移行できるよう、各施

設の指導者が連携し、幼児・児童に関する情報交換や、幼児期の教育と義務

教育の相互理解の構築を推進します。 
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図り、地域の学びの拠点となる、開かれた学校を中心とした総合的な教育環

境の整備を図ります。 
 

【施策の方向】 

 

 

 

 （１）教職員の資質・能力の向上

 児童生徒の確かな学力の修得を目指し、指導する教職員の資質・能力を向

上させるため、研修や教育研究活動等を支援します。 
教職員が意欲を持って勤務できるよう、身体だけでなく精神的疲労に対処

するため、県の講習会への参加促進やカウンセリング等の相談窓口の紹介を

行います。

 （２）学習環境の整備

 児童生徒の学習・生活の場であり、災害発生時の避難場所にも利用される

学校施設の老朽化対策を推進し、施設の安全の確保に努めます。また、今後

の少子化に伴い、小中学校の適正規模や適正配置等を検討します。 
学校教材の充実や情報通信技術（ICT）利活用のための基盤の整備、遠隔授

業やデジタル教材といったオンライン学習のための環境整備など、児童生徒

の学習環境の向上にも努めます。 

 （３）家庭・地域の教育力の向上

 家庭の教育力の向上を図るため、家庭教育学級の開催など家庭教育に関す

る学習の機会の提供に努めます。また、青少年や家庭が抱える問題に対処す

るため、地域に相談員を配置し相談体制を確保します。 
地域における子どもたちの居場所や学びの場づくりを進めるため、子ども

が参加できる地域行事や高校生会などの活動の活性化を促進するとともに、

子どもたちが交流し安心できる新たな居場所についても検討を進めます。 　 
地域のパトロールや登下校時の見守りなどボランティア活動への地域住民

の参加を促し、学校、家庭、地域が連携し児童生徒の健全な育成を図ります。 

 （４）学校と地域の連携・協働の推進

 学校と家庭や地域社会が相互に連携・協力した学校教育の実現を目指して、

学校のホームページ等を活用した保護者や地域住民に対する情報発信を積極的

に進めるとともに、コミュニティ・スクール制度を取り入れ、幅広く意見や助

言を求め、地域に開かれた学校づくりや学校運営の工夫や改善を進めます。  

子どもたちの放課後等の安全な居場所を確保するため、放課後子ども教室や

長期休みの期間中の学習を支援する校外学習などの拡充も検討します。 
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生涯にわたって学べる環境の整備 
【基本方針】 

すべての町民が、いつでも、どこでも、誰でも、楽しく参加できる生涯学習・

生涯スポーツのまちづくりを目指して、施設の効率的な運営やサービスの向上、

魅力的なプロラムの開発や人材の育成などの環境の整備を推進します。  
 
【施策の方向】 

 

 地域の人材を活用した総合的な学習の時間や職業体験などのキャリア教育を

実施します。また、地域の自然や資源を活かした学習・体験講座を実施し、週

末等を有効に過ごす機会を提供します。

 （５）教育へのアクセス（受けやすさ）の向上

 遠距離通学の負担を軽減するため、スクールバスの運行や、町外へ通学する

高校生に対する路線バス・ 鉄道の利用にかかる交通費の補助を行います。 

家庭環境の要因により、経済的理由で就学困難となっている家庭の児童生徒

に学用品・修学旅行費・学校給食費等の援助を行います。また、意欲と能力が

ありながら経済的理由により、高校や大学への修学が困難な生徒・学生に対し

ては、学資の貸与や独自の奨学金制度の検討などの支援を図ります。 

 （１）生涯学習の充実

 町民が主体となり、生涯にわたって質の高い学びを進めていけるように、 
社会教育諸団体、町民会議などの活動運営に対する支援を行うとともに、あ

らゆる世代の多様な学びの場の提供を図ります。 
　コミュニティセンター城里では、ホールを活用して音楽や舞台芸術などに

ふれる機会を確保します。各公民館においては、多彩な講座や教室のメニュ

ーを提供するとともに、その受講生や自主的に活動を行う団体が、日頃の活

動の成果を発表する場となる展示イベントを開催します。 
町民の中から掘り起こした各分野の優れた人材や、生涯学習講座やサーク

ル活動で習得した技能を持つ人材の登録制度の導入などを検討します。

 （２）生涯スポーツの充実

 スポーツ協会やスポーツ少年団などの生涯スポーツ活動団体の育成・支援

を推進するとともに、スポーツ推進委員や各種スポーツ団体の指導者等の養

成・支援に努めます。 
町民の健康維持・増進や体力づくりのために、マラソン大会等のスポーツ
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郷土の文化の継承と文化財の保護 
【基本方針】 

地域への誇りや愛着の源となる郷土芸能や地域文化を長く後世に受け継い

でいくため、保存活動への支援や町民への周知を図ります。 

 行事を開催します。また、町内に七会町民センター「アツマーレ」等の施設

があることを活かして、町民のスポーツへの関心を高めるとともに、専門的

な知見に基づいた高齢者や障害者に対する効果的な体操プログラムの提供な

どの取組も検討します。  
町ホームページや広報紙などを活用し、スポーツに関する幅広い情報提供

を行い、町民スポーツの普及に努めます。

 （３）生涯学習施設の有効な活用

 生涯学習施設や社会体育施設は、町民の生涯学習・生涯スポーツ活動の拠

点として、誰もが利用しやすい施設を目指して、部屋の貸出や予約、講座の

受付などの運営改善を進めます。 

利用者の安全性や利便性を確保するため、各施設の保守点検を行い適切な

維持管理を図ります。また、利用が少ない施設や老朽化した施設などについ

ては、窓口サービスや使用料の見直し、今後の改修や維持・管理の方法など

について検討します。 
公民館では、各地域のニーズや実態を把握し、公民館機能の有効利用を図

り、地域に密着した公民館運営を推進します。また、地域活動の拠点として

の充実を図ります。 
図書館では、町民の文化、教養、生活の向上に寄与する生涯学習施設とし

て、資料の充実と提供に努めます。また、限られた資源を有効に活用すると

ともに、読書のさまざまな魅力や価値を伝えるため、コミュニティセンター

城里、学校図書室との連携なども検討します。

 （４）多様な学びの場の確保

 少子高齢化や人生 100 年時代への対応した多様な学びの場の確保を推進し　

ます。今後発生が予想される「働きながら学びたい」「遠くの施設まで通えな

い」等の多様なニーズに応えるため、オンラインでの講座の開催や高齢者等

を対象にしたスマートフォン講座の開催、こうした活動を行う団体への支援

などを検討します。  

地域においては、３世代交流事業や子ども会活動への支援を行います。 
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地域の歴史・文化を掘り起こし、有形・無形文化財への登録等により積極的

な保護・保全や町内外へのＰＲを図ります。  

 

 
【施策の方向】 

 

 
 
 
 

 

 （１）地域文化の伝承

 古内大杉ばやしや八木節源太おどりなどに代表される各地区の郷土芸能

の継承と保存活動を支援します。 
町内外の各種イベントなどでこうした郷土芸能を発表する場を設け、活動

の継続や周知の後押しを図るとともに、自分が住んでいる地区以外の活動に

触れ・交流する機会として、複数の団体が一堂に会して発表する場を設ける

ことも検討します。また、担い手の高齢化や会員の減少に対応するため、映

像等による記録の作成や、これらを活用した学校教育での保存・継承活動の

展開、町内外への映像の配信なども検討します。 

黒澤止幾など町の歴史上の偉人や地域に残る伝統工芸などについて、資料

等を活用し積極的に周知を図り、観光と連携し地域振興に積極的に活用して

いきます。

 （２）文化財の保護とＰＲ

 町内にある文化資源の調査・収集を進め、貴重な文化財の保護・保存に努

めます。また、町の重要な文化財を町文化財として指定し、長く後世に引き

継いでいきます。  
埋蔵文化財分布地図や文化財ガイド、案内看板などの各種媒体を活用し、

地域の歴史を町内外に向けて周知するとともに、歴史の掘り起こしや周知を

通じた地域の活性化を図ります。特に、調査が完了した頓（徳）化原古墳に

ついては、案内看板の設置や史跡公園としての整備を検討します。
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教育委員会の主要事務事業評価シート（令和３年度対象） 

 
I 　ともに社会を生き抜く力を身につける教育 

 

施策 1　　ＡＬＴ（外国語指導助手）設置事業 

施策２　　ＴＴ非常勤講師配置事業 

施策３　 適応指導事業（うぐいすのひろば） 

施策３　　ふれあいの船事業自主事業 

施策３　　ふれあいの船事業代替給付金事業 

　　施策５　　特別支援教育就学奨励費事業 

　　　 

II  安心して学べる教育環境の整備 

 

施策５　 就学支援事業（小学校、中学校） 

 

 

III　生涯にわたって学べる環境の整備 

 

施策１　　花いっぱい運動事業 

施策１　　成人式典（令和３年） 

施策１　　成人式典（令和４年） 

施策１　　青少年育成城里町民会議 

施策１　　コミュニティセンター城里自主事業 

施策２　　城里町マラソン大会 

 

 

Ⅳ　郷土の文化の継承と文化財の保護 

 

施策１　　地域文化の伝承 

施策２　　文化財の保護とＰＲ（文化財保護事業） 
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 ともに社会を生き抜く力を身につける教育 施策１ 

城里町の発展を牽引する人を育て

る教育の促進（国際理解教育の推進）
 

事業名 ＡＬＴ（外国語指導助手）設置事業

 

事  業 の 目  的
小学校段階からの英語活動を通じたコミュニケーション能力の向

上と中学校英語教育を充実させる。また英語教員の英語力の向上

と授業の充実を図る。

 

事業の内容・効果

４人のＡＬＴを小中学校に派遣し、中学校においては英語科教育

の充実を、小学校においては、外国語活動及び国際理解教育の充

実を図る。 
児童生徒の国際感覚、コミュニケーション能力の向上に寄与した。 
 
町単独契約（４人） 
週３５時間勤務

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 13,942 千円　

 項 教育総務費 執行済額 13,828 千円　

 目 事務局費 予算執行率 　９９．２％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

教育委員会が外国人と直接雇用契約をしている。 
国際化がますます進展し、国際感覚、コミュニケ

ーション能力が更に必要となっているため、更に

事業の充実が必要である。

 
有効性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い 

事業目的達成に寄与している。 
国際化が伸展して行く中、英語の活用能力の向上

には大いに有効である。

 
　効率性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

４人のＡＬＴを、各学校の時間割に合わせ、分散

して配置しており、効率的に行われている。

 R1 年度 

決算額
14,067 千円

外部評価委員会の意見 
 
小中学校教員との協調を図り効果ある指導に努

め、人員確保のみでなく人材確保にも力点を置き、

事業の継続に努められたい。 
また、英語圏を始めとした国々と日本との文化の

違いを正しく理解したり考えたりできる教育環境

づくりにも努められたい。

 R2 年度 

決算額
14,094 千円

 R3 年度 

決算額
13,828 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 ともに社会を生き抜く力を身につける教育 施策２ 

確かな学力と自ら考える力の育成
（確かな学力の定着）

 
事業名 ＴＴ非常勤講師配置事業

 

事  業 の 目  的
補助教員を配置して、学習態度や生活習慣をしっかり身につけさ

せ、児童生徒の基礎学力の向上を図りスムーズな学校生活が送れ

るようにする。

 

事業の内容・効果

各小中学校に補助教員を配置して、複数の教員で学習指導や生活

指導を行うことにより、児童生徒の学力の向上及び生活習慣の習

得に寄与できた。 
 
各小中学校に配置 
小学校　計７人　　週２５時間 
中学校　計２人　　週２０時間

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 18,339 千円　

 項 教育総務費 執行済額 17,601 千円　

 目 事務局費 予算執行率 　９６．０％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

町単独事業である。 
複数の教員で対応することにより、きめ細かな学

習指導を行うことができる。

 
有効性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

担任とＴＴによる指導法の工夫ができ、教育効果

の向上に寄与している。

 

　効率性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

基礎学力の向上を図るために、複数の教員による

学習指導は効率的である。 

 R1 年度 

決算額
16,777 千円

外部評価委員会の意見 
 
小中学校教員とＴＴ講師との協調関係を図り、よ

り効率性を高めて、今後も事業の継続に努められた

い。 
 R2 年度 

決算額
18,182 千円

 R3 年度 

決算額
17,601 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 ともに社会を生き抜く力を身につける教育 施策３ 

豊かな人間性と社会性の育成 
（いじめや不登校への対応）

 
事業名 適応指導事業

 

事  業 の 目  的
心理的要因や他の理由等で学校に登校できない児童生徒に、指

導員が適応指導を行い、学校復帰に向けて支援を行う。

 

事業の内容・効果

適応指導事業として「うぐいすのひろば」を設置し、不登校の 
児童生徒の基礎学力の補充、集団への適応、基本的生活習慣の

改善等の指導を行った。 
 
通級(週 1 日以上)　　　５人（小６、中１～３） 
通級(週 1 日未満)　　１０人（小２、小４、中１～３） 
学校復帰(含一次的)　１２人（小２、小４、小６、中１～３）

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 4,807 千円　

 項 教育総務費 執行済額 4,564 千円　

 目 事務局費 予算執行率 ９４．９％　

 
評価項目 評　　価 理　　　　　　　　由

 
妥当性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

教育委員会の事業への関与は妥当である。

 
有効性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

事業目的に寄与し効果を得た。

 
効率性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

緊急性は低いが必要性は高い。

 R1 年度 

決算額
3,936 千円

外部評価委員会の意見 
 
うぐいすのひろばについて、広報しろさとの各

種相談案内への毎月掲載や、教育委員会ホームペ

ージでの紹介等は、今後も続けてほしい。不登校

の児童生徒がうぐいすのひろばに通級すること

は、学校復帰へのきっかけになるので、今後も継

続してほしい。

 R2 年度 

決算額
3,856 千円

 R3 年度 

決算額
4,564 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 ともに社会を生き抜く力を身につける教育

施策３ 
豊かな人間性と社会性の育成 
（コミュニケーション能力の育成）

 
事業名 ふれあいの船事業

 

事  業 の 目  的

北海道の雄大な自然の中での集団活動をとおして、相互の心の

ふれあいや自然とのふれあいを深めるとともに、学校生活では

得られない貴重な体験を会得して、心身ともに調和のある人間

形成を図る。

 

事業の内容・効果

町内の小学校６年生を対象に、上記目的を達成するため船を利

用して４泊５日の集団活動を予定したが、新型コロナウイルス

の感染状況を考慮し、実施時期をずらして町内での体験学習を

行う代替事業を計画した。しかし、感染拡大防止のため中止と

した。 
 
対象児童　１３８人

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 9,623 千円　

 項 社会教育費 執行済額 0 千円　

 目 社会教育総務費 予算執行率 ０．０％　

 評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

新型コロナウイルスが蔓延する中で、事業中止と

したことはやむを得ない措置であり、妥当であ

る。

 
有効性

４ ３ ２ １ 
高い □□□□ 低い

事業未実施のため評価しない。

 

　効率性
４ ３ ２ １ 

高い □□□□ 低い
事業未実施のため評価しない。

 R1 年度 
決算額

8,113 千円
外部評価委員会の意見 
 
代替事業を計画したことは、評価できるもので

ある。新型コロナウイルスが蔓延する中で事業を

実施することはリスクが大きいため、中止の措置

は妥当であった。 
今後は児童数の減少、保護者の希望等を考慮し

て、当面は継続しても、段階的な検討を望みたい。

 R2 年度 
決算額

0 千円

 R3 年度 
決算額

0 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 ともに社会を生き抜く力を身につける教育

施策３ 
豊かな人間性と社会性の育成 
（コミュニケーション能力の育成）

 
事業名 ふれあいの船事業代替給付金事業

 

事  業 の 目  的
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とした「ふれ

あいの船事業」の代替として、家族で旅行等イベント体験費用

の補助として給付する。

 

事業の内容・効果

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止とした代替

措置として給付金を１人 35,000 円給付した。 
 
対象児童　１３８人　　給付金支給者　１３１人

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 4,830 千円　

 項 社会教育費 執行済額 4,585 千円　

 目 社会教育総務費 予算執行率 ９４．９％　

 評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

ふれあいの船事業の町負担は１人当たり 35,000
円であるため、妥当である。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

家族単位ではあるが、思い出に残るイベントの費

用負担を補った。

 

　効率性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い
対象・負担とも適切である。

 
R2 年度 
決算額

4,410 千円

外部評価委員会の意見 
 
新型コロナウイルスが蔓延する中、団体での行

動は制約されるが、家族単位での行動であれば旅

行等のイベントが可能であるため、事業は有効で

ある。

 R3 年度 
決算額

4,585 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 
 

 
施策名 ともに社会を生き抜く力を身につける教育 施策５ 

特別支援教育の充実 
（豊かな心と健やかな体の創造）

 
事業名

特別支援教育就学奨励費事業 
(小学校)

 

事  業 の 目  的
特別支援学級等への就学の充実を図るため、障害のある児童の

保護者等の経済的負担を軽減するために必要な援助を行い、特

別支援教育の振興を図る。

 

事業の内容・効果

特別支援学級へ就学する児童及び学校教育法施行令第 22 条の

３に規定する障害の程度に該当する児童の保護者に、学用品費

等の支給を行い、特別支援学級への就学の充実を図った。 
 
該当児童１２人

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 166 千円　

 項 小学校費 執行済額 121 千円　

 目 教育振興費 予算執行率 ７３．０％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

町民の生活に係わる事業である。 
教育環境を整えるための町の関与は妥当である。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

目標は達成している。 
対象の削減はできない。

 

効率性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

城里町教育支援委員会において、特別な配慮を要

する児童について調査審議し、決定している。

 R1 年度 

決算額
234 千円

外部評価委員会の意見 
 
国庫補助事業に対応する事業であり、今後も継続

事業とされたい。  R2 年度 

決算額
27 千円

 R3 年度 

決算額
121 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 ともに社会を生き抜く力を身につける教育 施策５ 

特別支援教育の充実 
（豊かな心と健やかな体の創造）

 
事業名

特別支援教育就学奨励費事業 
(中学校)

 

事  業 の 目  的
特別支援学級等への就学の充実を図るため、障害のある生徒の

保護者等の経済的負担を軽減するために必要な援助を行い、特

別支援教育の振興を図る。

 

事業の内容・効果

特別支援学級へ就学する児童及び学校教育法施行令第 22 条の

３に規定する障害の程度に該当する生徒の保護者に、学用品費

等の支給を行い、特別支援学級への就学の充実を図った。 
 
該当生徒　７人

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 116 千円　

 項 中学校費 執行済額 91 千円　

 目 教育振興費 予算執行率 ７７．９％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

町民の生活に係わる事業である。 
教育環境を整えるための町の関与は妥当である。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

目標は達成している。 
対象の削減はできない。

 

効率性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

城里町教育支援委員会において、特別な配慮を要

する生徒について調査審議し、決定している。

 R1 年度 

決算額
509 千円

外部評価委員会の意見 
 
国庫補助事業に対応する事業であり、今後も継続

事業とされたい。  R2 年度 

決算額
115 千円

 R3 年度 

決算額
91 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 安心して学べる教育環境の整備 施策５ 

教育へのアクセス（受けやすさ）の向上 
（豊かな心と健やかな体の創造）

 
事業名 就学支援事業(小学校)

 

事  業 の 目  的 経済的な理由で児童の就学が困難な場合に、学校で必要な経費

の一部を援助する。

 

事業の内容・効果

生活保護世帯及び生活保護世帯に準ずる程度困窮すると認めら

れる世帯等の児童の保護者に、学用品費等の援助を行い児童の

教育環境を整えた。 
 
要保護児童１人、準要保護児童５５人、事前支給　６人

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 1,456 千円　

 項 小学校費 執行済額 1,397 千円　

 目 教育振興費 予算執行率 ９５．９％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

町民の生活に係わる事業である。 
教育環境を整えるための町の関与は妥当である。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

目標は達成している。 
対象の削減はできない。

 

効率性
４ ３ ２ １ 

高い □■□□ 低い
対象や負担の見直しは検討の余地がある。

 R1 年度 

決算額
1,021 千円

外部評価委員会の意見 
 
国庫補助事業に対応する事業であり、今後も継続

事業とされたい。  R2 年度 

決算額
1,232 千円

 R3 年度 

決算額
1,397 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 安心して学べる教育環境の整備 施策５ 

教育へのアクセス（受けやすさ）の向上 
（豊かな心と健やかな体の創造）

 
事業名 就学支援事業(中学校)

 

事  業 の 目  的 経済的な理由で生徒の就学が困難な場合に学校で必要な経費の

一部を援助する。

 

事業の内容・効果

 
生活保護世帯及び生活保護世帯に準ずる程度困窮すると認めら

れる世帯等の生徒の保護者に、学用品費等の援助を行い児童の

教育環境を整えた。 
 
要保護生徒３人、準要保護生徒３９人、事前支給１１名

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 3,339 千円　

 項 中学校費 執行済額 2,084 千円　

 目 教育振興費 予算執行率 ６２．４％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

町民の生活に係わる事業である。 
教育環境を整えるための町の関与は妥当である。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

目標は達成している。 
対象の削減はできない。

 

効率性
４ ３ ２ １ 

高い □■□□ 低い
対象や負担の見直しは検討の余地がある。

 R1 年度 

決算額
2,893 千円

外部評価委員会の意見 
 
国庫補助事業に対応する事業であり、今後も継続

事業とされたい。  R2 年度 

決算額
1,920 千円

 R3 年度 

決算額
2,084 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 生涯にわたって学べる環境の整備

施策１ 
生涯学習の充実 
(活力あるまちづくり活動の推進)  

事業名 花いっぱい運動事業

 

事  業 の 目  的

地域住民及び児童生徒の環境美化に対する関心・意欲を高める

とともに、きれいな地域づくりを促進する。 
 
参加２３団体　努力賞　上限１万円 
優秀賞　２万円（学校２、地域４） 
最優秀賞　３万円（学校１、地域２）

 

事業の内容・効果

花いっぱい運動で、すばらしい成果を上げている地域・学校を

表彰し、地域住民及び児童生徒の環境美化に対する関心・意欲

を高められた。

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 434 千円　

 項 社会教育費 執行済額 379 千円　

 目 社会教育総務費 予算執行率 ８7．３％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

環境美化を地域ぐるみで推進するための事業で

対応、関与は必要である。

 
有効性

４ ３ ２ １ 
高い □■□□ 低い

報償金を与えることにより関心・意欲を高めてい

るので有効であるが、取組みに地域差はある。

 
　効率性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

全参加団体に対して一定の報償金を支出して事

業が実施されており公平である。

 
R1 年度 
決算額

388 千円

外部評価委員会の意見 
 
地域住民の意識を啓発し、まちづくりを目指した

環境美化としての事業を望みたい。  
R2 年度 
決算額

 
348 千円

 R3 年度 
決算額

 
379 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 生涯にわたって学べる環境の整備

施策１ 
生涯学習の充実 
（青少年の健全育成）

 
事業名 成人式典（令和３年）

 

事  業 の 目  的
二十歳を迎えた青年の新たな門出を祝福し激励するとともに、

社会からの信頼と期待に応えられる社会人になるための自覚と

認識を促進する。

 

事業の内容・効果

令和２年度に開催を予定し延期となった令和３年成人式につい

て、城里町立中学校の卒業者及び城里町に住所を有する者で、

成人に達した前年度の対象者に対し、感染症対策を施し、改め

て令和３年 10 月 30 日に成人式典を開催した。 
成人者としての自覚と意識の高揚が高められた。 
 
成人者 １８８人 　参加者　１２２人　　参加率　６４．９％

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 557 千円　

 項 社会教育費 執行済額 291 千円　

 目 社会教育総務費 予算執行率 ５２．２％　

 評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

行政のみの運営ではなく、実行委員（成人者）と

協働し、事業の目的達成に貢献していて妥当であ

る。

 
有効性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

成人者が自分の生まれ育った郷土のすばらしさ

を再認識する良い機会となった。

 
　効率性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

対象・負担とも適切である。

 
R1 年度 
決算額

376 千円

外部評価委員会の意見 
 
延期された成人式典を、新型コロナ感染症対策を

施し開催したことは、成人者にとって有難く記念と

なった。今後も新型コロナ感染症対策を施して事業

を継続されたい。

 R2 年度 
決算額

131 千円

 R3 年度 
決算額

291 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 生涯にわたって学べる環境の整備

施策１ 
生涯学習の充実 
（青少年の健全育成）

 
事業名 成人式典（令和４年）

 

事  業 の 目  的
二十歳を迎えた青年の新たな門出を祝福し激励するとともに、

社会からの信頼と期待に応えられる社会人になるための自覚と

認識を促進する。

 

事業の内容・効果

城里町立中学校の卒業者及び城里町に住所を有する者で、成人

に達した青年男女に対し、感染症対策を徹底して、成人式典を

開催した。 
成人者としての自覚と意識の高揚が高められた。 
 
成人者 １８９人 　参加者　１４３人　　参加率　７５．６％

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 569 千円　

 項 社会教育費 執行済額 453 千円　

 目 社会教育総務費 予算執行率 ７９．６％　

 評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

行政のみの運営ではなく、実行委員（成人者）と

協働し、事業の目的達成に貢献していて妥当であ

る。

 
有効性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

成人者が自分の生まれ育った郷土のすばらしさ

を再認識する良い機会となった。

 
　効率性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

対象・負担とも適切である。

 
R1 年度 
決算額

376 千円

外部評価委員会の意見 
 
成人者から実行委員を募って式典を行っている

が、地元を離れている成人者が大半であり、毎年、実

行委員の応募に苦慮している現状があるので、良い

方法を検討して、今後も事業の継続を望みたい。 

 R2 年度 
決算額

131 千円

 R3 年度 
決算額

453 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 生涯にわたって学べる環境の整備 施策１ 

生涯学習の充実 
（青少年の健全育成）

 
事業名 青少年育成城里町民会議事業

 

事  業 の 目  的 町民一体となって、次代を担う青少年の健全育成を図る。

 

事業の内容・効果

町民会議では、明るく楽しい家庭づくりを推進するために、毎

月第３日曜日を「家庭の日」と定めている。また、図画・作文

コンクール事業を実施し、「家庭の日」の普及、啓発活動に努

めた。

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 990 千円　

 項 社会教育費 執行済額 990 千円　

 目 社会教育総務費 予算執行率 １００％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い■□□□ 低い

子どもから見た家庭の団らん等、家庭生活を題材

に作品を募集することによって、「家庭の日」に

対する意識の高揚が図られ、有効な手段である。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い

図画や作文を展示することにより、町民に家庭の

果たす役割の重要性を認識させ、家族や親子のふ

れあいを深める良い機会となった。

 

　効率性
４ ３ ２ １ 

高い ■□□□ 低い
優先順位はなく公平である。

 
R1 年度 
決算額

990 千円

外部評価委員会の意見 
 
青少年育成城里町民会議については、県民会議の

傘下に組織されている関係もあり、今後も継続して

事業を実施されたい。
 R2 年度 

決算額
990 千円

 R3 年度 
決算額

990 千円
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令和３年度事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 生涯にわたって学べる環境の整備 施策１ 

生涯学習の充実 
（芸術・文化事業の開催）

 
事業名 コミュニティセンター城里自主事業

 

事  業 の 目  的 コンサート等の公演を開催し、芸術・文化を鑑賞する機会を町民に

提供することで、芸術文化の高揚に努める。

 

事業の内容・効果

コミュニティセンターのホールにおいて、令和元年度から延期とな

っていた「イルカほのぼのコンサート」を、座席の間隔をとり、分

散して２回講演にするなどの新型コロナウィルス感染対策し、令和

３年６月に行った。 
 
来場者数　1 回目 237 人　　2 回目 190 人 
売上額 1,708 千円（１席 4,000 円×売上枚数 427 枚）

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 4,172 千円　

 項 社会教育費 執行済額 4,172 千円　

 目 コミュニティセンター費 予算執行率 １００．０％　

 評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 
妥当性

４ ３ ２ １ 
高い ■ □ □ □ 低い

町民の芸術文化に対する意識の高揚に寄与してい

るため、今後も開催を計画することが望ましい。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い ■ □ □ □ 低い

身近な場所で、芸術文化に触れあう機会を提供でき

るため、有効である。

 

　効率性
４ ３ ２ １ 

高い■ □ □ □ 低い

感染対策により、座席数が最大 285 席の２回となっ

たため、収入は多く望めないが、上記の有効性を考

慮すれば、事業効果は高い。

 R1 年度 
決算額

339 千円
外部評価委員会の意見 
 
生涯学習講演会や社会教育関連事業と連携して計

画し、事業の一本化を図り推進されたい。 
　事業実施の際には、新型コロナウイルスの感染防

止のための十分な対策を講じるようお願いする。

 R2 年度 
決算額

3,320 千円

 R3 年度 
決算額

4,172 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 生涯にわたって学べる環境の整備 施策２ 

生涯スポーツの充実  
事業名 城里町マラソン大会

 

事  業 の 目  的 町民の健康維持と体力づくり、並びに児童生徒の体力向上を目

的とし、マラソン大会を開催する。

 

事業の内容・効果

上記目的を達成するため、城里町に在住・在学・在勤する小中学

生、一般人（高校生以上）を対象に、初めて日本自動車研究所城

里テストセンターでの大会開催を予定したが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため中止とした。

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 　　　505 千円　

 項 保健体育費 執行済額 　　　0 千円　

 目 保健体育総務費 予算執行率   　 ０．０％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性

４ ３ ２ １ 
高い ■□□□ 低い

新型コロナウイルスが蔓延する中で、事業中止と

したことはやむを得ない措置であり、妥当であ

る。

 

有効性

４ ３ ２ １ 
高い □□□□ 低い 事業未実施のため評価しない。

 

　効率性

４ ３ ２ １ 
高い □□□□ 低い 事業未実施のため評価しない。

 R1 年度 
決算額

440 千円
外部評価委員会の意見 
 
　新たな会場での開催は、参加者を増やす試みと

して評価できる。 
町民の体力増進、児童生徒の体力向上に係る事

業として有効であるため、今後も工夫を重ね継続

されたい。

 R2 年度 
決算額

0 千円

 R3 年度 
決算額

0 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 
施策名 郷土の文化の継承と文化財の保護

施策１ 
地域文化の伝承 
施策２ 
文化財の保護と PR

 
事業名 文化財保護事業（地域文化の伝承）

 

事  業 の 目  的 地域住民により長く伝承され、地域に根ざした郷土民俗芸能の保

存・継承活動の助成

 

事業の内容・効果

町指定無形民俗文化財の保存団体である古内大杉ばやし保存会と

下赤沢民俗芸能保存会（文化財名「八木節源太おどり」）に運営事

業補助金を交付した。

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 102 千円　

 項 社会教育費 執行済額 102 千円　

 目 文化財保護費 予算執行率 １００.０％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い■ □ □ □ 低い

町の無形文化財として指定されている保存団体を

対象としていることから、助成は妥当である。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い■ □ □ □ 低い

運営事業補助金は継続して交付しており、保存団

体の活動支援として有効である。

 

　効率性
４ ３ ２ １ 

高い■ □ □ □ 低い

補助金は、保存団体の活動のうち団体が必要な内

容に優先的に使用できるため、事業目的に対し一

定の効率性は確保できる。

 R1 年度 
決算額

102 千円
外部評価委員会の意見 
 
地域文化の伝承事業として有効である。 
保存会として指導者、演者等の育成にも配慮し、

町内外への発表など啓発に力を入れるとともに、他

の民俗芸能の発掘にも努めてほしい。

 R2 年度 
決算額

51 千円

 R3 年度 
決算額

102 千円
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令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価シート 
基本構想　【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】 

 

 施策名 郷土の文化の継承と文化財の保護
施策２ 
文化財の保護とＰＲ  

事業名 文化財保護事業(文化財保護とＰＲ)

 

事  業 の 目  的 文化財の保護・保存と国民の文化的向上を目的とする文化財保護

法に則り、有形・無形・埋蔵文化財の保護、保全を行う。

 

事業の内容・効果

指定文化財をはじめとする町文化財について協議するために文化

財保護審議会を運営し、その結果に従って必要な措置を行った。 
令和３年度は、町が所有する文化財敷地等の管理を行い、また、頓

(徳)化原古墳石室の修繕工事を予算化したが契約に至らず次年度

に繰り越すこととなった。

 

予算科目

款 教育費 予算現額（千円） 5,890 千円　

 項 社会教育費 執行済額 1,930 千円　

 
目 文化財保護費 予算執行率 ３２．７％　

 
評価項目 　　評　　価 理　　　　　　　　由

 

妥当性
４ ３ ２ １ 

高い■ □ □ □ 低い

指定文化財の保護保全について必要な措置を行っ

た。埋蔵文化財包蔵地について、必要な手続きを実

施し県に進達した。いずれも事業目的に対し実施

は妥当である。

 

有効性
４ ３ ２ １ 

高い■ □ □ □ 低い
事業目的に対し、実施内容は有効である。

 

　効率性
４ ３ ２ １ 

高い■ □ □ □ 低い

文化財保護については長期的な取り組みが必要で

あり、必要な対応を適宜行っている。

 R1 年度 
決算額

6,638 千円
外部評価委員会の意見 
 
町の有形、無形、地域の歴史、文化を語り継い

でいくことは自治体の役目である。今後も埋蔵文

化財の保護と活用、ＰＲに努められたい。 
ただし、保護事業・予算措置については長期的

視野で計画的な執行に配慮されたい。

 R2 年度 
決算額

2,988 千円

 R3 年度 
決算額

1,930 千円
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教育委員会の活動状況 
 
（１）教育委員会会議の開催回数 
　　　　　　定例会　１２回 
　　　　　　臨時会　　１回 
 
（２）教育委員会定例会及び臨時会での議案等の件数 

　　　　総件数　　　　　６５件 
議案　　　　　４６件 

　　　　　　　承認　　　　　１３件 
　　　　　　　報告　　　　　　６件 
　　　　　　　要望　　　　　　０件 

選挙及び指定　　０件 
 
（３）会議録の作成方法 

　　要旨の筆記 
 
（４）教育委員会定例会及び臨時会における主な審議内容 

 月 審　　　議　　　内　　　容

 

４月 
定例会

・城里町立学校評議員の委嘱について 
・区域外就学許可申請について 
・城里町スポーツ推進委員の委嘱について 
・学校等文化財保護審議会委員等の委嘱について 
・令和３年度教育委員会会計年度任用職員の任用について

 

５月 
定例会

・城里町要保護・準要保護児童生徒就学援助費補助金交付要綱の一部

を改正する告示について 
・城里町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告

示について 
・学区外就学許可承諾申請について 
・区域外就学許可承諾申請について

 

６月 
定例会

・令和３年度要保護・準要保護児童生徒就学援助費及び特別支援教育

就学奨励費の交付額の決定について 
・令和３年度要保護・準要保護児童生徒の認定について 
・令和３年度特別支援教育就学奨励費の交付決定について 
・城里町社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱について 
・城里町図書館協議会委員の委嘱について
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 月 審　　　議　　　内　　　容

 
６月 
定例会

・城里町教育支援委員の委嘱について 
・学区外就学許可承諾申請について 
・令和３年度城里町一般会計補正予算（教育委員会所管分）について

 

７月 
定例会

・令和４年度小中学校において使用する教科用図書並びに小中学校特

別支援学級(知的障害)において使用する教科用図書の採択について 
・区域外就学許可承認申請について 
・城里町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

 
８月 
定例会

・学区外就学許可承認申請について 
・区域外就学許可承認申請について 
・令和３年度要保護・準要保護児童生徒の追加認定について

 

９月 
定例会

・学区外就学許可承認申請について 
・令和３年度城里町ふれあいの船事業中止に伴う臨時給付金交付要綱

の制定について 
・令和３年度城里町一般会計補正予算（教育委員会所管分）について

 

１０月 
定例会

・学区外就学許可承認申請について 
・区域外就学許可承認申請について 
・令和３年度特別支援教育就学奨励費の追加交付決定について 
・城里町立学校管理規則の一部を改正する規則について

 

１１月 
定例会

・学区外就学許可承認申請について 
・区域外就学許可承認申請について 
・令和３年度城里町修学旅行代替給付金交付要綱の制定について 
・城里町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱の制定ついて 
・城里町いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について

 

１２月 
定例会

・令和４年度学齢簿の編成及び就学通知について 
・学区外就学許可承認申請について 
・区域外就学許可承認申請について 
・令和３年度城里町一般会計補正予算（教育委員会所管分）について 
・城里町歴史民俗資料館（黒澤止幾生家）保存活用計画の答申につい　　

　て

 
１月 
定例会

・学区外就学許可承認申請について 
・学校等生活支援員配置申請について 
・区域外就学許可承認申請について
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　会議運営上の主な工夫 
「議案等」以外に、教育長報告、その他の報告を加え、その時々にあった案

件について協議を行った。 
 
（５）定例会及び臨時教育委員会以外の活動状況 

４月　・年度初めの辞令交付式 
１１月　・城里町総合教育会議 
１２月　・教育委員による学校訪問 
　１月　・教育委員による学校訪問 
３月　・年度末の辞令交付式 

 

 月 審　　　議　　　内　　　容

 

２月 
定例会

・令和４年度新入学準要保護児童生徒の認定について 
・令和３年度準要保護児童生徒の追加認定について 
・区域外就学許可承認申請について 
・令和３年度城里町教育委員会外部評価委員会点検評価報告書（令和

２年度分対象）について

 
３月 
臨時会

・令和３年度末，令和４年度始管理職人事内申について 
・令和３年度末、令和４年度始教職員人事異動について

 

３月 
定例会

・学校医の委嘱について 
・令和３年度準要保護児童生徒の追加認定について 
・城里町立学校管理規則の一部を改正する規則について 
・城里町学校運営協議会規則の制定について 
・城里町英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する告示について 
・社会教育団体等運営事業補助金交付要綱の一部を改正する告示につ

いて 
・城里町地域学校協働本部設置要綱の制定について 
・城里町地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について 
・城里町地域部活動推進協議会設置要綱の制定について 
・令和３年度城里町一般会計補正予算（教育委員会所管分）について 
・令和４年度城里町一般会計暫定予算（教育委員会所管分）について
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教育委員の研修会等 
 
６月　　　　　茨城県市町村教育委員会連合会研修会 （書面決議） 
７月　８日　　東茨城郡教育委員会連絡協議会定期総会 （茨城町） 

１０月２１日　　東茨城郡教育委員会連絡協議会役員会　 （大洗町）　 
１１月１５日　　東茨城郡教育振興大会　　　　　　　 　（大洗町）　 
３月　　　　　茨城県市町村教育委員会連合会研修会 

（資料送付・動画配信） 
 

 

 
〇反省点 
 
　毎月２５日に開催している定例会及び随時開催の臨時会は、ともに、城里町教

育委員会会議規則に則り運営されている。 
定例会については、毎月２５日午前９時３０分から開催と内部で決めている

が、各委員の予定に合わせた２５日前後の開催日になっている。 
また、審議内容を深めるために、議案書を事前に各委員へ配付し、委員会内で

の意見の集約、統一を図ることに努めている。緊急の案件に対しては、必要に応

じて臨時会を開催し、委員会としての意見の統一化を図っている。 
　今後も、公正公平な判断のもと、さらに委員会活動が活発になるように努めて

いきたい。 
 

 学校訪問 小学校５校　中学校２校

 入学式・卒業式 小学校５校　中学校２校（令和３年度来賓なし）

 運動会・体育祭 小学校５校　中学校２校（令和３年度来賓なし）

 その他 町Ｐ連研修会、生涯学習講演会、成人式 
花いっぱい運動審査会
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令和３年度教育委員名簿 

 
　（令和３年４月１日現在） 

 
 

 

 
職　名 氏　名

任期 
回数

当初任命日 現在の任期
女性 
委員

保護者

 
教育長

たかおか　ひでお 
髙岡　秀夫 ２ H29. 7.13 R 2．7．13 ～ 

R 5．7．12
 

教育長 
職務代理者

かわまた　まさる 
川又　　将 １ H31. 4. 1

H31．4． 1 ～ 
R 5．3．31 

 
委　員

おかだ　まこと 
岡田　　誠 １ H30. 4.23

H30．4．23 ～ 
R 4．4．22

〇

 
委　員

わたひき　ひとみ 
綿引 ひとみ 1 R 2. 4. 1 R 2．4． 1 ～ 

R 6．3．31 
〇

 
委　員

ながやま　とおる 
長山　　透 1 R 3. 3. 25 R 3．3．25 ～ 

R 7．3．24 
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教育委員会外部評価委員の意見 
 
 
ともに社会を生き抜く力を身につける教育 

 
ＴＴ非常勤講師配置事業については、学校関係職員とＴＴ講師との協調関係

を図ることで、より効率性を高める工夫をされ今後も継続されたい。 
ＡＬＴ設置事業については、ＴＴ非常勤講師事業と同様に、学校関係職員と

の協調関係を図り、効果ある指導に努め人員確保のみでなく人材確保にも力点

をおかれ継続されたい。また、英語圏を始めとした国々と日本との文化の違い

を正しく理解したり考えたりできる教育環境づくりにも努められたい。 
　また、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき整備された児童生徒１人１台のタ

ブレット端末については、ＩＣＴ機器の特性とこれまでの学習とを組み合わせ、

効果的に活用されたい。 
適応指導事業については、活用できるような体制づくりや事業の周知方法を

考えてはどうか。また、学校への復帰のきっかけになるので継続して欲しい事業

である。 
ふれあいの船事業については、児童数の減少、保護者の希望等を考慮して、運

営や参加体制の検討を望みたい。 
特別支援教育就学奨励費事業については、対象者が増えることが考えられ、国

庫補助事業でもあるため継続事業とされたい。 
 

安心して学べる教育環境の整備 
 
要保護・準要保護補助事業については、従前の国庫補助事業に対応する事業

であり、今後も継続事業とされたい。 
 
生涯にわたって学べる環境の整備 

 
花いっぱい運動事業については、地域住民の意識を啓発し、まちづくりを目

指した環境美化としての事業を望みたい。 
成人式典事業については、成人者から、実行委員を募って行っているが、地

元を離れている成人者が大半であり、毎年、実行委員の応募に苦慮している現

状があるので、良い方法を検討して、今後も事業の継続を望みたい。 
青少年育成城里町民会議については、県民会議の傘下に組織されている関係

もあり、継続事業である。県内には、独立機関として実施しているところもあ
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るので、将来的に検討してはどうか。 
マラソン大会については、町民の体力増進、児童生徒の体力向上に係る事業

で有効であり、町民への啓発に努め、参加者を増やす方法を工夫されたい。 
コミュニティセンター城里自主事業については、生涯学習講演会や社会教育

関連事業と連携して、参加者増員を目指した企画運営や広報活動を推進された

い。また、江戸川区との交流事業は、隔年、又は数年毎に実施するなど計画的

な企画運営をされたい。 
　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況にあるため、参加者が多い

事業については、十分な感染対策を講じるようお願いしたい。 
 
郷土の文化の継承と文化財の保護 
 

地域に引き継がれている伝統文化・伝承事業として有効なものの存続や、町

の財産である文化財の保護について計画的に予算化し、保存に努めるとともに、

その活用とＰＲに努められたい。 
各学校においては、「城里学ぶっく」の活用を通して、郷土理解や郷土愛を深

めていただきたい。また、地域の人たちへの興味関心の喚起や啓発活動をお願い

したい。 
 
 
【 総 合 意 見 】 
 
　外部評価の対象となった１４事務事業についての評価を基にして、各事業に

ついての見直しと今後の効果的な運営に努められたい。 
また、少子化に伴い、教育効果や地域住民の啓発について、他の機関との連

携や開拓（新たな手法）を望むとともに、郷土文化の継承と文化財の保護につ

いても教育委員会事業として創意工夫されたい。 
　文化財関係の予算については、限られた財源の中で長期的な計画の基、効率

的な運営を推進されたい。 
　小学校における英語教育の前倒しの取組については、児童が英語に慣れ親し

める機会を多くつくっていただくようお願いしたい。 
教育委員会活動については、教育環境を十分に把握した上で、教育活動への

支援に力を注いで教育力の向上に努めていただきたい。また、年長児後半から

小学校入学期までの学びの連続性を意識した指導内容・指導方法の在り方を検

討していただきたい。さらに廃校施設の利活用についても、継続して有効利用

を検討していただきたい。 
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　令和３年度においても、新型コロナウイルスの感染が収まらず、中止を余儀

なくされた事業もあったが、感染対策を徹底して成人式典を開催したことは、

コロナ禍での事業実施に向け成果をあげた。また、町立小中学校においても、

臨時休業や分散登校となった期間、タブレット端末を活用したリモートによる

オンライン学習を初めて実施することとなったが、短い準備期間の中で学校と

教育委員会が連携し、児童生徒の学びを継続したことは高く評価できる。 
今後も感染状況を注視しつつ、教育委員会主導により、各学校の実態に合っ

た適切な措置及び支援をし、教育の場の確保に努めるとともに、児童生徒が安

心して生活できるようにしていただきたい。
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自転車
置場

パン・
和菓子
加工室

屋外
トイレ

屋外
階段

キャンプ
管理棟

洗い場駐車場1台

スロープ
勾配11％内外

オートキャンプ場
1区画　8.5ｍ×10ｍ　19区画
1区画　5ｍ×10ｍ　7区画

駐車場34台

スロープ　勾配8％内外

屋外
階段

備蓄倉庫

設備
ｽﾍﾟｰｽ

自動二輪
置場

EV車
充電2台

駐車場69台
身障者

駐車場3台

テナント

直売所
倉庫

WC(男)

WC(女)

屋外
休憩所

パン売場

屋外
階段

駐車場64台

車止め

車止め

車止め

車止め車止め

広場兼オートキャンプ場
1区画　8.5ｍ×10ｍ　8区画
1区画　5ｍ×10ｍ　4区画

車止め

風除室 屋外売場

休憩室兼
情報発信

Ｎ



道の駅かつら移転基本・実施設計等委託業務 1階平面計画案

軽 軽 軽

設備
ｽﾍﾟｰｽ

備蓄倉庫

EV車充電

自動二輪置場

屋外
休憩所

自転車置場
廊下

室
外
機
置
場

UP

自販機
置場

惣菜
加工室
20㎡

身障者
駐車場

WC(男)

WC(女)

SK

倉庫

倉庫

6㎡

WC
(多)

授乳
室1
5㎡

5㎡

授乳
室2

階段

冷凍庫

冷蔵庫

46㎡

WC(男)
手洗い

WC(女)
49㎡

手洗い

ELV
3人

TEL

受付
ATM

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

67㎡

倉庫

SK

休憩室兼
情報発信

売場
344㎡

レジ

ELV
13人

屋外売場
30㎡

風除室ﾃﾅﾝﾄ1ﾃﾅﾝﾄ2 通
路20㎡ 10㎡

通
路

風除け 風除け 風除け風除け

階段
UP

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ

レジ

52㎡

ELV
2人

倉庫

UP
階段

倉庫 防火戸

防火
ｼｬｯﾀｰ

パン売場 19㎡ 防火戸

防火戸

PSPS

WC

パン・和菓子
加工室

食品庫

室外機置場

荷捌きスペース

郵便ポスト

１階平面図　1：200

直売所棟
1階床面積　　550㎡
2階床面積　　656㎡
延床面積　 1,206㎡

管理棟
1階床面積　　394㎡
2階床面積　　344㎡
延床面積　　 738㎡

Ｎ
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道の駅かつら移転基本・実施設計等委託業務 ２階平面計画案

避難口

避難
ルート

避難
ルート避難

ルート

階段

DN

倉庫

研修室

階段
休憩コーナー

廊下

更
衣
室

更
衣
室

事務室
打合せ

コーナー
52㎡

22㎡

56㎡

DN

廊下

厨房

食器返却食器返却

厨房

蕎麦
加工室

ベンチ・メニューサンプルスペース

42㎡42㎡

DNDN

-400 -400

5㎡

127㎡食堂 127㎡食堂

階段

WC
(男)

WC
(女)

DN

P
S

倉庫

174㎡ 廊下

ホール

ホール

休憩室
22㎡

防火戸防火戸

防火戸

22㎡

食品庫食品庫

22㎡

防火戸

冷蔵庫冷蔵庫

冷凍庫 冷凍庫

防火戸

ELV
13人

ス
ロ

ー
プ

階段 DN ホール

防火戸

物入

WC(男)

WC(女)

WC
(多)

ELV
2人

WC(男)

WC(女)

WC
(多)

防火戸

曇
り

ガ
ラ

ス

ELV
3人

60席

屋上広場

ス
ロ

ー
プ

68席

２階平面図　1：200

直売所棟
1階床面積　　550㎡
2階床面積　　656㎡
延床面積　 1,206㎡

管理棟
1階床面積　　394㎡
2階床面積　　229㎡
延床面積　　 623㎡

Ｎ
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道の駅かつら移転基本・実施設計等委託業務 管理棟２階平面計画案

かご内寸法
880×1250

従業員動線

利用者動線

ふわふわドーム（膜のトランポリン）

人工芝広場

屋内とした場合

屋上広場整備案

事務室

物入

屋上広場

ホール

廊下

更衣室 更衣室

廊下

ホール

ELV
3人

倉庫

174㎡

階段

階段

研修室

56㎡

打合せ
コーナー

52㎡

休憩室
22㎡
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